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(57)【要約】
本開示の態様は、例えば、送信デバイスから、データを
搬送する無線周波数信号を受信する受信部を含む結合デ
バイスを含み得る。磁気カプラは、伝送媒体の外面によ
って結合される導波される電磁波として無線周波数信号
を伝送媒体に磁気的に結合する。キャップは、伝送媒体
を磁気カプラに隣接して固定する誘電部及び磁気カプラ
からの電磁放射を低減する反射板を含む。他の実施形態
も開示される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信デバイスから、データを搬送する無線周波数信号を受信する受信部と、
　伝送媒体の外面に結合される導波される電磁波として前記無線周波数信号を前記伝送媒
体に磁気的に結合する磁気カプラであって、前記磁気カプラは、キャビティ共振器であっ
て、前記導波される電磁波を、磁気結合を介して前記伝送媒体上に誘導する磁場を有する
ＴＥ１０モードを前記キャビティ共振器において生成することにより、前記無線周波数信
号に応答するキャビティ共振器を含み、前記導波される電磁波は、ＨＥ１１モードを介し
て前記伝送媒体の前記外面に沿って伝搬する、磁気カプラと、
　前記伝送媒体を前記磁気カプラに隣接して固定する誘電部及び前記磁気カプラからの電
磁放射を低減する反射板を含む筐体であって、前記誘電部は、前記無線周波数信号の波長
の半分の厚さを有して、前記反射キャップと前記磁気カプラとの間に前記無線周波数信号
の波長の半分の間隔を提供し、前記反射板によって前記磁気カプラの上面に反射して戻さ
れた前記磁場の位相は、前記磁気カプラによって生成される前記磁場の位相から１波長で
ある、筐体と
を含む結合デバイス。
【請求項２】
　前記伝送媒体は、ワイヤを含む、請求項１に記載の結合デバイス。
【請求項３】
　前記ワイヤは、絶縁される、請求項２に記載の結合デバイス。
【請求項４】
　前記誘電部は、セルラー誘電材料を含む、請求項１に記載の結合デバイス。
【請求項５】
　前記誘電部は、前記誘電部を通して前記磁気カプラに向けて前記反射板によって反射し
て戻すために、前記誘電部を通した前記磁気カプラからの前記磁場の透過を促進するよう
に位置合わせされたセルラー構造を有するセルラー誘電材料で構築される、請求項１に記
載の結合デバイス。
【請求項６】
　前記反射板は、反射金属面を含む、請求項１に記載の結合デバイス。
【請求項７】
　前記受信部は、同軸コネクタを含み、及び前記結合デバイスは、前記キャビティ共振器
内で前記無線周波数信号を放射するアンテナを更に含む、請求項３に記載の結合デバイス
。
【請求項８】
　前記キャビティ共振器は、所望の導波される波動モードの遮断周波数未満で動作する、
請求項３に記載の結合デバイス。
【請求項９】
　前記受信部は、前記無線周波数信号を前記磁気カプラに導波する導波路を含む、請求項
１に記載の結合デバイス。
【請求項１０】
　送信デバイスから、データを搬送する無線周波数信号を受信することと、
　磁気カプラを介して、伝送媒体の外面に結合される導波される電磁波として前記無線周
波数信号を前記伝送媒体に磁気的に結合することであって、前記磁気カプラは、キャビテ
ィ共振器であって、前記導波される電磁波を、磁気結合を介して前記伝送媒体上に誘導す
る磁場を有するＴＥ１０モードを前記キャビティ共振器において生成することにより、前
記無線周波数信号に応答するキャビティ共振器を含み、前記導波される電磁波は、ＨＥ１
１モードを介して前記伝送媒体の前記外面に沿って伝搬する、結合することと、
　誘電部を含む筐体を介して、前記誘電部のスロットを介して前記伝送媒体を前記磁気カ
プラに隣接して固定することと、
　反射板を介して前記磁気カプラからの電磁放射を低減することであって、前記誘電部は
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、前記無線周波数信号の波長の半分の厚さを有して、前記反射キャップと前記磁気カプラ
との間に前記無線周波数信号の波長の半分の間隔を提供し、前記反射板によって前記磁気
カプラの上面に反射して戻された前記磁場の位相は、前記磁気カプラによって生成される
前記磁場の位相から１波長である、低減することと
を含む方法。
【請求項１１】
　前記伝送媒体は、ワイヤを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ワイヤは、絶縁される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記誘電部は、セルラー誘電材料を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記反射板は、前記無線周波数信号の波長の半分に対応する距離だけ前記磁気カプラか
ら離間される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記反射板は、反射金属面を含む、請求項１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、２０１５年４月２８日に出願された米国特許出願公開第１４／６９７，７２３
号明細書の一部継続であり、優先権を主張する２０１６年９月２２日に出願された米国特
許出願公開第１５／２７３，３４８号明細書の優先権を主張するものである。上記の内容
は、あたかも完全に本明細書に記載されるかのように援用により本願に援用される。
【０００２】
　本開示は、無線リソースの利用を管理する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　スマートフォン及び他のポータブルデバイスが次第に普及し、データ使用量が増えるに
つれ、マクロセル基地局デバイス及び既存のワイヤレスインフラストラクチャは、増加す
る需要に対処するために、これまで以上により高い帯域幅容量を必要としている。更なる
モバイル帯域幅を与えるために、スモールセルの展開が推進されつつあり、この展開にお
いて、マイクロセル及びピコセルがこれまでのマクロセルよりはるかに小さいエリアのた
めのカバレッジを提供している。
【０００４】
　加えて、大半の家庭及び企業は、成長して音声、動画、及びインターネット閲覧等のサ
ービスで広帯域データアクセスに依存している。広帯域アクセスネットワークは、衛星、
４Ｇ又は５Ｇワイヤレス、電力線通信、ファイバ、ケーブル、及び電話回線網を含む。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　ここで、必ずしも一定の縮尺で描かれていない添付図面が参照される。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本明細書において説明される種々の態様による、導波通信システムの一例の非限
定的な実施形態を示すブロック図である。
【図２】本明細書において説明される種々の態様による、送信デバイスの一例の非限定的
な実施形態を示すブロック図である。
【図３】本明細書において説明される種々の態様による、電磁場分布の一例の非限定的な
実施形態を示すグラフィック図である。
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【図４】本明細書において説明される種々の態様による、電磁場分布の一例の非限定的な
実施形態を示すグラフィック図である。
【図５Ａ】本明細書において説明される種々の態様による、周波数応答の一例の非限定的
な実施形態を示すグラフィック図である。
【図５Ｂ】本明細書において説明される種々の態様による、種々の動作周波数での導波さ
れる電磁波の場を示す、絶縁線の長手方向断面の一例の非限定的な実施形態を示すグラフ
ィック図である。
【図６】本明細書において説明される種々の態様による電磁場分布の一例の非限定的な実
施形態を示すグラフィック図である。
【図７】本明細書において説明される種々の態様によるアーク結合器の一例の非限定的な
実施形態を示すブロック図である。
【図８】本明細書において説明される種々の態様によるアーク結合器の一例の非限定的な
実施形態を示すブロック図である。
【図９Ａ】本明細書において説明される種々の態様によるスタブ結合器の一例の非限定的
な実施形態を示すブロック図である。
【図９Ｂ】本明細書において説明される種々の態様による電磁分布の一例の非限定的な実
施形態を示す図である。
【図１０Ａ】本明細書において説明される種々の態様による、結合器及び送受信機の一例
の非限定的な実施形態を示すブロック図である。
【図１０Ｂ】本明細書において説明される種々の態様による、結合器及び送受信機の一例
の非限定的な実施形態を示すブロック図である。
【図１１】本明細書において説明される種々の態様による二重スタブ結合器の一例の非限
定的な実施形態を示すブロック図である。
【図１２】本明細書において説明される種々の態様による、リピーターシステムの一例の
非限定的な実施形態を示すブロック図である。
【図１３】本明細書において説明される種々の態様による、双方向リピーターの一例の非
限定的な実施形態を示すブロック図を示す。
【図１４】本明細書において説明される種々の態様による導波路システムの一例の非限定
的な実施形態を示すブロック図である。
【図１５】本明細書において説明される種々の態様による、導波通信システムの一例の非
限定的な実施形態を示すブロック図である。
【図１６Ａ】本明細書において説明される種々の態様による、通信システムを管理するシ
ステムの一例の非限定的な実施形態を示すブロック図である。
【図１６Ｂ】本明細書において説明される種々の態様による、通信システムを管理するシ
ステムの一例の非限定的な実施形態を示すブロック図である。
【図１７Ａ】図１６Ａ及び図１６Ｂのシステムの通信ネットワークにおいて生じる外乱を
検出及び軽減する方法の一例の非限定的な実施形態を示す流れ図を示す。
【図１７Ｂ】図１６Ａ及び図１６Ｂのシステムの通信ネットワークにおいて生じる外乱を
検出及び軽減する方法の一例の非限定的な実施形態を示す流れ図を示す。
【図１８Ａ】本明細書において説明される種々の態様による通信システムの一例の非限定
的な実施形態を示すブロック図である。
【図１８Ｂ】本明細書において説明される種々の態様による図１８Ａの通信システムの一
部の一例の非限定的な実施形態を示すブロック図である。
【図１８Ｃ】本明細書において説明される種々の態様による図１８Ａの通信システムの通
信ノードの一例の非限定的な実施形態を示すブロック図である。
【図１８Ｄ】本明細書において説明される種々の態様による図１８Ａの通信システムの通
信ノードの一例の非限定的な実施形態を示すブロック図である。
【図１９Ａ】本明細書において説明される種々の態様による、基地局が通信ノードと通信
できるようにするダウンリンク及びアップリンク通信技法の一例の非限定的な実施形態を
示すグラフ図である。
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【図１９Ｂ】本明細書において説明される種々の態様による通信ノードの非一例の限定的
な実施形態を示すブロック図である。
【図１９Ｃ】本明細書において説明される種々の態様による通信ノードの非一例の限定的
な実施形態を示すブロック図である。
【図１９Ｄ】本明細書において説明される種々の態様による周波数スペクトルの一例の非
限定的な実施形態を示すグラフ図である。
【図１９Ｅ】本明細書において説明される種々の態様による周波数スペクトルの一例の非
限定的な実施形態を示すグラフ図である。
【図１９Ｆ】本明細書において説明される種々の態様による周波数スペクトルの一例の非
限定的な実施形態を示すグラフ図である。
【図１９Ｇ】本明細書において説明される種々の態様による周波数スペクトルの一例の非
限定的な実施形態を示すグラフ図である。
【図１９Ｈ】本明細書において説明される種々の態様による送信機の一例の非限定的な実
施形態を示すブロック図である。
【図１９Ｉ】本明細書において説明される種々の態様による受信機の一例の非限定的な実
施形態を示すブロック図である。
【図２０Ａ】本明細書において説明される種々の態様による結合デバイスの一例の非限定
的な実施形態のブロック図である。
【図２０Ｂ】本明細書において説明される種々の態様による電磁場分布の一例の非限定的
な実施形態のグラフ図である。
【図２０Ｃ】本明細書において説明される種々の態様による結合デバイス構成要素の一例
の非限定的な実施形態の絵図である。
【図２０Ｄ】本明細書において説明される種々の態様による結合デバイス構成要素の一例
の非限定的な実施形態の絵図である。
【図２０Ｅ】本明細書において説明される種々の態様による結合デバイス構成要素の一例
の非限定的な実施形態の絵図である。
【図２０Ｆ】本明細書において説明される種々の態様による結合デバイス構成要素の一例
の非限定的な実施形態の絵図である。
【図２０Ｇ】方法の一例の非限定的な実施形態の流れ図を示す。
【図２１】本明細書において説明される種々の態様による計算環境の一例の非限定的な実
施形態のブロック図である。
【図２２】本明細書において説明される種々の態様による、モバイルネットワークプラッ
トフォームの一例の非限定的な実施形態のブロック図である。
【図２３】本明細書において説明される種々の態様による通信デバイスの一例の非限定的
な実施形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　ここで、１つ又は複数の実施形態が図面を参照しながら説明され、図面では、同じ参照
符号が全体を通して同じ要素を指すために用いられる。以下の説明では、説明の目的上、
種々の実施形態の完全な理解を提供するために多数の細部が記載される。しかし、種々の
実施形態を、これらの細部を用いることなく（及び任意の特定のネットワーク化された環
境又は標準規格に適用することなく）実施できることは明らかである。
【０００８】
　一実施形態では、導波される電磁波を介してデータ又は他のシグナリング等の通信信号
を送受信する導波通信システムが提示される。導波される電磁波は、例えば、伝送媒体に
結合又は導波される表面波又は他の電磁波を含む。例示的な実施形態から逸脱することな
く、導波通信と併せて多様な伝送媒体が利用可能であることが理解されよう。そのような
伝送媒体の例としては、単独で又は１つ若しくは複数の組み合わせで以下のうちの１つ又
は複数を含むことができる：絶縁されるか否か、及び単線であるか又は撚り線であるかに
関係なく、電線；電線束、ケーブル、ロッド、レール、パイプを含む他の形状若しくは構
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成の導体；誘電体パイプ、ロッド、レール若しくは他の誘電体部材等の非導体；導体と誘
電体材料との組み合わせ；又は他の導波伝送媒体。
【０００９】
　伝送媒体における導波される電磁波の誘導は、電気回路の一部としての伝送媒体に注入
されるか又は他に伝送するいかなる電位、電荷、又は電流からも独立することができる。
例えば、伝送媒体が電線である場合、電線に沿った導波の伝搬に応答して、小さい電流を
電線中に形成することができ、これが電線表面に沿った電磁波の伝搬に起因し得、電気回
路の一部としての電線に注入される電位、電荷、又は電流に応答して形成されないことを
理解されたい。したがって、電線上の進行する電磁波は、電線表面に沿って伝搬するのに
回路を必要としない。したがって、電線は、回路の一部ではない単層伝送線路である。ま
た、幾つかの実施形態において、電線は必要なく、電磁波は、電線ではない単線伝送媒体
に沿って伝搬することができる。
【００１０】
　より一般には、本開示により説明される「導波される電磁波」又は「導波」は、伝送媒
体の少なくとも一部（例えば、裸線若しくは他の導体、誘電体、絶縁電線、導管若しくは
他の中空要素、誘電体若しくは絶縁体で被膜、被覆、若しくは囲まれた絶縁電線の束若し
くは他の電線束、又は別の形態の固体、液体、若しくは他の非ガス伝送媒体）である物理
的物体の存在により行われて、物理的物体により少なくとも部分的に向けられるか又は誘
導され、物理的物体の伝送路に沿って伝搬する。そのような物理的物体は、伝送媒体の界
面（例えば、外面、内面、外面と内面との間の内部、又は伝送媒体の要素間の他の境界）
により、導波される電磁波の伝搬を誘導する伝送媒体の少なくとも一部として動作するこ
とができ、導波される電磁波の伝搬は、送信側デバイスから伝送路に沿って受信側デバイ
スにエネルギー、データ、及び／又は他の信号を搬送することができる。
【００１１】
　導波されない電磁波の進行距離の二乗に反比例して強度が下がる無誘導（又は非結合）
電磁波等のワイヤレス信号の自由空間伝搬と異なり、導波される電磁波は、導波されない
電磁波が受けるよりも小さい単位距離当たりの大きさ損失で伝送媒体に沿って伝搬するこ
とができる。
【００１２】
　電気信号と異なり、導波される電磁波は、送信側デバイスと受信側デバイスとの間に別
個の電気帰還路を必要とせずに送信側デバイスから受信側デバイスに伝搬することができ
る。その結果、導波される電磁波は、送信側デバイスから受信側デバイスに、導電性部品
を有さない（例えば、誘電性ストリップを有する）伝送媒体に沿って、又は１個以下の導
体（例えば、１本の裸線又は絶縁電線）を有する伝送媒体を介して伝搬することができる
。伝送媒体が１つ又は複数の導電性部品を含み、伝送媒体に沿って伝搬する導波される電
磁波が、導波される電磁波の方向において１つ又は複数の導電性部品を流れる電流を生成
する場合でも、そのような導波される電磁波は、送信側デバイスと受信側デバイスとの間
での電気帰還路で逆電流が流れる必要なく、送信側デバイスから伝送媒体に沿って受信側
デバイスに伝搬することができる。
【００１３】
　非限定的な例示において、送信側デバイスと受信側デバイスとの間で導電媒体を経由し
て電気信号を送受信する電気システムを考える。そのようなシステムは、一般に、電気的
に別個の順路及び帰還路に依存する。例えば、絶縁体で隔てられた中心導体及び接地シー
ルドを有する同軸ケーブルを考える。通常、電気システムでは、送信側（又は受信側）デ
バイスの第１の端子は、中心導体に接続することができ、送信側（又は受信側）デバイス
の第２の端子は、接地シールドに接続することができる。送信側デバイスが第１の端子を
介して中心導体に電気信号を注入する場合、電気信号は中心導体に沿って伝搬し、中心導
体に順電流を生じさせ、接地シールドに帰還電流を生じさせる。同じ状況が２端子受信側
デバイスにも当てはまる。
【００１４】
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　これとは対照的に、電気帰還路なしで、導波される電磁波の送信及び受信に伝送媒体（
中でも特に同軸ケーブルを含む）の異なる実施形態を利用することができる、本開示にお
いて説明されるような導波通信システムを考える。１つの実施形態では、例えば、本開示
の導波通信システムは、同軸ケーブルの外面に沿って伝搬する導波される電磁波を誘導す
るように構成することができる。導波される電磁波は、接地シールドに順電流を生じさせ
るが、導波される電磁波は、導波される電磁波が同軸ケーブルの外面に沿って伝搬できる
ようにするために帰還電流を必要としない。同じことが、導波される電磁波を送受信する
ために導波通信システムにより使用される他の伝送媒体についても言える。例えば、裸線
又は絶縁電線の外面に導波通信システムにより誘導された導波される電磁波は、電気帰還
路なしで裸線又は絶縁電線に沿って伝搬することができる。
【００１５】
　したがって、送信側デバイスにより注入された電気信号の伝搬を可能にするために、別
個の導体で順電流及び逆電流を搬送する２つ以上の導体を必要とする電気システムは、伝
送媒体の界面に沿った導波される電磁波の伝搬を可能にするために電気帰還路が必要ない
、伝送媒体の界面上に導波される電磁波を誘導する導波システムと異なる。
【００１６】
　本開示に記載される導波される電磁波は、伝送媒体に結合されるか又は伝送媒体によっ
て導波されるために、また伝送媒体の外面上を又は外面に沿って微小な距離より長い距離
（ｎｏｎ－ｔｒｉｖｉａｌ　ｄｉｓｔａｎｃｅｓ）を伝搬するために、伝送媒体の主に又
は実質的に外側に存在する電磁場構造を有し得ることに更に留意されたい。他の実施形態
では、導波される電磁波は、伝送媒体に結合されるか又は伝送媒体によって導波されるた
めに、また伝送媒体内の微小な距離より長い距離を伝搬するために、伝送媒体の主に又は
実質的に内側に存在する電磁場構造を有することができる。他の実施形態では、導波され
る電磁波は、伝送媒体に結合されるか又は伝送媒体によって導波されるために、また伝送
媒体に沿って微小な距離より長い距離を伝搬するために、伝送媒体の部分的に内側且つ部
分的に外側に存在する電磁場構造を有することができる。一実施形態での所望の電場構造
は、所望の伝送距離、伝送媒体自体の特性、及び伝送媒体の外部の環境状況／特性（例え
ば、降雨、霧、大気条件等の存在）を含む多様な要因に基づいて様々であり得る。
【００１７】
　本開示に記載される導波システムは、光ファイバシステムとも異なることに更に留意さ
れたい。本開示の導波システムは、不透明材料（例えば、ポリエチレンで作られた誘電体
ケーブル）又は微小な距離より長い距離だけ伝送媒体の界面に沿って導波される電磁波の
伝搬を可能にする光波の伝送に他に抵抗を有する材料（例えば、裸の導線又は絶縁導線）
で構築された伝送媒体の界面において、導波される電磁波を誘導することができる。これ
とは対照的に、光ファイバシステムは、不透明であるか、又は他に光波の伝送に抵抗を有
する伝送媒体を用いて機能できない。
【００１８】
　本明細書において説明される種々の実施形態は、導波される電磁波をミリメートル波周
波数（例えば、３０ＧＨｚ～３００ＧＨｚ）で伝送媒体に送出し及び／又はそれから抽出
する「導波路結合デバイス」、「導波路結合器」、又はより簡単に「結合器」、「結合デ
バイス」、又は「送出器」と呼ぶことができる結合デバイスに関連し、ここで、ミリメー
トル波長は、電線の外周若しくは他の断面寸法等の結合デバイス及び／又は伝送媒体の１
つ又は複数の寸法と比較して小さいか、又は３００ＭＨｚ～３０ＧＨｚ等の低域マイクロ
波であり得る。伝送は、誘電材料のストリップ、アーク、又は他の長さ；ホーン、モノポ
ール、ロッド、スロット、又は他のアンテナ；アンテナのアレイ；磁気共鳴キャビティ、
又は他の共鳴結合器；コイル、ストリップライン、導波路又は他の結合デバイス等の結合
デバイスにより導波される波として伝搬するように生成することができる。動作において
、結合デバイスは、電磁波を送信機又は伝送媒体から受信する。電磁波の電磁場構造は、
結合デバイスの内部、結合デバイスの外部、又はそれらの何らかの組み合わせで存在する
ことができる。結合デバイスが伝送媒体に近い場合、電磁波の少なくとも一部分は、伝送
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媒体に結合され、導波される電磁波として引き続き伝搬する。往復では、結合デバイスは
、伝送媒体から導波を抽出し、これらの電磁波を受信機に転送することができる。
【００１９】
　例示的な実施形態によれば、表面波は、電線の外部若しくは外側の表面又は異なる特性
（例えば、誘電率）を有する別のタイプの媒体に隣接又は露出した電線の別の表面等の伝
送媒体の表面により導波されるタイプの導波である。実際に、例示的な実施形態では、表
面波を導波する電線の表面は、２つの異なるタイプの媒体間の遷移面を表すことができる
。例えば、裸線又は非絶縁電線の場合、電線の表面は、空気又は自由空間に露出した裸線
又は非絶縁電線の外側又は外部導体表面であり得る。別の例として、絶縁電線の場合、電
線の表面は、絶縁体、空気、及び／又は導体の特性（例えば、誘電率）の相対的な違いに
応じて、更に導波の１つ又は複数の周波数及び伝搬モードに応じて、電線の絶縁体部分と
接触する電線の導電部分であり得るか、又は他に空気若しくは自由空間に露出した電線の
絶縁体表面であり得るか、又は他に電線の絶縁体表面と電線の絶縁体部分に接触する電線
の導電部分との間の任意の材料領域であり得る。
【００２０】
　例示的な実施形態によれば、導波と併せて使用される電線又は他の伝送媒体の「周囲」
という用語は、円形又は略円形の場分布、対称的な電磁場分布（例えば、電場、磁場、電
磁場等）、又は電線若しくは他の伝送媒体の少なくとも部分的に周りの他の基本モードパ
ターンを有する導波等の基本的な導波伝搬モードを含むことができる。加えて、導波は、
電線又は他の伝送媒体の「周囲」を伝搬する場合、基本波動伝搬モード（例えば、ゼロ次
モード）のみならず、加えて又は代わりに、高次導波モード（例えば、一次モード、二次
モード等）、非対称モード、及び／又は電線又は伝送媒体の周りに非円形場分布を有する
他の導波（表面波）等の非基本波動伝搬モードを含む導波伝搬モードに従ってそうするこ
とができる。本明細書において用いられるとき、「導波モード」という用語は、伝送媒体
、結合デバイス、又は導波通信システムの他のシステムコンポーネントの導波伝搬モード
を指す。
【００２１】
　例えば、そのような非円形場分布は、相対的に高い場強度によって特徴付けられる１つ
又は複数の方位ローブ、及び／又は相対的に低い場強度、零場強度又は実質的な零場強度
によって特徴付けられる１つ又は複数のヌル又はヌル領域を伴う片側又は多方向であり得
る。更に、場分布は、例示的な実施形態に従って、電線の周囲の方位（ａｚｉｍｕｔｈａ
ｌ　ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ）の１つ又は複数の領域が方位の１つ又は複数の他の領域よ
り高い電場強度又は磁場強度（又はその組み合わせ）を有するように、他に電線周囲の長
手方向の方位の関数として変化することができる。高次モード又は非対称モードの導波の
相対的向き又は相対的位置は、導波が電線に沿って進行するにつれて変化する可能性があ
ることは理解されよう。
【００２２】
　本明細書において用いられるとき、「ミリメートル波」という用語は、３０ＧＨｚ～３
００ＧＨｚの「ミリメートル波周波数帯」内にある電磁波／信号を指すことができる。「
マイクロ波」という用語は、３００ＭＨｚ～３００ＧＨｚの「マイクロ波周波数帯」内に
ある電磁波／信号を指すことができる。「無線周波数」又は「ＲＦ」という用語は、１０
ｋＨｚ～１ＴＨｚの「無線周波数帯域」内にある電磁波／信号を指すことができる。本開
示において記載されるワイヤレス信号、電気信号、及び導波される電磁波は、例えば、ミ
リメートル波及び／又はマイクロ波周波数帯域内、その上、又はその下の周波数等の任意
の所望の周波数範囲で動作するように構成し得ることが理解される。特に、結合デバイス
又は伝送媒体が導電要素を含む場合、結合デバイスにより運ばれ、及び／又は伝送媒体に
沿って伝搬する導波される電磁波の周波数は、導電要素内の電子の平均衝突頻度未満であ
り得る。更に、結合デバイスにより運ばれ、及び／又は伝送媒体に沿って伝搬する導波さ
れる電磁波の周波数は、非光学周波数、例えば、１ＴＨｚから始まる光学周波数範囲未満
の無線周波数であり得る。
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【００２３】
　本明細書において使用されるとき、「アンテナ」という用語は、ワイヤレス信号を送信
／放射又は受信する送信又は受信システムの一部であるデバイスを指すことができる。
【００２４】
　１つ又は複数の実施形態によれば、結合デバイスは、送信デバイスから、データを搬送
する無線周波数信号を受信する受信部を含む。磁気カプラは、伝送媒体の外面に結合され
る導波される電磁波として無線周波数信号を伝送媒体に磁気的に結合する。キャップは、
伝送媒体を磁気カプラに隣接して固定する誘電部を含み、及び反射板は、磁気カプラから
の電磁放射を低減する。
【００２５】
　１つ又は複数の実施形態によれば、結合デバイスは、データを搬送する無線周波数信号
を受信する受信部を含む。キャビティ共振器は、ワイヤによって結合される導波される電
磁波として無線周波数信号をワイヤに磁気的に結合する。キャップは、ワイヤをキャビテ
ィ共振器に隣接して固定する誘電部及びキャビティ共振器からの電磁放射を低減する反射
板を含む。
【００２６】
　１つ又は複数の実施形態によれば、方法は、受信部を介して信号を受信することと、伝
送媒体の外面によって結合される導波される電磁波として、キャビティ共振器を介して信
号を伝送媒体上に送出することとを含み、誘電部は、ワイヤをキャビティ共振器に隣接し
て固定し、及び反射板は、キャビティ共振器からの電磁放射を低減する。
【００２７】
　ここで、図１を参照すると、導波通信システムの一例の非限定的な実施形態を示すブロ
ック図１００を示す。動作において、送信デバイス１０１は、データを含む１つ又は複数
の通信信号１１０を通信ネットワーク又は他の通信デバイスから受信し、導波１２０を生
成して、伝送媒体１２５を介してデータを送信デバイス１０２に伝達する。送信デバイス
１０２は、導波１２０を受信し、通信ネットワーク又は他の通信デバイスに送信する、デ
ータを含む通信信号１１２に変換する。位相変調、周波数変調、直交振幅変調、振幅変調
、直交周波数分割多重等のマルチキャリア変調等の変調技法により、周波数分割多重、時
分割多重、符号分割多重、異なる波動伝搬モードによる多重化等の複数のアクセス技法に
より、並びに他の変調及びアクセス方法により導波１２０を変調してデータを搬送するこ
とができる。
【００２８】
　１つ又は複数の通信ネットワークは、モバイルデータネットワーク、セルラー音声デー
タネットワーク、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（例えば、ＷｉＦｉ又は８０２
．ｘｘネットワーク）、衛星通信ネットワーク、パーソナルエリアネットワーク、又は他
のワイヤレスネットワーク等のワイヤレス通信ネットワークを含むことができる。１つ又
は複数の通信ネットワークは、電話回線網、イーサネット（登録商標）ネットワーク、ロ
ーカルエリアネットワーク、インターネット等の広域ネットワーク、ブロードバンドアク
セスネットワーク、ケーブルネットワーク、光ファイバネットワーク、又は他の有線ネッ
トワーク等の有線通信ネットワークを含むこともできる。通信デバイスは、ネットワーク
エッジデバイス、ブリッジデバイス又はホームゲートウェイ、セットトップボックス、ブ
ロードバンドモデム、電話アダプタ、アクセスポイント、基地局、又は他の固定通信デバ
イス、車載ゲートウェイ又はオートモバイルコンピューター、ラップトップコンピュータ
ー、タブレット、スマートフォン、携帯電話、又は他の通信デバイス等のモバイル通信デ
バイスを含むことができる。
【００２９】
　例示的な実施形態では、導波通信システム１００は双方向様式で動作することができ、
双方向様式では、送信デバイス１０２は、通信ネットワーク又はデバイスから、他のデー
タを含む１つ又は複数の通信信号１１２を受信し、導波１２２を生成し、伝送媒体１２５
を介して上記の他のデータを送信デバイス１０１に搬送する。この動作モードでは、送信
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デバイス１０１は、導波１２２を受信し、通信ネットワーク又はデバイスに送信する、上
記の他のデータを含む通信信号１１０に変換する。位相変調、周波数変調、直交振幅変調
、振幅変調、直交周波数分割多重等のマルチキャリア変調等の変調技法により、周波数分
割多重、時分割多重、符号分割多重、異なる波動伝搬モードによる多重化等の複数のアク
セス技法により、並びに他の変調及びアクセス方法により導波１２２を変調してデータを
搬送することができる。
【００３０】
　伝送媒体１２５は、絶縁体又は他の誘電性カバー、被膜、又は他の誘電材料等の誘電材
料で囲まれた少なくとも１つの内部を有するケーブルを含むことができ、誘電材料は、外
面及び対応する周縁を有する。例示的な実施形態において、伝送媒体１２５は、単層伝送
線路として動作して、電磁波の伝送を導波する。伝送媒体１２５は、単線伝送システムと
して実施される場合、電線を含むことができる。電線は絶縁されてもよく又は絶縁されな
くてもよく、単線であってもよく又は撚り線（例えば、編組）であってもよい。他の実施
形態において、伝送媒体１２５は、電線束、ケーブル、ロッド、レール、パイプを含む他
の形状又は構成の導体を含むことができる。加えて、伝送媒体１２５は、誘電体パイプ、
ロッド、レール又は他の誘電体部材等の非導体、導体と誘電体材料との組み合わせ、誘電
材料なしの導体、又は他の導波伝送媒体を含むことができる。伝送媒体１２５は、他の点
において、上述した任意の伝送媒体を含み得ることに留意されたい。
【００３１】
　更に、上述したように、導波１２０及び１２２は、自由空間／空気を介する無線伝送又
は電気回路を介した電線の導体を通る電力又は信号の従来の伝搬と対比され得る。導波１
２０及び１２２の伝搬に加えて、伝送媒体１２５は、任意選択的に、１つ又は複数の電気
回路の一部として、従来の様式で電力又は他の通信信号を伝搬する１つ又は複数の電線を
含むことができる。
【００３２】
　ここで、図２を参照すると、送信デバイスの一例の非限定的な実施形態を示すブロック
図２００が示されている。送信デバイス１０１又は１０２は、通信インターフェース（Ｉ
／Ｆ）２０５、送受信機２１０、及び結合器２２０を含む。
【００３３】
　動作の一例において、通信インターフェース２０５は、データを含む通信信号１１０又
は１１２を受信する。種々の実施形態において、通信インターフェース２０５は、ＬＴＥ
又は他のセルラー音声データプロトコル、ＷｉＦｉ又は８０２．１１プロトコル、ＷＩＭ
ＡＸプロトコル、超広帯域プロトコル、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈプロトコル、Ｚｉｇｂｅｅプ
ロトコル、直接放送衛星（ＤＢＳ）若しくは他の衛星通信プロトコル、又は他のワイヤレ
スプロトコル等のワイヤレス標準プロトコルに従ってワイヤレス通信信号を受信するワイ
ヤレスインターフェースを含むことができる。加えて又は代わりに、通信インターフェー
ス２０５は、イーサネットプロトコル、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）プロトコル
、ケーブルによるデータサービスインターフェース標準（ＤＯＣＳＩＳ）プロトコル、デ
ジタル加入者線（ＤＳＬ）プロトコル、ファイヤワイヤ（ＩＥＥＥ１３９４）プロトコル
、又は他の有線プロトコルに従って動作する有線インターフェースを含む。標準規格に基
づくプロトコルに加えて、通信インターフェース２０５は、他の有線プロトコル又は無線
プロトコルと共に動作することができる。更に、通信インターフェース２０５は、任意選
択的に、ＭＡＣプロトコル、トランスポートプロトコル、アプリケーションプロトコル等
を含む複数のプロトコルレイヤを含むプロトコルスタックと共に動作することができる。
【００３４】
　動作の一例において、送受信機２１０は、データを搬送する通信信号１１０又は１１２
に基づいて電磁波を生成する。電磁波は、少なくとも１つの搬送波周波数と、少なくとも
１つの対応する波長とを有する。搬送波周波数は、６０ＧＨｚ若しくは３０ＧＨｚ～４０
ＧＨｚの範囲内の搬送波周波数等の３０ＧＨｚ～３００ＧＨｚのミリメートル波周波数帯
域内又は２６ＧＨｚ～３０ＧＨｚ、１１ＧＨｚ、６ＧＨｚ、若しくは３ＧＨｚ等のマイク
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ロ波周波数範囲内の３００ＭＨｚ～３０ＧＨｚという低周波数帯域に存在することができ
るが、他の実施形態において、他の搬送波周波数が可能であることが理解されよう。一動
作モードにおいて、送受信機２１０は、伝送媒体１２５により導波又は結合される導波さ
れる電磁波としてマイクロ波帯域又はミリメートル波帯域内の電磁信号を伝送するために
、１つ又は複数の通信信号１１０又は１１２を単にアップコンバートする。別の動作モー
ドにおいて、通信インターフェース２０５は、通信信号１１０又は１１２をベースバンド
信号若しくはベースバンド付近の信号に変換するか、又は通信信号１１０若しくは１１２
からデータを抽出し、送受信機２１０は、送信するためにデータ、ベースバンド信号若し
くはベースバンド付近の信号を高周波数搬送波に変調する。送受信機２１０が通信信号１
１０又は１１２を介して受信したデータを変調して、異なるプロトコルのペイロードへの
カプセル化により又は単純な周波数偏移により、通信信号１１０又は１１２の１つ又は複
数のデータ通信プロトコルを保存し得ることを理解されたい。代替では、送受信機２１０
は、通信信号１１０又は１１２の１つ又は複数のデータ通信プロトコルと異なるプロトコ
ルに、通信信号１１０又は１１２を介して受信したデータを他に変換することができる。
【００３５】
　動作の一例において、結合器２２０は、１つ又は複数の通信信号１１０又は１１２を搬
送する導波される電磁波として電磁波を伝送媒体１２５に結合する。先の説明は、送信機
としての送受信機２１０の動作に焦点を合わせたが、送受信機２１０は、他のデータを単
線伝送媒体から結合器２２０を介して搬送する電磁波を受信し、上記他のデータを含む通
信インターフェース２０５を介して通信信号１１０又は１１２を生成するように動作する
こともできる。追加の導波される電磁波が、伝送媒体１２５に沿っても伝搬する他のデー
タを搬送する実施形態を考える。結合器２２０は、受信のためにこの追加の電磁波も伝送
媒体１２５から送受信機２１０に結合することができる。
【００３６】
　送信デバイス１０１又は１０２は、任意選択的なトレーニングコントローラ２３０を含
む。例示的な実施形態において、トレーニングコントローラ２３０は、スタンドアロンプ
ロセッサ又は送信デバイス１０１若しくは１０２の１つ又は複数の他のコンポーネントと
共有されるプロセッサにより実施される。トレーニングコントローラ２３０は、導波され
る電磁波を受信するように結合される少なくとも１つのリモート送信デバイスから送受信
機２１０により受信されるフィードバックデータに基づいて、導波される電磁波の搬送波
周波数、変調方式、及び／又は導波モードを選択する。
【００３７】
　例示的な実施形態において、リモート送信デバイス１０１又は１０２により送信された
導波される電磁波は、伝送媒体１２５に沿っても伝搬するデータを搬送する。リモート送
信デバイス１０１又は１０２からのデータは、フィードバックデータを含むように生成す
ることができる。動作において、結合器２２０は、伝送媒体１２５からの導波される電磁
波も結合し、送受信機は、電磁波を受信し、電磁波を処理してフィードバックデータを抽
出する。
【００３８】
　例示的な実施形態において、トレーニングコントローラ２３０は、フィードバックデー
タに基づいて動作して、複数の周波数候補、変調方式候補、及び／又は送信モード候補を
評価し、スループット、信号強度等の性能を強化し、伝搬損失を低減等するように搬送波
周波数、変調方式、及び／又は送信モードを選択する。
【００３９】
　以下の例を考える。送信デバイス１０１が、パイロット波又は他のテスト信号等のテス
ト信号として複数の導波を、伝送媒体１２５に結合されたリモート送信デバイス１０２に
向けられた対応する複数の周波数候補及び／又はモード候補で送信することにより、トレ
ーニングコントローラ２３０の制御下で動作を開始する。加えて又は代わりに、導波はテ
ストデータを含むことができる。テストデータは、信号の特定の周波数候補及び／又は導
波モード候補を示し得る。一実施形態において、リモート送信デバイス１０２におけるト
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レーニングコントローラ２３０は、適宜受信した任意の導波からテスト信号及び／又はテ
ストデータを受信し、最良の周波数候補及び／又は導波モード候補、１組の許容可能な周
波数候補及び／又は導波モード候補、又は周波数候補及び／又は導波モード候補のランク
付き順序を決定する。周波数候補又は／及び導波モード候補のこの選択は、受信信号強度
、ビットエラーレート、パケットエラーレート、信号対雑音比、伝搬損失等の１つ又は複
数の最適化基準に基づいてトレーニングコントローラ２３０により生成される。トレーニ
ングコントローラ２３０は、選択された周波数候補又は／及び導波モード候補を示すフィ
ードバックデータを生成し、送信デバイス１０１に送信するために、フィードバックデー
タを送受信機２１０に送信する。次に、送信デバイス１０１及び１０２は、選択された周
波数候補又は／及び導波モードに基づいて互いにデータを通信することができる。
【００４０】
　他の実施形態において、テスト信号及び／又はテストデータを含む導波される電磁波は
、これらの波を開始した送信デバイス１０１のトレーニングコントローラ２３０による受
信及び分析のために、リモート送信デバイス１０２により送信デバイス１０１に反射、中
継、又は他にループバックされる。例えば、送信デバイス１０１は、信号をリモート送信
デバイス１０２に送信して、テストモードを開始することができ、テストモードでは、物
理的な反射器は線上で切り替えされ、終端インピーダンスは、反射を生じさせるように変
更され、ループバックモードがオンに切り替えられて電磁波をソース送信デバイス１０２
に再び結合し、及び／又はリピーターモードがイネーブルされて電磁波を増幅し、ソース
送信デバイス１０２に再送信する。ソース送信デバイス１０２におけるトレーニングコン
トローラ２３０は、適宜受信した任意の導波からテスト信号及び／又はテストデータを受
信し、選択された周波数候補及び／又は導波モード候補を決定する。
【００４１】
　上記手順は、スタートアップ又は初期化動作モードで説明されたが、各送信デバイス１
０１又は１０２は、同様にテスト信号を送信し得、通常の送信等の非テストを介して周波
数候補若しくは導波モード候補を評価し得、又は他の時間で若しくは連続して周波数候補
若しくは導波モード候補を他に評価し得る。例示的な実施形態において、送信デバイス１
０１及び１０２間の通信プロトコルは、完全なテスト又は周波数候補及び導波モード候補
のサブセットのより制限されたテストがテストされ評価される要求時又は定期的テストモ
ードを含むことができる。他の動作モードにおいて、外乱、天候状況等に起因した性能の
低下により、そのようなテストモードへのリエントリをトリガーすることができる。例示
的な実施形態において、送受信機２１０の受信機帯域幅は、全ての周波数候補を受信する
のに十分に広いか若しくは掃引され、又はトレーニングコントローラ２３０により、送受
信機２１０の受信機帯域幅が全ての周波数候補を受信するのに十分に広いか若しくは掃引
されるトレーニングモードに選択的に調整することができる。
【００４２】
　ここで、図３を参照すると、電磁場分布の一例の非限定的な実施形態を示すグラフィッ
ク図３００が示されている。この実施形態において、空中にある伝送媒体１２５は、断面
で示されるように、内部導体３０１と、誘電材料の絶縁外被３０２とを含む。図３００は
、非対称及び非基本導波モードを有する導波の伝搬により生成される異なる電磁場強度を
表す異なるグレースケールを含む。
【００４３】
　特に、電磁場分布は、絶縁伝送媒体に沿った導波される電磁波の伝搬を強化し、エンド
ツーエンド伝送損失を低減するモーダル「スイートスポット」に対応する。この特定のモ
ードにおいて、電磁波は、伝送媒体１２５により導波されて、伝送媒体の外面　－　この
場合、絶縁外被３０２の外面　－　に沿って伝搬する。電磁波は、部分的に絶縁体内に埋
め込まれ、部分的に絶縁体の外面上で放射される。このようにして、電磁波は絶縁体に「
軽く」結合されて、低伝搬損失での長距離の電磁波伝搬を可能にする。
【００４４】
　示されるように、導波は主に又は実質的に、電磁波を導波するように機能する伝送媒体
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１２５の外部にある場構造を有する。導体３０１の内部にある領域は、場を有さないか、
有したとしてもごくわずかである。同様に、絶縁外被３０２内部の領域も低い場強度を有
する。電磁場強度の大半は、絶縁外被３０２の外面におけるローブ３０４及びその近傍に
分布する。非対称導波モードの存在は、絶縁外被３０２の外面の上部及び下部（図の向き
での）における高電磁場強度により示される　－絶縁外被３０２の他の側での非常に小さ
い場強度とは対照的である。
【００４５】
　示される例は、直径１．１ｃｍ及び誘電絶縁厚０．３６ｃｍを有する電線により導波さ
れる３８ＧＨｚ電磁波に対応する。電磁波は伝送媒体１２５により導波され、場強度の大
半は、外面の限られた距離内の絶縁外被３０２の外部にある空気中に集中するため、導波
は、非常に低い損失で伝送媒体１２５を長手方向下に伝搬することができる。示される例
において、この「限られた距離」は、伝送媒体１２５の最大断面寸法の半分未満の外面か
らの距離に対応する。この場合、電線の最大断面寸法は、全体直径１．８２ｃｍに対応す
るが、この値は、伝送媒体１２５のサイズ及び形状に伴って変わることができる。例えば
、伝送媒体１２５が、高さ０．３ｃｍ及び幅０．４ｃｍを有する矩形形状のものである場
合、最大断面寸法は対角線の０．５ｃｍであり、対応する制限される距離は０．２５ｃｍ
である。場強度の大半を含むエリアの寸法も周波数に伴って変わり、一般に搬送波周波数
の低減に伴って増大する。
【００４６】
　結合器及び伝送媒体等の導波通信システムのコンポーネントが、各導波モードでそれ自
体の遮断周波数を有し得ることにも留意されたい。遮断周波数は、一般に、特定の導波モ
ードがその特定のコンポーネントによりサポートされるように設計される最低周波数を示
す。例示的な実施形態において、示される特定の非対称伝搬モードは、この特定の非対称
モードの低遮断周波数Ｆｃの限られた範囲（Ｆｃ～２Ｆｃ等）内にある周波数を有する電
磁波により、伝送媒体１２５上に誘導される。低遮断周波数Ｆｃは、伝送媒体１２５の特
性に固有である。絶縁外被３０２で囲まれた内部導体３０１を含む示される実施形態の場
合、この遮断周波数は、絶縁外被３０２の寸法及び特性並びに潜在的に内部導体３０１の
寸法及び特性に基づいて変わることができ、所望のモードパターンを有するように実験的
に決定することができる。しかし、中空誘電体又は内部導体なしの絶縁体でも同様の効果
を見出し得ることに留意されたい。この場合、遮断周波数は、中空誘電体又は絶縁体の寸
法及び特性に基づいて変わることができる。
【００４７】
　低遮断周波数よりも低い周波数では、非対称モードを伝送媒体１２５に誘導することは
困難であり、全ての伝搬に失敗し、微小な距離のみ伝搬する。周波数が遮断周波数の前後
の限られた周波数範囲を超えて増大するにつれて、非対称モードは絶縁外被３０２のます
ます内側に向かってシフトする。遮断周波数よりもはるかに高い周波数では、場強度はも
はや絶縁外被の外部に集中せず、主に絶縁外被３０２の内部に集中する。伝送媒体１２５
は電磁波に強力な導波を提供し、伝搬は依然として可能であるが、絶縁外被３０２内の伝
搬に起因する損失の増大によって範囲はより制限される　－　周囲空気とは対照的である
。
【００４８】
　ここで、図４を参照すると、電磁場分布の一例の非限定的な実施形態を示すグラフィッ
ク図４００が示されている。特に、図３と同様の断面図４００は、同様の要素を指すのに
使用される共通の参照符号を用いて示されている。示される例は、直径１．１ｃｍ及び誘
電絶縁厚０．３６ｃｍを有する電線により導波される６０ＧＨｚ波に対応する。導波の周
波数は、この特定の非対称モードの遮断周波数の限られた範囲を超えるため、場強度の多
くは絶縁外被３０２の内側にシフトしている。特に、場強度は主に絶縁外被３０２の内部
に集中する。伝送媒体１２５は強力な導波を電磁波に提供し、伝搬は依然として可能であ
るが、絶縁外被３０２内の伝搬に起因した損失の増大により、図３の実施形態と比較した
場合、範囲はより制限される。
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【００４９】
　ここで、図５Ａを参照すると、周波数応答の一例の非限定的な実施形態を示すグラフィ
ック図が示されている。特に、図５００は、２００ｃｍ絶縁媒体電圧電線の３点における
電磁場分布５１０、５２０、及び５３０が重ねられた、周波数の関数としてのエンドツー
エンド損失（ｄＢ単位）のグラフを提示する。絶縁体と周囲空気との境界は、各電磁場分
布において参照符号５２５で表されている。
【００５０】
　図３に関連して考察したように、示される伝搬の所望の非対称モードの一例は、この特
定の非対称モードでの伝送媒体の低遮断周波数Ｆｃの限られた範囲（Ｆｃ～２Ｆｃ等）内
にある周波数を有する電磁波により、伝送媒体１２５に誘導される。特に、６ＧＨｚにお
ける電磁場分布５２０は、絶縁された伝送媒体に沿った電磁波伝搬を強化し、エンドツー
エンド伝送損失を低減するこのモーダル「スイートスポット」内にある。この特定のモー
ドにおいて、導波は、部分的に絶縁体内に埋め込まれ、部分的に絶縁体の外面上で放射さ
れる。このようにして、電磁波は絶縁体に「軽く」結合されて、低伝搬損失での長距離の
導波される電磁波伝搬を可能にする。
【００５１】
　３ＧＨｚにおける電磁場分布５１０により表される低周波数において、非対称モードは
より強く放射し、高い伝搬損失をもたらす。９ＧＨｚにおける電磁場分布５３０により表
される高周波数において、非対称モードは絶縁外被のますます内側にシフトし、多すぎる
吸収を提供し、ここでも高い伝搬損失をもたらす。
【００５２】
　ここで、図５Ｂを参照すると、種々の動作周波数における導波される電磁波の場を示す
、絶縁電線等の伝送媒体１２５の長手方向断面の一例の非限定的な実施形態を示すグラフ
ィック図５５０が示されている。図５５６に示されるように、導波される電磁波が概ねモ
ーダル「スイートスポット」に対応する遮断周波数（ｆｃ）にある場合、導波される電磁
波は絶縁電線と緩く結合し、それにより、吸収は低減し、導波される電磁波の場は、環境
（例えば、空気）中に放射される量を低減するのに十分に結合される。導波される電磁波
の場の吸収及び放射は低いため、その結果として伝搬損失は低く、導波される電磁波のよ
り長距離にわたる伝搬を可能にする。
【００５３】
　図５５４に示されるように、導波電磁波の動作周波数が遮断周波数（ｆｃ）の約２倍を
超えて　－　又は述べたように「スイートスポット」の範囲を超えて　－　増大する場合
、伝搬損失は増大する。電磁波の場強度のより多くが絶縁層内部で生じ、伝搬損失を増大
させる。遮断周波数（ｆｃ）よりもはるかに高い周波数において、導波される電磁波は、
図５５２に示されるように、導波される電磁波により発せられる場が電線の絶縁層に集中
することの結果として、絶縁電線に強く結合する。これは、導波される電磁波の絶縁層に
よる吸収に起因して、伝搬損失を更に上昇させる。同様に、図５５８に示されるように、
導波される電磁波の動作周波数が遮断周波数（ｆｃ）よりもかなり低い場合も伝搬損失は
増大する。遮断周波数（ｆｃ）よりもはるかに低い周波数において、導波される電磁波は
絶縁電線に弱く（又は公称的に）結合し、それにより、環境（例えば、空気）中に放射す
る傾向を有し、これは、導波される電磁波の放射に起因して伝搬損失を増大させる。
【００５４】
　ここで、図６を参照すると、電磁場分布の一例の非限定的な実施形態を示すグラフィッ
ク図６００が示されている。この実施形態において、伝送媒体６０２は、断面で示される
ように裸線である。図３００は、単一の搬送波周波数において対称及び基本導波モードを
有する導波の伝搬により生じる異なる電磁場強度を表す異なるグレースケールを含む。
【００５５】
　この特定のモードにおいて、電磁波は、伝送媒体６０２により導波されて、伝送媒体の
外面　－　この場合、裸線の外面　－　に沿って伝搬する。電磁波は電線に「軽く」結合
して、低伝搬損失で長距離にわたる電磁波伝搬を可能にする。示されるように、導波は、
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電磁波を導波するように機能する伝送媒体６０２の実質的に外部にある場構造を有する。
導体６０２の内部にある領域は、場を有さないか、有したとしてもごくわずかである。
【００５６】
　ここで、図７を参照すると、アーク結合器の一例の非限定的な実施形態を示すブロック
図７００が示されている。特に、結合デバイスは、図１に関連して提示した送信デバイス
１０１又は１０２等の送信デバイスで使用されるために提示される。結合デバイスは、送
信機回路７１２及び終端又はダンパー７１４に結合されるアーク結合器７０４を含む。ア
ーク結合器７０４は、誘電材料、他の低損失絶縁体（例えば、テフロン（登録商標）、ポ
リエチレン等）、導電（例えば、金属、非金属等）材料、又は上記材料の任意の組み合わ
せで作ることができる。示されるように、アーク結合器７０４は、導波路として動作し、
アーク結合器７０４の導波路表面の周囲を導波として伝搬する波７０６を有する。示され
る実施形態において、アーク結合器７０４の少なくとも一部は、電線７０２又は他の伝送
媒体（伝送媒体１２５等）の近くに配置されて、電線上に導波７０８を送出するために、
本明細書に説明されるようにアーク結合器７０４と電線７０２又は他の伝送媒体との間の
結合を促進することができる。アーク結合器７０４は、湾曲したアーク結合器７０４の一
部分が電線７０２に対して接線方向、且つ平行又は略平行であるように配置することがで
きる。電線に平行するアーク結合器７０４の部分は、曲線の頂点又は曲線の接線が電線７
０２に平行する任意の点であり得る。アーク結合器７０４がこのように位置決め又は配置
される場合、アーク結合器７０４に沿って進行する波７０６は、少なくとも部分的に電線
７０２に結合し、導波７０８として電線７０２の電線表面の周り又は周囲を電線７０２に
沿って長手方向に伝搬する。導波７０８は、電線７０２又は他の伝送媒体により導波され
るか、又は結合する表面波又は他の電磁波として特徴付けることができる。
【００５７】
　電線７０２に結合しない波７０６の部分は、波７１０としてアーク結合器７０４に沿っ
て伝搬する。波７０６の電線７０２への所望のレベルの結合又は非結合を達成するために
、電線７０２に関連して多様な位置にアーク結合器７０４を構成し配置し得ることが理解
されよう。例えば、平行又は略平行であるアーク結合器７０４の曲率及び／又は長さ及び
その電線７０２への分離距離（一実施形態において、ゼロ分離距離を含むことができる）
は、例示的な実施形態から逸脱せずに変わることができる。同様に、電線７０２に関連す
るアーク結合器７０４の配置は、電線７０２及びアーク結合器７０４のそれぞれの固有の
特徴（例えば、厚さ、組成、電磁特性等）並びに波７０６及び７０８の特徴（例えば、周
波数、エネルギーレベル等）の考慮に基づいて変えることができる。
【００５８】
　導波７０８は、電線７０２が湾曲及び屈曲する場合でも電線７０２に平行又は略平行な
ままである。電線７０２の湾曲は伝送損失を増大させることがあり、これは、電線の直径
、周波数、及び材料にも依存する。アーク結合器７０４の寸法が効率的な送電に向けて選
択される場合、波７０６の電力の大半は電線７０２に移り、波７１０に残る電力はごくわ
ずかである。電線７０２に平行又は略平行する経路に沿って進行する間、導波７０８の性
質は、依然として、基本伝送モードあり又はなしで、非基本又は非対称であるモードを有
することを含めてマルチモーダル（本明細書において考察される）であり得ることが理解
されよう。一実施形態において、非基本又は非対称モードを利用して、伝送損失を最小化
し、及び／又は伝搬距離の増大を得ることができる。
【００５９】
　平行という用語は、一般に、現実のシステムでは厳密には達成可能でないことが多い幾
何学的構成であることに留意されたい。したがって、本開示において利用される平行とい
う用語は、本開示において開示される実施形態の説明に用いられるとき、厳密な構成では
なく近似を表す。一実施形態において、略平行は、全ての寸法において真の平行の３０度
以内である近似を含むことができる。
【００６０】
　一実施形態において、波７０６は、１つ又は複数の波動伝搬モードを示し得る。アーク
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結合器モードは、結合器７０４の形状及び／又は設計に依存し得る。１つ又は複数のアー
ク結合器モードの波７０６は、電線７０２に沿って伝搬する１つ又は複数の波動伝搬モー
ドの導波７０８を生成し、影響し、又は影響を及ぼすことができる。しかし、導波７０６
に存在する導波モードが導波７０８の導波モードと同じであるか又は異なり得ることに特
に留意されたい。このようにして、１つ又は複数の導波モードの導波７０６は、導波７０
８に移らない可能性もあり、更なる１つ又は複数の導波モードの導波７０８は、導波７０
６に存在していなかった可能性もある。特定の導波モードでのアーク結合器７０４の遮断
周波数が電線７０２の遮断周波数又はそれと同じモードの他の伝送媒体の遮断周波数と異
なり得ることにも留意されたい。例えば、電線７０２又は他の伝送媒体は、特定の導波モ
ードの遮断周波数のわずかに上で動作することができるが、アーク結合器７０４は、低損
失のために、それと同じモードの遮断周波数のかなり上で動作することができ、例えばよ
り大きい結合及び送電を誘導するために、それと同じモードの遮断周波数のわずかに下で
動作することができ、又はそのモードのアーク結合器の遮断周波数に関連して何らかの他
の点で動作することができる。
【００６１】
　一実施形態において、電線７０２上の波動伝搬モードは、アーク結合器モードと同様で
あり得、その理由は、波７０６及び７０８が両方ともアーク結合器７０４及び電線７０２
のそれぞれの外部の周囲を伝搬するためである。幾つかの実施形態において、波７０６は
電線７０２に結合する際、アーク結合器７０４と電線７０２との間の結合に起因して、モ
ードは形態を変えることができ、又は新しいモードを作成若しくは生成することができる
。例えば、アーク結合器７０４及び電線７０２のサイズ、材料、及び／又はインピーダン
スの違いにより、アーク結合器モードに存在しない追加のモードを作成し、及び／又はア
ーク結合器モードの幾つかを抑制することができる。波動伝搬モードは、小さい電場及び
／又は磁場のみが伝搬方向において延在し、導波が電線に沿って伝搬する間、電場及び磁
場が径方向外側に延在する基本横電磁モード（疑似ＴＥＭ００）を含むことができる。こ
の導波モードは、電磁場のうちの少数がアーク結合器７０４又は電線７０２内に存在する
ドーナツ形であり得る。
【００６２】
　波７０６及び７０８は、場が径方向外側に延在する基本ＴＥＭモードを含むと共に、他
の非基本（例えば、非対称、高次等）モードも含むことができる。特定の波動伝搬モード
を上述したが、利用される周波数、アーク結合器７０４の設計、電線７０２の寸法及び組
成及びその表面特性、存在する場合にはその絶縁体、周囲環境の電磁特性等に基づいて、
横断電気（ＴＥ）及び横断磁気（ＴＭ）モード等の他の波動伝搬モードも同様に可能であ
る。周波数、電線７０２の電気的特性及び物理的特性、並びに生成される特定の波動伝搬
モードに応じて、導波７０８が、酸化非絶縁電線、非酸化非絶縁電線、絶縁電線の導電表
面に沿って及び／又は絶縁電線の絶縁表面に沿って進行し得ることに留意されたい。
【００６３】
　一実施形態において、アーク結合器７０４の直径は電線７０２の直径よりも小さい。用
いられるミリメートル帯域波長では、アーク結合器７０４は、波７０６を構成する単一の
導波路モードをサポートする。この単一の導波路モードは、導波７０８として電線７０２
に結合するときに変わることができる。アーク結合器７０４がより大きい場合、２つ以上
の導波路モードをサポートすることができるが、これらの追加の導波路モードは、効率的
に電線７０２に結合しない可能性があり、その結果、結合損失が高くなり得る。しかし、
幾つかの代替の実施形態において、例えば、より高い結合損失が望ましい場合又は結合損
失を他に低減する他の技法（例えば、先細りを用いたインピーダンス整合等）と併せて使
用される場合、アーク結合器７０４の直径は、電線７０２の直径以上であり得る。
【００６４】
　一実施形態において、波７０６及び７０８の波長は、アーク結合器７０４及び電線７０
２の外周と同等又はより小さいサイズである。一例において、電線７０２が直径０．５ｃ
ｍ及び対応する外周約１．５ｃｍである場合、送信の波長は約１．５ｃｍ以下であり、７
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０ＧＨｚ以上の周波数に対応する。別の実施形態において、送信及び搬送波信号の適する
周波数は、３０ＧＨｚ～１００ＧＨｚの範囲であり、おそらく約３０ＧＨｚ～６０ＧＨｚ
、一例では約３８ＧＨｚである。一実施形態において、アーク結合器７０４及び電線７０
２の外周が、送信の波長とサイズが同等又はより大きい場合、波７０６及び７０８は、本
明細書において説明される種々の通信システムをサポートするのに十分な距離にわたり伝
搬する基本及び／又は非基本（対称及び／又は非対称）モードを含む複数の波動伝搬モー
ドを示し得る。したがって、波７０６及び７０８は、２つ以上のタイプの電場及び磁場構
成を含むことができる。一実施形態において、導波７０８が電線７０２を下に伝搬するに
つれて、電場及び磁場構成は、電線７０２の端部から端部まで同じままである。他の実施
形態において、導波７０８が伝送損失又は散乱に起因して干渉（歪み若しくは障害）に直
面するか又はエネルギーを失うとき、磁場及び電場構成は、導波７０８が電線７０２を下
に伝搬するにつれて変わることができる。
【００６５】
　一実施形態において、アーク結合器７０４は、ナイロン、テフロン、ポリエチレン、ポ
リアミド、又は他のプラスチックで構成することができる。他の実施形態において、他の
誘電材料が可能である。電線７０２の電線表面は、裸の金属表面を有する金属であり得る
か、又はプラスチック、誘電体、絶縁体、若しくは他の被覆、外被若しくはシースを用い
て絶縁することができる。一実施形態において、誘電体又は他の非導電／絶縁導波路は、
裸／金属電線又は絶縁電線と対にすることができる。他の実施形態において、金属及び／
又は導電性導波路は、裸／金属電線又は絶縁電線と対にすることができる。一実施形態に
おいて、電線７０２の裸の金属表面の酸化層（例えば、酸素／空気への裸の金属表面の露
出から生じる）も、幾つかの絶縁体又はシースにより提供されるものと同様の絶縁特性又
は誘電特性を提供することができる。
【００６６】
　波７０６、７０８、及び７１０のグラフィック表示は、単に、波７０６が例えば単層伝
送線路として動作する電線７０２に導波７０８を誘導又は他に送出する原理を示すために
提示されることに留意されたい。波７１０は、導波７０８の生成後、アーク結合器７０４
に残る波７０６の部分を表す。そのような波動伝搬の結果として生成される実際の電場及
び磁場は、利用される周波数、特定の１つ又は複数の波動伝搬モード、アーク結合器７０
４の設計、電線７０２の寸法及び組成、並びに表面特性、任意選択的な絶縁、周囲環境の
電磁特性等に応じて変わることができる。
【００６７】
　アーク結合器７０４は、波７１０から残留放射又はエネルギーを吸収することができる
アーク結合器７０４の端部において終端回路又はダンパー７１４を含み得ることに留意さ
れたい。終端回路又はダンパー７１４は、送信機回路７１２に向かって反射する波７１０
からの残留放射又はエネルギーを回避及び／又は最小化することができる。一実施形態に
おいて、終端回路又はダンパー７１４は、終端抵抗及び／又はインピーダンス整合を実行
して反射を減衰させる他のコンポーネントを含むことができる。幾つかの実施形態におい
て、結合効率が十分に高く、及び／又は波７１０が十分に小さい場合、終端回路又はダン
パー７１４を使用する必要がないことがある。簡単にするために、これらの送信機７１２
及び終端回路又はダンパー７１４は、他の図に示されていないことがあるが、それらの実
施形態において、おそらく送信機及び終端回路又はダンパーを用いることができる。
【００６８】
　更に、単一の導波７０８を生成する単一のアーク結合器７０４が提示されるが、電線７
０２に沿った異なる点及び／又は電線の周囲の異なる方位に配置される複数のアーク結合
器７０４を利用して、同じ又は異なる周波数、同じ又は異なる位相、同じ又は異なる波動
伝搬モードにおける複数の導波７０８を生成し受信することができる。
【００６９】
　図８では、アーク結合器の一例の非限定的な実施形態を示すブロック図８００を示す。
示される実施形態において、結合器７０４の少なくとも１つの部分は、電線７０２又は他
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の伝送媒体（伝送媒体１２５等）の近くに配置して、アーク結合器７０４と電線７０２又
は他の伝送媒体との間の結合を促進し、本明細書において説明されるように導波８０８と
して導波８０６の一部分を抽出することができる。アーク結合器７０４は、湾曲アーク結
合器７０４の一部分が電線７０２に対して接線方向に、且つ平行又は略平行であるように
配置することができる。電線に平行するアーク結合器７０４の部分は、曲線の頂点又は曲
線の接線が電線７０２に平行する任意の点であり得る。アーク結合器７０４がこのように
位置決め又は配置される場合、電線７０２に沿って進行する波８０６は、少なくとも部分
的にアーク結合器７０４に結合し、導波８０８としてアーク結合器７０４に沿って受信側
デバイス（明示的に示されず）に伝搬する。アーク結合器に結合されない波８０６の部分
は、電線７０２又は他の伝送媒体に沿って波８１０として伝搬する。
【００７０】
　一実施形態において、波８０６は、１つ又は複数の波動伝搬モードを示し得る。アーク
結合器モードは、結合器７０４の形状及び／又は設計に依存し得る。１つ又は複数のモー
ドの導波８０６は、アーク結合器７０４に沿って伝搬する１つ又は複数の導波モードの導
波８０８を生成し、影響し、又は影響を及ぼすことができる。しかし、導波８０６に存在
する導波モードが導波８０８の導波モードと同じであるか又は異なり得ることに特に留意
されたい。このようにして、１つ又は複数の導波モードの導波８０６は、導波８０８に移
らない可能性もあり、更なる１つ又は複数の導波モードの導波８０８は、導波８０６に存
在していなかった可能性もある。
【００７１】
　ここで、図９Ａを参照すると、スタブ結合器の一例の非限定的な実施形態を示すブロッ
ク図９００が示されている。特に、スタブ結合器９０４を含む結合デバイスは、図１に関
連して提示される送信デバイス１０１又は１０２等の送信デバイスで使用されるために提
示されている。スタブ結合器９０４は、誘電材料、他の低損失絶縁体（例えば、テフロン
、ポリエチレン等）、導電（例えば、金属、非金属等）材料、又は上記材料の任意の組み
合わせで作ることができる。示されるように、スタブ結合器９０４は、導波路として動作
し、スタブ結合器９０４の導波路表面の周囲を導波として伝搬する波９０６を有する。示
される実施形態において、スタブ結合器９０４の少なくとも１つの部分は、電線７０２又
は他の伝送媒体（伝送媒体１２５等）の近くに配置して、本明細書において説明されるよ
うにスタブ結合器９０４と電線７０２又は他の伝送媒体との間の結合を促進し、電線に導
波９０８を送出することができる。
【００７２】
　一実施形態において、スタブ結合器９０４は湾曲し、スタブ結合器９０４の端部は、電
線７０２に繋ぐか、固定するか、又は他に機械的に結合することができる。スタブ結合器
９０４の端部が電線７０２に固定される場合、スタブ結合器９０４の端部は電線７０２に
平行又は略平行である。代替的に、端部を越える誘電導波路の別の部分は、固定又は結合
される部分が電線７０２に平行又は略平行するように電線７０２に固定又は結合すること
ができる。固定具９１０は、ナイロンケーブル紐又はスタブ結合器９０４と別個であるか
、又はスタブ結合器９０４の一体のコンポーネントとして構築される他のタイプの非導電
／誘電材料であり得る。スタブ結合器９０４は、電線７０２を囲まずに電線７０２に隣接
することができる。
【００７３】
　図７に関連して説明したアーク結合器７０４のように、スタブ結合器９０４は、端部が
電線７０２に平行する状態で配置される場合、スタブ結合器９０４に沿って進行する導波
９０６は、電線７０２に結合し、電線７０２の電線表面の周囲を導波９０８として伝搬す
る。例示的な実施形態において、導波９０８は、表面波又は他の電磁波として特徴付ける
ことができる。
【００７４】
　波９０６及び９０８のグラフィック表示は、単に、波９０６が例えば単線伝送線路とし
て動作する電線７０２に導波９０８を誘導又は他に送出する原理を示すために提示される
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ことに留意されたい。そのような波動伝搬の結果として生成される実際の電場及び磁場は
、結合器の形状及び／又は設計、電線に対する誘電導波路の相対位置、利用される周波数
、スタブ結合器９０４の設計、電線７０２の寸法及び組成、並びにその表面特性、電線７
０２の任意選択的な絶縁、周囲環境の電磁特性等のうちの１つ又は複数に応じて変わるこ
とができる。
【００７５】
　一実施形態において、スタブ結合器９０４の端部は、電線７０２に向かって先細り形を
有し、結合効率を上げることができる。実際に、スタブ結合器９０４の端部の先細り形は
、本開示の例示的な実施形態によれば、電線７０２へのインピーダンス整合を提供し、反
射を低減することができる。例えば、スタブ結合器９０４の端部は徐々に先細り、図９Ａ
に示されるように波９０６及び９０８間に所望のレベルの結合を取得することができる。
【００７６】
　一実施形態において、固定具９１０とスタブ結合器９０４の端部との間に短い長さのス
タブ結合器９０４があるように固定具９１０を配置することができる。最大結合効率は、
この実施形態において、固定具９１０を越えるスタブ結合器９０４の端部の長さが、伝送
中の周波数を問わず伝送中の周波数の波長の少なくとも数倍であるときに実現される。
【００７７】
　ここで、図９Ｂを参照すると、本明細書において説明される種々の態様による電磁分布
の一例の非限定的な実施形態を示す図９５０が示されている。特に、一例において、誘電
材料で構築されるスタブ結合器内に示される結合器９５２を含む送信デバイスの場合での
電磁分布が二次元で提示される。結合器９５２は、電線７０２又は他の伝送媒体の外面に
沿って導波として伝搬するために電磁波を結合する。
【００７８】
　結合器９５２は、対称導波モードを介して電磁波をｘ０における接合部に導波する。結
合器９５２に沿って伝搬する電磁波のエネルギーの幾らかは結合器９５２の外部にあるが
、この電磁波のエネルギーの大部分は結合器９５２内に含まれる。ｘ０における接合部は
、伝送媒体の下部に対応する方位角において電磁波を電線７０２又は他の伝送媒体に結合
する。この結合は、方向９５６において少なくとも１つの導波モードを介して電線７０２
又は他の伝送媒体の外面に沿って伝搬するように導波される電磁波を誘導する。導波され
る電磁波のエネルギーの大部分は、電線７０２又は他の伝送媒体の外面の外部にあり、又
はしかし外面の近傍にある。示される例において、ｘ０における接合部は、対称モード及
び電線７０２又は他の伝送媒体の表面をごく近くを通る、図３に関連して提示された一次
モード等の少なくとも１つの非対称表面モードの両方を介して伝搬する電磁波を形成する
。
【００７９】
　導波のグラフィック表示は、単に導波の結合及び伝搬の例を示すために提示されること
に留意されたい。そのような波動伝搬の結果として生成される実際の電場及び磁場は、利
用される周波数、結合器９５２の設計及び／又は構成、電線７０２又は他の伝送媒体の寸
法及び組成、並びにその表面特性、存在する場合には絶縁、周囲環境の電磁特性等に応じ
て変わることができる。
【００８０】
　ここで、図１０Ａを参照すると、示されているのは、本明細書において説明される種々
の態様による結合器及び送受信機システムの一例の非限定的な実施形態のブロック図１０
００である。システムは、送信デバイス１０１又は１０２の一例である。特に、通信イン
ターフェース１００８は通信インターフェース２０５の一例であり、スタブ結合器１００
２は結合器２２０の一例であり、送信機／受信機デバイス１００６、ダイプレクサ１０１
６、電力増幅器１０１４、低雑音増幅器１０１８、周波数混合器１０１０及び１０２０、
及び局部発振器１０１２は、まとめて送受信機２１０の一例をなす。
【００８１】
　動作において、送信機／受信機デバイス１００６は、波を送出し（例えば、導波１００
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４をスタブ結合器１００２に）受信する。導波１００４は、通信インターフェース１００
８により、ホストデバイス、基地局、モバイルデバイス、建物、又は他のデバイスから受
信され且つそれに送信される信号を送るのに使用することができる。通信インターフェー
ス１００８は、システム１０００の一体部分であり得る。代替的に、通信インターフェー
ス１００８は、システム１０００に繋ぐことができる。通信インターフェース１００８は
、赤外線通信協会（ＩｒＤＡ）プロトコル又は他の視線光学プロトコル等の赤外線プロト
コルを含め、任意の種々のワイヤレスシグナリングプロトコル（例えば、ＬＴＥ、ＷｉＦ
ｉ、ＷｉＭＡＸ、ＩＥＥＥ８０２．ｘｘ等）を利用するホストデバイス、基地局、モバイ
ルデバイス、建物、又は他のデバイスとインターフェースするワイヤレスインターフェー
スを含むことができる。通信インターフェース１００８は、光ファイバ回線、同軸ケーブ
ル、撚り対線、カテゴリ５（ＣＡＴ－５）ケーブル等の有線インターフェース又はイーサ
ネットプロトコル、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）プロトコル、ケーブルによるデ
ータサービスインターフェース標準（ＤＯＣＳＩＳ）プロトコル、デジタル加入者線（Ｄ
ＳＬ）プロトコル、ファイヤワイヤ（ＩＥＥＥ１３９４）プロトコル、若しくは他の有線
プロトコル若しくは光学プロトコル等のプロトコルを介してホストデバイス、基地局、モ
バイルデバイス、建物、若しくは他のデバイスと通信する他の適する有線若しくは光学媒
体を含むこともできる。システム１０００がリピーターとして機能する実施形態において
、通信インターフェース１００８は必要ないことがある。
【００８２】
　通信インターフェース１００８の出力信号（例えば、Ｔｘ）は、周波数混合器１０１０
において局部発振器１０１２により生成される搬送波（例えば、ミリメートル波搬送波）
と組み合わせることができる。周波数混合器１０１０は、ヘテロダイン技法又は他の周波
数シフト技法を用いて、通信インターフェース１００８からの出力信号を周波数シフトす
ることができる。例えば、通信インターフェース１００８に及び通信インターフェース１
００８から送信される信号は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ワイヤレスプロ
トコル若しくは他のワイヤレス３Ｇ、４Ｇ、５Ｇ若しくはより高次の音声及びデータプロ
トコル、Ｚｉｇｂｅｅ、ＷＩＭＡＸ、超広帯域若しくはＩＥＥＥ８０２．１１ワイヤレス
プロトコル；イーサネットプロトコル、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）プロトコル
、ケーブルによるデータサービスインターフェース標準（ＤＯＣＳＩＳ）プロトコル、デ
ジタル加入者線（ＤＳＬ）プロトコル、ファイヤワイヤ（ＩＥＥＥ１３９４）プロトコル
等の有線プロトコル、又は他の有線若しくは無線プロトコルに従ってフォーマットされた
直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）信号等の被変調信号であり得る。例示的な実施形態にお
いて、この周波数変換はアナログ領域において行うことができ、結果として、周波数シフ
トは、基地局、モバイルデバイス、又は建物内デバイスが使用する通信プロトコルのタイ
プに関係なく行うことができる。新たな通信技術が開発されるにつれて、通信インターフ
ェース１００８は、アップグレード（例えば、ソフトウェア、ファームウェア、及び／又
はハードウェアを用いた更新）又は交換することができ、周波数シフト及び伝送装置はそ
のままであり、アップグレードを簡単にすることができる。次に、搬送波は電力増幅器（
「ＰＡ」）１０１４に送信することができ、ダイプレクサ１０１６を経由して送信機受信
機デバイス１００６を介して送信することができる。
【００８３】
　送信機／受信機デバイス１００６から受信され、通信インターフェース１００８に向け
られる信号は、ダイプレクサ１０１６を介して他の信号から分離することができる。次に
、受信信号は、増幅するために低雑音増幅器（「ＬＮＡ」）１０１８に送信することがで
きる。周波数混合器１０２０は、局部発振器１０１２からの支援を受けて受信信号（幾つ
かの実施形態において、ミリメートル波帯又は約３８ＧＨｚにある）を本来の周波数まで
下方にシフトすることができる。次に、通信インターフェース１００８は、入力ポート（
Ｒｘ）において、その伝送を受信することができる。
【００８４】
　一実施形態において、送信機／受信機デバイス１００６は、円筒形若しくは非円筒形の
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金属（例えば、一実施形態において中空であり得るが、必ずしも縮尺どおりに描かれてい
ない）、又は他の導電性若しくは非導電性導波路を含むことができ、スタブ結合器１００
２の端部を導波路若しくは送信機／受信機デバイス１００６内に又は導波路若しくは送信
機／受信機デバイス１００６に近接して配置することができ、それにより、送信機／受信
機デバイス１００６が伝送を生成するとき、導波がスタブ結合器１００２に結合し、導波
１００４としてスタブ結合器１００２の導波路表面の周囲を伝搬するようにすることがで
きる。幾つかの実施形態において、導波１００４は、部分的にスタブ結合器１００２の外
面上を、部分的にスタブ結合器１００２の内部を伝搬することができる。他の実施形態に
おいて、導波１００４は、スタブ結合器１００２の外面上を実質的に又は完全に伝搬する
ことができる。更に別の実施形態において、導波１００４は、スタブ結合器１００２の内
部を実質的に又は完全に伝搬することができる。この後者の実施形態において、導波１０
０４は、図７の電線７０２等の伝送媒体に結合するために、スタブ結合器１００２の端部
（図４に示される先細りの端部等）において放射することができる。同様に、導波１００
４が到来しつつある（電線７０２からスタブ結合器１００２に結合される）場合、導波１
００４は送信機／受信機デバイス１００６に入り、円筒形導波路又は導電性導波路に結合
する。送信機／受信機デバイス１００６は、別個の導波路を含むように示されるが、別個
の導波路あり又はなしで、アンテナ、空洞共振器、クライストロン、マグネトロン、進行
波管又は他の放射素子を利用して結合器１００２上に導波を誘導することができる。
【００８５】
　一実施形態において、スタブ結合器１００２は、いかなる金属又はそれ以外の導電性材
料も使用することなく完全に誘電体材料（又は別の適切な絶縁材料）から構成することが
できる。スタブ結合器１００２は、ナイロン、テフロン、ポリエチレン、ポリアミド、他
のプラスチック、又は非導電性であり、そのような材料の外面上の少なくとも一部におい
て電磁波の伝送を容易にするのに適している他の材料から構成することができる。別の実
施形態において、スタブ結合器１００２は、導電性／金属製であるコアを含み、外側誘電
体表面を有することができる。同様に、スタブ結合器１００２によって誘導された電磁波
を伝搬させるために、又はスタブ結合器１００２に電磁波を供給するためにスタブ結合器
１００２に結合する伝送媒体は、裸線又は絶縁電線であることに加えて、いかなる金属又
はそれ以外の導電性材料も使用することなく完全に誘電体材料（又は別の適切な絶縁材料
）から構成することができる。
【００８６】
　図１０Ａは、送信機受信機デバイス１００６の開口部がスタブ結合器１００２よりはる
かに広いことを示すが、これは一定の縮尺に従っていないこと、及び他の実施形態におい
てスタブ結合器１００２の幅は、中空の導波路の開口部と同程度であるか、又はわずかに
小さいことに留意されたい。また、図示されないが、一実施形態において、送信機／受信
機デバイス１００６内に挿入される結合器１００２の端部は、反射を少なくし、結合効率
を高めるために先細りになる。
【００８７】
　スタブ結合器１００２に結合する前に、送信機／受信機デバイス１００６によって生成
された導波の１つ又は複数の導波路モードは、スタブ結合器１００２に結合し、導波１０
０４の１つ又は複数の波動伝搬モードを誘導することができる。導波１００４の波動伝搬
モードは、中空の金属導波路と誘電体導波路との特性の違いに起因して、中空の金属導波
路モードと異なる可能性がある。例えば、導波１００４の波動伝搬モードは、基本横電磁
モード（擬似ＴＥＭ００）を含むことができ、そのモードでは、導波がスタブ結合器１０
０２に沿って伝搬する間、わずかな電場及び／又は磁場のみが伝搬方向に延在し、電場及
び磁場はスタブ結合器１００２から径方向外向きに延在する。基本横電磁モード波動伝搬
モードは、中空である導波路内部に存在することも存在しないこともできる。したがって
、送信機／受信機デバイス１００６によって使用される中空の金属導波路モードは、スタ
ブ結合器１００２の波動伝搬モードに実効的且つ効率的に結合することができる導波路モ
ードである。
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【００８８】
　送信機／受信機デバイス１００６及びスタブ結合器１００２の他の構成又は組み合わせ
が可能であることが理解されよう。例えば、図１０Ｂの参照符号１０００’で示されてい
るように、スタブ結合器１００２’は、送信機／受信機デバイス１００６’（対応する回
路部は図示せず）の中空の金属導波路の外面に対して接線方向又は平行に（間隙の有無に
かかわらず）配置することができる。参照符号１０００’で示されていない別の実施形態
において、スタブ結合器１００２’は、送信機／受信機デバイス１００６’の中空の金属
導波路の内側に配置することができ、スタブ結合器１００２’の軸を送信機／受信機デバ
イス１００６’の中空の金属導波路の軸と同軸上に位置合わせすることを要しない。これ
らの実施形態のいずれにおいても、送信機／受信機デバイス１００６’によって生成され
た導波は、スタブ結合器１００２’の表面に結合して、基本モード（例えば、対称モード
）及び／又は非基本モード（例えば、非対称モード）を含む１つ又は複数の波動伝搬モー
ドの導波１００４’をスタブ結合器１００２’上に誘導することができる。
【００８９】
　１つの実施形態において、導波１００４’は、部分的にスタブ結合器１００２’の外面
上を伝搬し、部分的にスタブ結合器１００２’の内側を伝搬することができる。別の実施
形態において、導波１００４’は、実質的に又は完全にスタブ結合器１００２’の外面上
を伝搬することができる。更に別の実施形態において、導波１００４’は、実質的に又は
完全にスタブ結合器１００２’の内部を伝搬することができる。この後者の実施形態にお
いて、導波１００４’は、図９の電線７０２等の伝送媒体に結合するために、スタブ結合
器１００２’の端部（図９に示されている先細りの端部等）において放射することができ
る。
【００９０】
　送信機／受信機デバイス１００６の他の構成が可能であることが更に理解されよう。例
えば、図１０Ｂにおいて参照符号１０００’’として示されているように、送信機／受信
機デバイス１００６’’（対応する回路部は図示せず）の中空の金属導波路は、スタブ結
合器１００２を使用することなく、図４の電線７０２等の伝送媒体の外面に対して接線方
向又は平行に（間隙の有無にかかわらず）配置することができる。この実施形態において
、送信機／受信機デバイス１００６’’によって生成される導波は、電線７０２の表面に
結合して、基本モード（例えば、対称モード）及び／又は非基本モード（例えば、非対称
モード）を含む１つ又は複数の波動伝搬モードの導波９０８を電線７０２上に誘導するこ
とができる。別の実施形態において、電線７０２は、送信機／受信機デバイス１００６’
’’（対応する回路部は図示せず）の中空の金属導波路の内部に位置決めすることができ
、それにより、電線７０２の軸は、スタブ結合器１００２を使用することなく、中空の金
属導波路の軸と同軸上に（又は同軸にならないように）位置合わせされるようになってい
る　－　図１０Ｂの参照符号１０００’’’を参照されたい。この実施形態において、送
信機／受信機デバイス１００６’’’によって生成された導波は、電線７０２の表面に結
合して、基本モード（例えば、対称モード）及び／又は非基本モード（例えば、非対称モ
ード）を含む１つ又は複数の波動伝搬モードの導波９０８を電線上に誘導することができ
る。
【００９１】
　１０００’’及び１０００’’’の実施形態において、絶縁外面を有する電線７０２の
場合、導波９０８は、部分的に絶縁体の外面上を伝搬し、部分的に絶縁体の内側を伝搬す
ることができる。実施形態において、導波９０８は、実質的に若しくは完全に絶縁体の外
面上を伝搬することができ、又は実質的に若しくは完全に絶縁体の内部を伝搬することが
できる。１０００’’及び１０００’’’の実施形態において、裸の導体である電線７０
２の場合、導波９０８は、部分的に導体の外面上を伝搬し、部分的に導体の内部を伝搬す
ることができる。別の実施形態において、導波９０８は、実質的に又は完全に導体の外面
上を伝搬することができる。
【００９２】
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　ここで、図１１を参照すると、二重スタブ結合器の一例の非限定的な実施形態を示すブ
ロック図１１００が示されている。特に、二重結合器設計は、図１に関連して提示した送
信デバイス１０１又は１０２等の送信デバイスで使用するために提示されている。一実施
形態において、導波１１０８を受信するために、２つ以上の結合器（スタブ結合器１１０
４及び１１０６等）を電線１１０２の周囲に位置決めすることができる。一実施形態にお
いて、導波１１０８を受信するには１つの結合器で十分である。その場合、導波１１０８
は、結合器１１０４に結合し、導波１１１０として伝搬する。導波１１０８の場構造が特
定の導波モード又は種々の外部要因に起因して電線１１０２の周囲で振動又は波動する場
合、導波１１０８が結合器１１０６に結合するように結合器１１０６を配置することがで
きる。幾つかの実施形態において、電線１１０２の周囲で振動若しくは回転することがあ
る導波、異なる方位において誘導された導波、又は例えば方位に依存するローブ及び／又
はヌル若しくは他の非対称性を有する非基本モード若しくはより高次のモードを有する導
波を受信するために、４つ以上の結合器を電線１１０２の一部の周囲に、例えば互いに９
０度に又は別の間隔で配置することができる。しかし、例示的な実施形態から逸脱するこ
となく、電線１１０２の一部の周囲に４つより少数又は多数の結合器を配置し得ることが
理解されよう。
【００９３】
　結合器１１０６及び１１０４はスタブ結合器として示されるが、アーク結合器、アンテ
ナ又はホーン結合器、磁気結合器等を含む本明細書において説明される任意の他の結合器
設計も同様に使用可能であることに留意されたい。また、幾つかの例としての実施形態は
、電線１１０２の少なくとも一部の周囲に複数の結合器を提示してきたが、この複数の結
合器は、複数の結合器サブコンポーネントを有する単一の結合器システムの一部と見なし
得ることも理解されよう。例えば、一度の設置で電線の周囲に設置することができる単一
のシステムとして、２つ以上の結合器を製造することができ、それにより、結合器は、そ
の単一のシステムに従って予め位置決めされるか、又は互いに対して調整可能（手動で又
はモータ若しくは他のアクチュエータ等の制御可能な機構を用いて自動的に）である。
【００９４】
　結合器１１０６及び１１０４に結合される受信機は、信号品質を最大化するために、ダ
イバーシティ合成を用いて、両方の結合器１１０６及び１１０４から受信された信号を合
成することができる。他の実施形態において、結合器１１０４及び１１０６のいずれか一
方が所定の閾値より高い伝送を受信する場合、受信機は、いずれの信号を使用するかを決
定するときに選択ダイバーシティを使用することができる。更に、複数の結合器１１０６
及び１１０４による受信が示されているが、同じ構成での結合器１１０６及び１１０４に
よる送信も同様に行うことができる。特に、広範囲の多入力多出力（ＭＩＭＯ）送受信技
法が、図１に関連して提示された送信デバイス１０１又は１０２等の送信デバイスが複数
の送受信機及び複数の結合器を含む伝送に利用可能である。
【００９５】
　波１１０８及び１１１０のグラフィック表示は、導波１１０８が結合器１１０４上に波
１１１０を誘導するか又は他に送出する原理を例示するために提示されるにすぎないこと
に留意されたい。そのような波動伝搬の結果として生成される実際の電場及び磁場は、利
用される周波数、結合器１１０４の設計、電線１１０２の寸法及び組成、並びにその表面
特性、存在する場合には絶縁、周囲環境の電磁特性等に応じて変わることができる。
【００９６】
　ここで、図１２を参照すると、リピーターシステムの一例の非限定的な実施形態を示す
ブロック図１２００が示されている。特に、図１に関連して提示した送信デバイス１０１
又は１０２等の送信デバイスで使用されるためのリピーターデバイス１２１０が提示され
る。このシステムにおいて、電線１２０２に沿って伝搬する導波１２０５が結合器１２０
４により波１２０６として（例えば、導波として）抽出され、次にリピーターデバイス１
２１０によって昇圧又は再現されて、波１２１６として（例えば、導波として）結合器１
２１４上に送出されるように、２つの結合器１２０４及び１２１４を電線１２０２又は他
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の伝送媒体の近くに配置することができる。次に、波１２１６は、電線１２０２上に送出
され、導波１２１７として電線１２０２に沿って引き続き伝搬することができる。一実施
形態において、リピーターデバイス１２１０は、例えば、電線１２０２が電力線であるか
又は他に送電導体を含む場合、電線１２０２との磁場結合を通して、昇圧又は再現に利用
される電力の少なくとも一部を受け取ることができる。結合器１２０４及び１２１４はス
タブ結合器として示されているが、アーク結合器、アンテナ又はホーン結合器、又は磁気
結合器等の本明細書において説明される任意の他のタイプの結合器設計も同様に使用可能
であることに留意されたい。
【００９７】
　幾つかの実施形態において、リピーターデバイス１２１０は、波１２０６に関連付けら
れる伝送を再現することができ、他の実施形態において、リピーターデバイス１２１０は
、データ又は他の信号を波１２０６から抽出して、そのようなデータ又は信号を別のネッ
トワーク及び／又は１つ又は複数の他のデバイスに通信信号１１０又は１１２として供給
し、及び／又は通信信号１１０又は１１２を別のネットワーク及び／又は１つ又は複数の
他のデバイスから受信する通信インターフェース２０５を含むことができ、受信した通信
信号１１０又は１１２を内部に埋め込んだ導波１２１６を送出することができる。リピー
ター構成において、受信機導波路１２０８は、波１２０６を結合器１２０４から受信する
ことができ、送信機導波路１２１２は、導波１２１７として導波１２１６を結合器１２１
４上に送出することができる。受信機導波路１２０８と送信機導波路１２１２との間で、
導波１２０６に埋め込まれる信号及び／又は導波１２１６自体を増幅して、信号損失及び
導波通信に関連付けられる他の非効率を補正することができるか、又は信号を受信して処
理し、それに含まれるデータを抽出し、送信するために再生することができる。一実施形
態において、受信機導波路１２０８は、信号からデータを抽出し、データを処理して、例
えば、誤り修正符号を利用してデータエラーを修正し、修正されたデータを用いて更新さ
れた信号を再生するように構成することができる。次に、送信機導波路１２１２は、更新
された信号が埋め込まれた導波１２１６を送信することができる。一実施形態において、
導波１２０６に埋め込まれた信号は、伝送から抽出され、処理されて、通信信号１１０又
は１１２として通信インターフェース２０５を介して別のネットワーク及び／又は１つ又
は複数の他のデバイスに通信することができる。同様に、通信インターフェース２０５が
受信した通信信号１１０又は１１２は、送信機導波路１２１２により生成され、結合器１
２１４に送出される導波１２１６の伝送に挿入することができる。
【００９８】
　図１２は、それぞれ左から入り、右に出る導波伝送１２０６及び１２１６を示すが、こ
れは簡単にするためにすぎず、限定は意図していないことに留意されたい。他の実施形態
において、受信機導波路１２０８及び送信機導波路１２１２は、それぞれ送信機及び受信
機としての役割も果たすことができ、それにより、リピーターデバイス１２１０を双方向
にすることができる。
【００９９】
　一実施形態において、リピーターデバイス１２１０は、電線１２０２又は他の伝送媒体
上に断続又は障害物が存在する場所に配置することができる。電線１２０２が電力線であ
る場合、これらの障害物は、変圧器、接続、電柱、及び他のそのような電力線デバイスを
含むことができる。リピーターデバイス１２１０は、導波（例えば、表面波）が線路上の
これらの障害物を越え、同時に伝送電力を昇圧することを促進することができる。他の実
施形態において、結合器を用いて、リピーターデバイスを使用することなく障害物を越え
ることができる。その実施形態において、結合器の両端を電線に繋ぐか又は固定して、そ
れにより、導波が障害物によって阻止されることなく進行するための経路を提供すること
ができる。
【０１００】
　ここで、図１３を参照すると、本明細書において説明される種々の態様による、双方向
リピーターの一例の非限定的な実施形態のブロック図１３００が示されている。特に、双
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方向リピーターデバイス１３０６は、図１に関連して提示した送信デバイス１０１又は１
０２等の送信デバイスで使用されるために提示される。結合器はスタブ結合器として示さ
れているが、アーク結合器、アンテナ又はホーン結合器、磁気結合器等を含む本明細書に
おいて説明される任意の他の結合器設計も同様に使用可能であることに留意されたい。双
方向リピーター１３０６は、２本以上の電線又は他の伝送媒体が存在する場合、ダイバー
シティパスを利用することができる。導波伝送は、絶縁電線、非絶縁電線、又は他のタイ
プの伝送媒体等の異なるタイプの伝送媒体で異なる伝送効率及び結合効率を有し、及び更
に要素に露出する場合、天候及び他の大気状況による影響を受け得るため、特定のときに
異なる伝送媒体で選択的に伝送することが有利であり得る。種々の実施形態において、種
々の伝送媒体は、呼称がある伝送媒体が別の伝送媒体よりも好ましいことを示すか否かに
関係なく、一次、二次、三次等と呼ばれることがある。
【０１０１】
　示される実施形態において、伝送媒体は、絶縁又は非絶縁電線１３０２及び絶縁又は非
絶縁電線１３０４（本明細書では、それぞれ電線１３０２及び１３０４と呼ぶ）を含む。
リピーターデバイス１３０６は、受信機結合器１３０８を用いて、電線１３０２に沿って
進行する導波を受信し、電線１３０４に沿う導波として、送信機導波路１３１０を用いて
伝送を再現する。他の実施形態において、リピーターデバイス１３０６は、電線１３０４
から電線１３０２に切り替えることができるか、又は同じ経路に沿ってその伝送を再現す
ることができる。リピーターデバイス１３０６は、伝送に影響を及ぼす可能性がある状況
を示すセンサーを含むか、又はそのようなセンサー（又は図１６Ａに示されるネットワー
ク管理システム１６０１）と通信することができる。センサーから受信されるフィードバ
ックに基づいて、リピーターデバイス１３０６は、その伝送を同じ電線に沿って維持する
か、その伝送を他の電線に転送するかについての判断を行うことができる。
【０１０２】
　ここで、図１４を参照すると、双方向リピーターシステムの一例の非限定的な実施形態
を示すブロック図１４００が示されている。特に、双方向リピーターシステムは、図１に
関連して提示した送信デバイス１０１又は１０２等の送信デバイスで使用されるために提
示される。双方向リピーターシステムは、分散アンテナシステム又はバックホールシステ
ム内に配置される他の結合デバイスからの伝送を受信し、送信する導波路結合デバイス１
４０２及び１４０４を含む。
【０１０３】
　種々の実施形態において、導波路結合デバイス１４０２は、別の導波路結合デバイスか
ら伝送を受信することができ、その伝送は複数の副搬送波を有する。ダイプレクサ１４０
６が他の伝送からその伝送を分離し、その伝送を低雑音増幅器（「ＬＮＡ」）１４０８に
送ることができる。周波数混合器１４２８は、局部発振器１４１２からの支援を受けてそ
の伝送（幾つかの実施形態において、ミリメートル波帯又は約３８ＧＨｚにある）を、分
散アンテナシステムの場合のセルラー帯（約１．９ＧＨｚ）、本来の周波数、又はバック
ホールシステムの場合の他の周波数等のより低い周波数まで下方にシフトすることができ
る。抽出器（又はデマルチプレクサ）１４３２が副搬送波上の信号を抽出し、その信号を
出力コンポーネント１４２２に送り、電力増幅器１４２４により任意選択的に増幅、バッ
ファリング、又は分離して通信インターフェース２０５に結合することができる。通信イ
ンターフェース２０５は、電力増幅器１４２４から受信した信号を更に処理するか、又は
そうでなければ、基地局、モバイルデバイス、建物等の他のデバイスに無線又は有線イン
ターフェースを介してそのような信号を送信することができる。この場所で抽出されない
信号の場合、抽出機１４３２は、それらを別の周波数混合器１４３６にリダイレクトする
ことができ、周波数混合器１４３６において、信号は、局部発振器１４１４により生成さ
れる搬送波の変調に用いられる。搬送波は、その副搬送波と共に電力増幅器（「ＰＡ」）
１４１６に送られ、導波路結合デバイス１４０４によりダイプレクサ１４２０を介して別
のシステムに再送される。
【０１０４】
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　ＬＮＡ１４２６を用いて、通信インターフェース２０５から受信した信号を増幅、バッ
ファリング、又は分離することができ、次に信号をマルチプレクサ１４３４に送信するこ
とができ、マルチプレクサ１４３４は、導波路結合デバイス１４０４から受信していた信
号とその信号とを融合させる。結合デバイス１４０４から受信した信号は、ダイプレクサ
１４２０により分割されており、次にＬＮＡ１４１８を通して渡され、周波数混合器１４
３８により周波数を下方にシフトされている。信号は、マルチプレクサ１４３４によって
合成されるとき、周波数混合器１４３０によって周波数を上方にシフトされ、次にＰＡ１
４１０によって昇圧され、導波路結合デバイス１４０２により別のシステムに送信される
。一実施形態において、双方向リピーターシステムは、出力デバイス１４２２を有さない
単なるリピーターであり得る。この実施形態において、マルチプレクサ１４３４は利用さ
れず、ＬＮＡ１４１８からの信号は、上述したように混合器１４３０に送られる。幾つか
の実施形態において、双方向リピーターシステムは、２つの異なる別々の一方向リピータ
ーを用いて実施し得ることは理解されよう。代替の実施形態において、双方向リピーター
システムはブースターであり得るか、又は他に下方シフト及び上方シフトを行うことなく
再送を実行することができる。実際には、例示的な実施形態において、再送は、信号又は
導波を受信することと、信号又は導波の再送前に幾つかの信号又は導波処理又は整形、フ
ィルタリング、及び／又は増幅を実行することとに基づくことができる。
【０１０５】
　ここで、図１５を参照すると、導波通信システムの一例の非限定的な実施形態を示すブ
ロック図１５００が示されている。この図は、図１に関連して提示した導波通信システム
等の導波通信システムを用いることができる例示的な環境を示す。
【０１０６】
　ネットワーク接続を追加の基地局デバイスに提供するために、通信セル（例えば、マイ
クロセル及びマクロセル）をコアネットワークのネットワークデバイスにリンクするバッ
クホールネットワークがそれに対応して拡大する。同様に、ネットワーク接続を分散アン
テナシステムに提供するために、基地局デバイスを分散アンテナにリンクする拡張通信シ
ステムが望ましい。図１５に示される等の導波通信システム１５００は、代替の、増大し
た、又は追加のネットワーク接続を可能にするために提供することができ、導波路結合シ
ステムは、単線伝送線路（例えば、ユーティリティライン）として動作し、導波路として
用いることができ、及び／又は電磁波の伝送を誘導するように他に動作する電線等の伝送
媒体上で導波（例えば、表面波）通信を送信及び／又は受信するために提供することがで
きる。
【０１０７】
　導波通信システム１５００は、中央オフィス１５０１及び／又はマクロセルサイト１５
０２に通信可能に結合される１つ又は複数の基地局デバイス（例えば、基地局デバイス１
５０４）を含む分散システムの第１のインスタンス１５５０を含むことができる。基地局
デバイス１５０４は、有線接続（例えば、ファイバ及び／又はケーブル）又は無線接続（
例えば、マイクロ波無線接続）によりマクロセルサイト１５０２及び中央オフィス１５０
１に接続することができる。分散システムの第２のインスタンス１５６０を用いて、ワイ
ヤレス音声及びデータサービスをモバイルデバイス１５２２及び住宅及び／又は商用施設
１５４２（本明細書において施設１５４２と呼ぶ）に提供することができる。システム１
５００は、図１５に示されるように、音声及び／又はデータサービスをモバイルデバイス
１５２２～１５２４及び施設１５４２に提供する分散システムの追加のインスタンス１５
５０及び１５６０を有することができる。
【０１０８】
　マクロセルサイト１５０２等のマクロセルは、モバイルネットワーク及び基地局デバイ
ス１５０４への専用接続を有することができ、又は共有することができ、及び／又は他に
別の接続を使用することができる。中央オフィス１５０１を用いてメディアコンテンツを
配信し、及び／又はインターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）サービスをモバイルデ
バイス１５２２～１５２４及び施設１５４２に提供することができる。中央オフィス１５
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０１は、メディアコンテンツを衛星１５３０の集合（そのうちの１つを図１５に示す）又
は他のコンテンツソースから受信し、分散システムの第１のインスタンス１５５０及び第
２のインスタンス１５６０を介してそのようなコンテンツをモバイルデバイス１５２２～
１５２４及び施設１５４２に配信することができる。中央オフィス１５０１は、インター
ネット１５０３に通信可能に結合することもでき、それによりインターネットデータサー
ビスをモバイルデバイス１５２２～１５２４及び施設１５４２に提供する。
【０１０９】
　基地局デバイス１５０４は、電柱１５１６に搭載又は取り付けることができる。他の実
施形態において、基地局デバイス１５０４は、変圧器の近く及び／又は電力線の近傍の他
の場所にあり得る。基地局デバイス１５０４は、モバイルデバイス１５２２及び１５２４
のモバイルネットワークへの接続を容易にすることができる。それぞれ電柱１５１８及び
１５２０に又はそれらの近傍に搭載されるアンテナ１５１２及び１５１４は、信号を基地
局デバイス１５０４から受信し、アンテナ１５１２及び１５１４が基地局デバイス１５０
４に又はその近傍に配置される場合よりもはるかに広いエリアにわたり、それらの信号を
モバイルデバイス１５２２及び１５２４に送信することができる。
【０１１０】
　図１５は、簡単にするために、分散システムの各インスタンス１５５０及び１５６０に
おいて、３本の電柱を１つの基地局デバイスと共に表示することに留意されたい。他の実
施形態において、電柱１５１６は、より多数の基地局デバイスを有することができ、より
多くの電柱が分散アンテナ及び／又は施設１５４２に繋がれる接続を有する。
【０１１１】
　図１に関連して提示した送信デバイス１０１又は１０２等の送信デバイス１５０６は、
電柱１５１６、１５１８、及び１５２０を接続するユーティリティ又は電力線を介して信
号を基地局デバイス１５０４からアンテナ１５１２及び１５１４に送信することができる
。信号を送信するために、無線ソース及び／又は送信デバイス１５０６は、基地局デバイ
ス１５０４からの信号をアップコンバートする（例えば、周波数混合を介して）か、又は
基地局デバイス１５０４からの信号をマイクロ波帯域信号に他に変換し、送信デバイス１
５０６はマイクロ波帯域波を送出し、マイクロ波帯域波は、先の実施形態において説明し
たように、ユーティリティライン又は他の電線に沿って進行する導波として伝搬する。電
柱１５１８において、別の送信デバイス１５０８が、導波を受信し（及び任意選択的に、
必要又は所望に応じて導波を増幅することができ、又は導波を受信し、再生成するリピー
ターとして動作することができ）、ユーティリティライン又は他の電線上の導波として転
送する。送信デバイス１５０８は、マイクロ波帯域導波から信号を抽出し、その周波数を
下方シフトするか、又は他に元のセルラー帯域周波数（例えば、１．９ＧＨｚ又は他の規
定されるセルラー周波数）又は別のセルラー（又は非セルラー）帯域周波数に変換するこ
ともできる。アンテナ１５１２は、下方シフトされた信号をモバイルデバイス１５２２に
ワイヤレス送信することができる。プロセスは、必要又は所望に応じて送信デバイス１５
１０、アンテナ１５１４、及びモバイルデバイス１５２４により繰り返すことができる。
【０１１２】
　モバイルデバイス１５２２及び１５２４からの伝送は、アンテナ１５１２及び１５１４
によりそれぞれ受信することもできる。送信デバイス１５０８及び１５１０は、セルラー
帯域信号をマイクロ波帯域に上方シフトするか又は他に変換し、導波（例えば、表面波又
は他の電磁波）伝送として、電力線を介して信号を基地局デバイス１５０４に送信するこ
とができる。
【０１１３】
　中央オフィス１５０１により受信されたメディアコンテンツは、基地局デバイス１５０
４を介して分散システムの第２のインスタンス１５６０に供給し、モバイルデバイス１５
２２及び施設１５４２に配信することができる。送信デバイス１５１０は、１つ又は複数
の有線接続又は無線インターフェースにより施設１５４２に繋ぐことができる。１つ又は
複数の有線接続は、限定ではなく、電力線、同軸ケーブル、ファイバケーブル、撚り対線
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ケーブル、導波伝送媒体、又はメディアコンテンツを配信し、及び／又はインターネット
サービスを提供する他の適する有線媒体を含むことができる。例示的な実施形態において
、送信デバイス１５１０からの有線接続は、１つ又は複数の対応するサービスエリアイン
ターフェース（ＳＡＩ　－　図示せず）又はペデスタルに配置された１つ又は複数の超高
速デジタル加入者線（ＶＤＳＬ）モデムに通信可能に結合することができ、各ＳＡＩ又は
ペデスタルは、施設１５４２の一部にサービスを提供する。ＶＤＳＬモデムを用いて、施
設１５４２に配置されたゲートウェイ（図示せず）にメディアコンテンツを選択的に配信
し、及び／又はインターネットサービスを提供することができる。ＳＡＩ又はペデスタル
は、電力線、同軸ケーブル、ファイバケーブル、撚り対線ケーブル、導波伝送媒体、又は
他の適する有線媒体等の有線媒体を介して施設１５４２に通信可能に結合することもでき
る。他の例示的な実施形態において、送信デバイス１５１０は、ＳＡＩ又はペデスタル等
の中間インターフェースなしで施設１５４２に通信可能に直接結合することができる。
【０１１４】
　別の例示的な実施形態において、システム１５００は、ダイバーシティパスを利用する
ことができ、その場合、２つ以上の送電線又は他の電線が電柱１５１６、１５１８及び１
５２０間に張り渡され（例えば、電柱１５１６及び１５２０間にある２つ以上の電線等）
、基地局／マクロセルサイト１５０２からの冗長伝送が導波として送電線又は他の電線の
表面を下流に送信される。送電線又は他の電線は、絶縁又は非絶縁のいずれかであり得、
伝送損失を引き起こす環境条件に応じて、結合デバイスは、絶縁又は非絶縁送電線又は他
の電線から信号を選択的に受信することができる。その選択は、電線の信号対雑音比の測
定値に基づくことができるか、又は特定された気象／環境条件（例えば、水分検出器、気
象予報等）に基づくことができる。システム１５００と共にダイバーシティパスを使用す
ることは、代替のルーティング能力、負荷バランシング、負荷取扱量の増加、同時の双方
向又は同期通信、スペクトル拡散通信等を可能にすることができる。
【０１１５】
　図１５における送信デバイス１５０６、１５０８、及び１５１０の使用が単なる例であ
り、他の実施形態において、他の使用が可能であることに留意されたい。例えば、送信デ
バイスは、基地局デバイスにネットワーク接続を提供するバックホール通信システムで使
用することができる。送信デバイス１５０６、１５０８、及び１５１０は、絶縁されるか
否かに関係なく、電線を介して導波通信を伝送することが望ましい多くの状況において用
いることができる。送信デバイス１５０６、１５０８、及び１５１０は、高電圧を搬送す
ることができる電線との接触がないか、又は物理的及び／又は電気的接触が限られること
に起因して、他の結合デバイスよりも優れた改善である。送信デバイスは、誘電体が絶縁
体として機能し、安価であり、容易であり、及び／又は複雑性が低い設置を可能にするた
め、電線に電気的に接触しない限り、電線から離れて（例えば、電線から離間して）配置
し、及び／又は電線上に配置することができる。しかし、上述されたように、例えば電線
が電話網、ケーブルテレビネットワーク、ブロードバンドデータサービス、光ファイバ通
信システム又は低電圧を利用するか、若しくは絶縁された伝送線路を有する他のネットワ
ークに対応する構成では、導電性又は非誘電体結合器を利用することができる。
【０１１６】
　実施形態において基地局デバイス１５０４及びマクロセルサイト１５０２が例示される
が、他のネットワーク構成も同様に可能であることに更に留意されたい。例えば、アクセ
スポイント又は他のワイヤレスゲートウェイ等のデバイスを同様に利用して、ワイヤレス
ローカルエリアネットワーク、ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク、又は８０２．
１１プロトコル、ＷＩＭＡＸプロトコル、超広帯域プロトコル、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）プロトコル、Ｚｉｇｂｅｅプロトコル若しくは他のワイヤレスプロトコル等の通
信プロトコルに従って動作する他のワイヤレスネットワーク等の他のネットワークの通信
範囲を広げることができる。
【０１１７】
　ここで、図１６Ａ及び図１６Ｂを参照すると、電力網通信システムを管理するシステム
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の一例の非限定的な実施形態を示すブロック図が示されている。図１６Ａを考慮すると、
導波路システム１６０２は、図１５に関連して提示したシステム等の導波通信システムで
使用するために提示される。導波路システム１６０２は、センサー１６０４、電力管理シ
ステム１６０５、少なくとも１つの通信インターフェース２０５、送受信機２１０、及び
結合器２２０を含む送信デバイス１０１又は１０２を含むことができる。
【０１１８】
　導波路システム１６０２は、電力線１６１０に結合されて、本開示において説明される
実施形態による導波通信を容易にすることができる。例示的な実施形態において、送信デ
バイス１０１又は１０２は、本開示において説明されるように、電力線１６１０の表面に
沿って長手方向に伝搬する電力線１６１０の表面上の電磁波を誘導する結合器２２０を含
む。送信デバイス１０１又は１０２は、同じ電力線１６１０上に電磁波を再送し、又は図
１２及び図１３に示されるように、電力線１６１０間で電磁波をルーティングするリピー
ターとして機能することもできる。
【０１１９】
　送信デバイス１０１又は１０２は、例えば、元の周波数範囲で動作する信号を結合器に
沿って伝搬して、電力線１６１０の表面に沿って伝搬する対応する導波される電磁波を誘
導する搬送波周波数で動作するか、搬送波周波数を示すか、又は搬送波周波数に関連付け
られた電磁波にアップコンバートするように構成される送受信機２１０を含む。搬送波周
波数は、電磁波の帯域幅を定義する上限及び下限遮断周波数を有する中心周波数により表
すことができる。電力線１６１０は、導電表面又は絶縁表面を有する電線（例えば、単線
又は撚り線）であり得る。送受信機２１０は、結合器２２０から信号を受信し、搬送波周
波数で動作する電磁波を元の周波数の信号にダウンコンバートすることもできる。
【０１２０】
　アップコンバートのために送信デバイス１０１又は１０２の通信インターフェース２０
５により受信された信号は、限定ではなく、通信インターフェース２０５の有線又は無線
インターフェースを介して中央オフィス１６１１により供給される信号、通信インターフ
ェース２０５の有線又は無線インターフェースを介して基地局１６１４により供給される
信号、通信インターフェース２０５の有線又は無線インターフェースを介して配信するた
めにモバイルデバイス１６２０により基地局１６１４に送信されるワイヤレス信号、通信
インターフェース２０５の有線又は無線インターフェースを介して建物内通信デバイス１
６１８により供給される信号、及び／又は通信インターフェース２０５のワイヤレス通信
範囲にローミングするモバイルデバイス１６１２により通信インターフェース２０５に供
給されるワイヤレス信号を含むことができる。図１２及び図１３に示されるように、導波
路システム１６０２がリピーターとして機能する実施形態において、通信インターフェー
ス２０５は、導波路システム１６０２に含まれてもよく又は含まれなくてもよい。
【０１２１】
　電力線１６１０の表面に沿って伝搬する電磁波は、データペイロードを含み、ネットワ
ーキング情報（１つ又は複数の宛先導波路システム１６０２を識別するヘッダ情報等）を
更に含むデータのパケット又はフレームを含むように変調及びフォーマットすることがで
きる。ネットワーキング情報は、導波路システム１６０２又は中央オフィス１６１１、基
地局１６１４、モバイルデバイス１６２０、若しくは建物内デバイス１６１８、若しくは
それらの組み合わせ等の発信デバイスにより提供し得る。更に、変調された電磁波は、信
号外乱を軽減するために誤り修正データを含むことができる。宛先導波路システム１６０
２は、ネットワーキング情報及び誤り修正データを用いて、宛先導波路システム１６０２
に向けられた伝送を検出し、宛先導波路システム１６０２に通信可能に結合された受信通
信デバイスに向けられた音声及び／又はデータ信号を含む伝送をダウンコンバートし、誤
り修正データを用いて処理することができる。
【０１２２】
　ここで、導波路システム１６０２のセンサー１６０４を参照すると、センサー１６０４
は、温度センサー１６０４ａ、外乱検出センサー１６０４ｂ、エネルギー損失センサー１
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６０４ｃ、雑音センサー１６０４ｄ、振動センサー１６０４ｅ、環境（例えば、天候）セ
ンサー１６０４ｆ、及び／又はイメージセンサー１６０４ｇの１つ又は複数を含むことが
できる。温度センサー１６０４ａは、周囲温度、送信デバイス１０１若しくは１０２の温
度、電力線１６１０の温度、温度差（例えば、設定点若しくはベースラインと比較した送
信デバイス１０１若しくは１０２及び１６１０間等）、又はそれらの任意の組み合わせの
測定に用いることができる。１つの実施形態において、温度メトリックは、定期的に収集
し、基地局１６１４を経由してネットワーク管理システム１６０１に報告することができ
る。
【０１２３】
　外乱検出センサー１６０４ｂは、測定を電力線１６１０に対して実行して、電力線１６
１０上の電磁波の伝搬を妨げるおそれがある下流外乱の存在を示し得る信号反射等の外乱
を検出することができる。信号反射は、例えば、送信デバイス１０１又は１０２から下流
に配置される電力線１６１０内の外乱から送信デバイス１０１又は１０２に全体的又は部
分的に反射する、送信デバイス１０１又は１０２により電力線１６１０上に送信される電
磁波から生じる歪みを表すことができる。
【０１２４】
　信号反射は、電力線１６１０上の障害物により生じることがある。例えば、木の枝は、
電力線１６１０上に横たわるか、又はコロナ放電を生じさせるおそれがある電力線１６１
０の近傍にあるとき、電磁波反射を生じさせることがある。電磁波反射を生じさせるおそ
れがある他の障害物としては、限定ではなく、電力線１６１０に絡まった物体（例えば、
衣服、靴紐が電力線１６１０に巻き付いた靴等）、電力線１６１０上の腐食堆積物、又は
氷の堆積物を挙げることができる。電力網コンポーネントも電力線１６１０の表面上の電
磁波の伝搬を妨げるか、又は邪魔することがある。信号反射を生じさせるおそれがある電
力網コンポーネントの例示としては、限定ではなく、変圧器及び継がれる電力線を接続す
るジョイントが挙げられる。鋭角になった電力線１６１０も電磁波反射を生じさせるおそ
れがある。
【０１２５】
　外乱検出センサー１６０４ｂは、電磁波反射の大きさを送信デバイス１０１又は１０２
により送信される元の電磁波の大きさと比較して、電力線１６１０内の下流外乱が伝送を
減衰させる量を特定する回路を含むことができる。外乱検出センサー１６０４ｂは、スペ
クトル分析を反射波に対して実行するスペクトル分析器回路を更に含むことができる。ス
ペクトル分析器回路により生成されるスペクトルデータは、パターン認識、専門家システ
ム、曲線フィッティング、整合フィルタリング、又は他の人工知能、分類、若しくは比較
技法を介してスペクトルプロファイルと比較されて、例えば、スペクトルデータに最も密
に一致するスペクトルプロファイルに基づいて外乱のタイプを識別することができる。ス
ペクトルプロファイルは、外乱検出センサー１６０４ｂのメモリに記憶することができ、
又は外乱検出センサー１６０４ｂによりリモートアクセス可能であり得る。プロファイル
は、電力線１６１０上で直面する可能性がある異なる外乱をモデリングして、外乱検出セ
ンサー１６０４ｂが外乱をローカルに識別できるようにするスペクトルデータを含むこと
ができる。既知である場合、外乱の識別は、基地局１６１４を経由してネットワーク管理
システム１６０１に報告することができる。外乱検出センサー１６０４ｂは、送信デバイ
ス１０１又は１０２を利用して、電磁波をテスト信号として送信し、電磁波反射の往復時
間を特定することもできる。外乱検出センサー１６０４ｂにより測定される往復時間を使
用して、反射が生じるポイントまで電磁波が進行する距離を計算することができ、それに
より、外乱検出センサー１６０４ｂは、送信デバイス１０１又は１０２から電力線１６１
０上の下流の外乱までの距離を計算することができる。
【０１２６】
　計算された距離は、基地局１６１４を経由してネットワーク管理システム１６０１に報
告することができる。１つの実施形態において、電力線１６１０上の導波路システム１６
０２の位置は、ネットワーク管理システム１６０１にとって既知であり得、ネットワーク
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管理システム１６０１はその位置を用いて、電力網の既知のトポロジーに基づいて電力線
１６１０上の外乱の位置を特定することができる。別の実施形態において、導波路システ
ム１６０２は、その位置をネットワーク管理システム１６０１に提供して、電力線１６１
０上の外乱の位置の特定を支援することができる。導波路システム１６０２の位置は、導
波路システム１６０２により、導波路システム１６０２のメモリに記憶された導波路シス
テム１６０２の予めプログラムされた位置から取得することができ、又は導波路システム
１６０２は、導波路システム１６０２に含まれるＧＰＳ受信機（図示せず）を用いてその
位置を特定することができる。
【０１２７】
　電力管理システム１６０５は、導波路システム１６０２の上述したコンポーネントにエ
ネルギーを提供する。電力管理システム１６０５は、太陽電池から、又は電力線１６１０
に結合された変圧器（図示せず）から、又は電力線１６１０若しくは別の付近の電力線へ
の誘導結合によりエネルギーを受け取ることができる。電力管理システム１６０５は、予
備電池及び／又は超コンデンサ又は一時的な電力を導波路システム１６０２に提供する他
のコンデンサ回路を含むこともできる。エネルギー損失センサー１６０４ｃは、導波路シ
ステム１６０２が電力損失状況及び／又は何らかの他の誤作動の発生を有するときを検出
するのに使用することができる。例えば、エネルギー損失センサー１６０４ｃは、太陽電
池の欠陥、太陽電池を誤作動させる太陽電池への妨げ、電力線１６１０上の電力損失に起
因する電力損失があるとき及び／又は予備電池の期限切れ又は超コンデンサでの検出可能
な欠陥に起因して予備電力系統が誤作動するときを検出することができる。誤作動及び／
又は電力損失が生じる場合、エネルギー損失センサー１６０４ｃは、基地局１６１４を経
由してネットワーク管理システム１６０１に通知することができる。
【０１２８】
　雑音センサー１６０４ｄは、電力線１６１０上の電磁波の伝送に悪影響を及ぼすおそれ
がある電力線１６１０上の雑音を測定するのに使用することができる。雑音センサー１６
０４ｄは、予期されない電磁干渉、雑音バースト、又は電力線１６１０の表面上での変調
電磁波の受信を妨げるおそれがある他の外乱源を検知することができる。雑音バーストは
、例えば、コロナ放電又は他の雑音源により生じる可能性がある。雑音センサー１６０４
ｄは、パターン認識、専門家システム、曲線フィッティング、整合フィルタリング、又は
他の人工知能、分類、若しくは比較技法を介して、測定された雑音を、雑音プロファイル
の内部データベース又は雑音プロファイルを記憶するリモートに配置されたデータベース
から導波路システム１６０２により取得される雑音プロファイルと比較することができる
。比較から、雑音センサー１６０４ｄは、例えば、測定された雑音への最も密な一致を提
供する雑音プロファイルに基づいて雑音源（例えば、コロナ放電等）を識別することがで
きる。雑音センサー１６０４ｄは、ビットエラーレート、パケット損失率、ジッタ、パケ
ット再送要求等の伝送メトリックを測定することにより、雑音が伝送にどのように影響す
るかを検出することもできる。雑音センサー１６０４ｄは、基地局１６１４を経由して、
中でも特に雑音源の識別情報、雑音の発生時刻、及び伝送メトリックをネットワーク管理
システム１６０１に報告することができる。
【０１２９】
　振動センサー１６０４ｅは、電力線１６１０上の２Ｄ又は３Ｄ振動を検出する加速度計
及び／又はジャイロスコープを含むことができる。振動は、パターン認識、専門家システ
ム、曲線フィッティング、整合フィルタリング、又は他の人工知能、分類、若しくは比較
技法を介して導波路システム１６０２にローカルに記憶するか、又はリモートデータベー
スから導波路システム１６０２により取得することができる振動プロファイルと比較する
ことができる。振動プロファイルを用いて、例えば、測定された振動への最も密な一致を
提供する振動プロファイルに基づいて、例えば、倒木を突風から区別することができる。
この分析の結果は、振動センサー１６０４ｅにより基地局１６１４を経由してネットワー
ク管理システム１６０１に報告することができる。
【０１３０】
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　環境センサー１６０４ｆは、中でも特に大気圧、周囲温度（温度センサー１６０４ａに
より提供することができる）、風速、湿度、風向き、及び降雨を測定する測定器（ｂａｒ
ｏｍｅｔｅｒ）を含むことができる。環境センサー１６０４ｆは、生の情報を収集し、パ
ターン認識、専門家システム、知識ベースのシステム、又は他の人工知能、分類、若しく
は他の天候モデリング及び予測技法を介して、これを、導波路システム１６０２のメモリ
又はリモートデータベースから取得することができる環境プロファイルと比較することに
よりこの情報を処理して、気象状況が生じる前にその気象状況を予測することができる。
環境センサー１６０４ｆは、生のデータ及びその分析をネットワーク管理システム１６０
１に報告することができる。
【０１３１】
　イメージセンサー１６０４ｇは、導波路システム１６０２の近傍の画像を捕捉するデジ
タルカメラ（例えば、電荷結合素子又はＣＣＤイメージャ、赤外線カメラ等）であり得る
。イメージセンサー１６０４ｇは、複数の視点（例えば、上面、下面、左面、右面等）か
ら電力線１６１０を検査するようにカメラの移動（例えば、実際の位置又は焦点／ズーム
）を制御する電気機械的機構を含むことができる。代替的に、イメージセンサー１６０４
ｇは、複数の視点を取得するために電気機械的機構が必要ないように設計することができ
る。イメージセンサー１６０４ｇにより生成されたイメージングデータの収集及び検索は
、ネットワーク管理システム１６０１により制御することができ、又はイメージセンサー
１６０４ｇにより自律的に収集し、ネットワーク管理システム１６０１に報告することが
できる。
【０１３２】
　導波路システム１６０２は、電力線１６１０（又は任意の他の形態の電磁波伝送媒体）
上の電磁波伝送の伝搬を妨げる可能性がある外乱の検出、予測、及び／又は軽減を目的と
して、導波路システム１６０２及び／又は電力線１６１０に関連付けられたテレメトリ情
報を収集するのに適する可能性がある他のセンサーを利用することができる。
【０１３３】
　ここで、図１６Ｂを参照すると、ブロック図１６５０は、本明細書において説明される
種々の態様による、電力網１６５３を管理するシステム及びそれに組み込まれるか、又は
関連付けられる通信システム１６５５の一例の非限定的な実施形態が示されている。通信
システム１６５５は、電力網１６５３の電力線１６１０に結合される複数の導波路システ
ム１６０２を含む。通信システム１６５５内で使用される導波路システム１６０２の少な
くとも一部分は、基地局１６１４及び／又はネットワーク管理システム１６０１と直接通
信することができる。基地局１６１４又はネットワーク管理システム１６０１に直接接続
されない導波路システム１６０２は、基地局１６１４又はネットワーク管理システム１６
０１に接続された他の下流導波路システム１６０２を経由して、基地局１６１４又はネッ
トワーク管理システム１６０１のいずれかとの通信セッションに従事することができる。
【０１３４】
　ネットワーク管理システム１６０１は、ユーティリティ企業１６５２の機器及び通信サ
ービスプロバイダ１６５４の機器に通信可能に結合されて、電力網１６５３及び通信シス
テム１６５５に関連付けられたステータス情報を各エンティティにそれぞれ提供すること
ができる。ネットワーク管理システム１６０１、ユーティリティ企業１６５２の機器、及
び通信サービスプロバイダ１６５４は、ステータス情報を提供し、及び／又は電力網１６
５３及び／又は通信システム１６５５の管理に人員を向けるために、ユーティリティ企業
人員１６５６により利用される通信デバイス及び／又は通信サービスプロバイダ人員１６
５８により利用される通信デバイスにアクセスすることができる。
【０１３５】
　図１７Ａは、図１６Ａ及び図１６Ｂのシステムの通信ネットワークにおいて生じる外乱
を検出及び軽減する方法１７００の一例の非限定的な実施形態の流れ図を示す。方法１７
００は、ステップ１７０２において開始することができ、導波路システム１６０２は、電
力線１６１０の表面に沿って進行する変調された電磁波又は別のタイプの電磁波に埋め込
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まれるか、若しくはその部分を形成するメッセージを送受信する。メッセージは、音声メ
ッセージ、ストリーミングビデオ、及び／又は通信システム１６５５に通信可能に結合さ
れる通信デバイス間で交換される他のデータ／情報であり得る。ステップ１７０４におい
て、導波路システム１６０２のセンサー１６０４は、検知データを収集することができる
。一実施形態において、検知データは、ステップ１７０２におけるメッセージの送信及び
／又は受信の前、その間、又はその後にステップ１７０４において収集することができる
。ステップ１７０６において、導波路システム１６０２（又はセンサー１６０４自体）は
、検知データから、導波路システム１６０２から発せられた（例えば、送信された）又は
導波路システム１６０２により受信される通信に影響を及ぼす可能性がある通信システム
１６５５内の外乱の実際の発生又は予測される発生を特定することができる。導波路シス
テム１６０２（又はセンサー１６０４）は、温度データ、信号反射データ、エネルギー損
失データ、雑音データ、振動データ、環境データ、又はそれらの任意の組み合わせを処理
してこの特定を行うことができる。導波路システム１６０２（又はセンサー１６０４）は
、通信システム１６５５における外乱の原因及び／又はその位置を検出、識別、推定、又
は予測することもできる。ステップ１７０８において、外乱が検出／識別されず、また予
測／推定されない場合、導波路システム１６０２はステップ１７０２に進むことができ、
電力線１６１０の表面に沿って進行する変調された電磁波に組み込まれるか、又はその一
部を形成するメッセージを引き続き送受信する。
【０１３６】
　ステップ１７０８において、外乱が検出／識別されるか、又は発生が予測／推定される
場合、導波路システム１６０２はステップ１７１０に進み、外乱が通信システム１６５５
におけるメッセージの送信又は受信に悪影響を及ぼす可能性があるか否か（又は代替的に
、悪影響を及ぼす傾向があるか否か、又は悪影響を及ぼす可能性がある程度）を判断する
。１つの実施形態において、持続時間閾値及び発生頻度閾値をステップ１７１０において
用いて、外乱が通信システム１６５５における通信に悪影響を及ぼすときを特定すること
ができる。単に例示を目的として、持続時間閾値が５００ｍｓに設定される一方、発生頻
度閾値が、１０秒の観測期間中に５回の外乱発生に設定されると仮定する。したがって、
５００ｍｓよりも長い持続時間を有する外乱は、持続時間閾値をトリガーする。更に、１
０秒の時間間隔中に６回以上発生する外乱は、発生頻度閾値をトリガーする。
【０１３７】
　１つの実施形態において、外乱は、持続時間閾値のみを超える場合、通信システム１６
５５における信号完全性に悪影響を及ぼすと見なすことができる。別の実施形態において
、外乱は、持続時間閾値及び発生頻度閾値の両方を超える場合、通信システム１６５５に
おける信号完全性に悪影響を及ぼすと見なすことができる。したがって、通信システム１
６５５における信号完全性に悪影響を及ぼす外乱の分類に関して、後者の実施形態は、前
者の実施形態よりも保守的である。例示的な実施形態により、多くの他のアルゴリズム並
びに関連するパラメータ及び閾値をステップ１７１０で利用し得ることが理解されよう。
【０１３８】
　再び方法１７００を参照すると、ステップ１７１０において、ステップ１７０８におい
て検出された外乱が、悪影響を受ける通信の条件を満たさない（例えば、持続時間閾値も
発生頻度閾値も超えない）場合、導波路システム１６０２はステップ１７０２に進み、メ
ッセージの処理を続けることができる。例えば、ステップ１７０８において検出された外
乱が、１ｍｓの持続時間及び１０秒の時間期間中に１回の発生を有する場合、いずれの閾
値も超えない。したがって、そのような外乱は、通信システム１６５５における信号完全
性に対してわずかにのみ影響するものとして見なすことができ、したがって、軽減が必要
な外乱としてフラグ付けられない。フラグ付けられないが、外乱の発生、その発生時刻、
その発生頻度、スペクトルデータ、及び／又は他の有用情報は、モニタリングを目的とし
て、テレメトリデータとしてネットワーク管理システム１６０１に報告することができる
。
【０１３９】
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　再びステップ１７１０を参照すると、他方では、外乱が、悪影響を受ける通信の条件を
満たす（例えば、いずれか一方又は両方の閾値を超える）場合、導波路システム１６０２
はステップ１７１２に進み、インシデントをネットワーク管理システム１６０１に報告す
ることができる。報告は、センサー１６０４により収集された生の検知データ、導波路シ
ステム１６０２により既知の場合、外乱の記述、外乱の発生時刻、外乱の発生頻度、外乱
に関連付けられた位置、ビットレートエラー、パケット損失率、再送要求、ジッタ、待ち
時間等のパラメータ読み取り値等を含むことができる。外乱が導波路システム１６０２の
１つ又は複数のセンサーによる予測に基づく場合、報告は、予期される外乱のタイプ及び
予測可能な場合、外乱の予測発生時刻、及び予測が導波路システム１６０２のセンサー１
６０４により収集された過去検知データに基づく場合、予測される外乱の予測発生頻度を
含むことができる。
【０１４０】
　ステップ１７１４において、ネットワーク管理システム１６０１は、軽減、迂回、又は
修正技法を決定することができ、技法は、外乱の位置を特定することができる場合、トラ
フィックを再ルーティングして、外乱を迂回するように導波路システム１６０２に指示す
ることを含み得る。１つの実施形態において、外乱を検出する導波路結合デバイス１４０
２は、外乱による影響を受ける一次電力線から二次電力線に導波路システム１６０２を接
続して、導波路システム１６０２がトラフィックを異なる伝送媒体に再ルーティングし、
外乱を回避できるようにするように、図１３及び図１４に示される等のリピーターを指示
することができる。導波路システム１６０２がリピーターとして構成される一実施形態に
おいて、導波路システム１６０２は、それ自体、一次電力線から二次電力線へのトラフィ
ックの再ルーティングを実行することができる。双方向通信（例えば、全二重又は半二重
通信）の場合、リピーターは、導波路システム１６０２による処理のために、トラフィッ
クを二次電力線から再び一次電力線に再ルーティングするように構成し得ることに更に留
意されたい。
【０１４１】
　別の実施形態において、導波路システム１６０２は、外乱を回避するようにトラフィッ
クを一次電力線から二次電力線に一時的にリダイレクトし、且つ一次電力線に戻るように
外乱の上流にある第１のリピーター及び外乱の下流にある第２のリピーターに指示するこ
とにより、トラフィックをリダイレクトすることができる。双方向通信（例えば、全二重
又は半二重通信）の場合、リピーターは、トラフィックを二次電力線から再び一次電力線
に再ルーティングするように構成し得ることに更に留意されたい。
【０１４２】
　二次電力線で生じている既存の通信セッションへの割り込みを回避するために、ネット
ワーク管理システム１６０１は、二次電力線の未使用タイムスロット及び／又は周波数帯
域を利用して、データ及び／又は音声トラフィックを一次電力線から離れてリダイレクト
し、外乱を迂回するようにリピーターに命令するように導波路システム１６０２に指示す
ることができる。
【０１４３】
　ステップ１７１６において、外乱を回避するために、トラフィックが再ルーティングさ
れている間、ネットワーク管理システム１６０１は、ユーティリティ企業１６５２の機器
及び／又は通信サービスプロバイダ１６５４の機器に、検出された外乱及び既知である場
合にはその位置を通知することができ、これらの機器は、次にユーティリティ企業１６５
６の人員及び／又は通信サービスプロバイダ１６５８の人員に通知することができる。い
ずれかの当事者からの現場の人員は、特定された外乱位置において外乱に対応し、解決す
ることができる。外乱がユーティリティ企業の人員及び／又は通信サービスプロバイダの
人員によりなくなるか又は他に軽減されると、そのような人員は、現場の機器（例えば、
ネットワーク管理システム１６０１に通信可能に結合されるラップトップコンピューター
、スマートフォン等）、及び／又はユーティリティ企業の機器、及び／又は通信サービス
プロバイダの機器を利用して、各企業及び／又はネットワーク管理システム１６０１に通
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知することができる。通知は、外乱がどのように軽減されたか及び通信システム１６５５
のトポロジーを変更する可能性がある電力線１６１０への任意の変更の記述を含むことが
できる。
【０１４４】
　外乱が解決されると（判断１７１８において判断されるように）、ネットワーク管理シ
ステム１６０１は、導波路システム１６０２により使用された前のルーティング構成を復
元するか、又は外乱の軽減に用いられた復元方法により通信システム１６５５の新しいネ
ットワークトポロジーが生成された場合、新しいルーティング構成に従ってトラフィック
をルーティングするように、ステップ１７２０において導波路システム１６０２に指示す
ることができる。別の実施形態において、導波路システム１６０２は、テスト信号を電力
線１６１０上に送信して、外乱がなくなったときを検出することにより、外乱の軽減をモ
ニタリングするように構成することができる。導波路システム１６０２は、外乱がないこ
とを検出すると、通信システム１６５５のネットワークトポロジーが変更されていないと
判断する場合、ネットワーク管理システム１６０１による支援なしでルーティング構成を
自律的に復元することができ、又は検出された新しいネットワークトポロジーに適合する
新しいルーティング構成を利用することができる。
【０１４５】
　図１７Ｂは、図１６Ａ及び図１６Ｂのシステムの通信ネットワークにおいて生じる外乱
を検出及び軽減する方法１７５０の一例の非限定的な実施形態の流れ図を示す。１つの実
施形態では、方法１７５０はステップ１７５２において開始することができ、ネットワー
ク管理システム１６０１は、ユーティリティ企業１６５２の機器又は通信サービスプロバ
イダ１６５４の機器から保守計画に関連付けられた保守情報を受信する。ネットワーク管
理システム１６０１は、ステップ１７５４において、保守情報から、保守計画中に実行さ
れる保守活動を識別することができる。これらの活動から、ネットワーク管理システム１
６０１は、保守から生じる外乱（例えば、電力線１６１０の計画された交換、電力線１６
１０上の導波路システム１６０２の計画された交換、電力網１６５３内の電力線１６１０
の計画された再構成等）を検出することができる。
【０１４６】
　別の実施形態において、ネットワーク管理システム１６０１は、ステップ１７５５にお
いて、テレメトリ情報を１つ又は複数の導波路システム１６０２から受信することができ
る。テレメトリ情報は、中でも特にテレメトリ情報を提出する各導波路システム１６０２
の識別情報、各導波路システム１６０２のセンサー１６０４により取られた測定値、各導
波路システム１６０２のセンサー１６０４により検出されたか、予測されたか、推定され
たか、又は実際の外乱に関連する情報、各導波路システム１６０２に関連付けられた位置
情報、検出された外乱の推定位置、外乱の識別情報等を含むことができる。ネットワーク
管理システム１６０１は、テレメトリ情報から、導波路の動作、電線表面に沿った電磁波
の伝送、又は両方に不利である可能性がある外乱のタイプを特定することができる。ネッ
トワーク管理システム１６０１は、複数の導波路システム１６０２からのテレメトリ情報
を用いて外乱を分離し識別することもできる。更に、ネットワーク管理システム１６０１
は、影響を受けた導波路システム１６０２の近傍にある導波路システム１６０２からテレ
メトリ情報を要求して、外乱の位置を三角測量で特定し、及び／又は他の導波路システム
１６０２から同様のテレメトリ情報を受信することにより外乱の識別を確認することがで
きる。
【０１４７】
　更に別の実施形態において、ネットワーク管理システム１６０１は、ステップ１７５６
において、非計画活動報告を保守現場人員から受信することができる。非計画保守は、計
画されない現場の呼び出しの結果として、又は現場での呼び出し中又は計画された保守活
動中に発見された予期されない現場の問題の結果として行うことができる。活動報告は、
通信システム１６５５及び／又は電力網１６５３において発見された問題に現場の人員が
対処したことから生じる電力網１６５３のトポロジー構成への変更、１つ又は複数の導波
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路システム１６０２への変更（その交換又は修理等）、外乱がある場合に実行される外乱
の軽減等を識別することができる。
【０１４８】
　ステップ１７５８において、ネットワーク管理システム１６０１は、ステップ１７５２
～１７５６に従って受信する報告から、保守計画に基づいて外乱が生じるか否か、又はテ
レメトリデータに基づいて、外乱が生じたか否か若しくは生じると予測されるか否か、又
は外乱が現場活動報告で識別される非計画保守に起因して生じたか否かを判断することが
できる。これらの任意の報告から、ネットワーク管理システム１６０１は、検出又は予測
される外乱が、影響を受ける導波路システム１６０２又は通信システム１６５５の他の導
波路システム１６０２によるトラフィックの再ルーティングを必要とするか否かを判断す
ることができる。
【０１４９】
　ステップ１７５８において外乱が検出又は予測される場合、ネットワーク管理システム
１６０１はステップ１７６０に進むことができ、ネットワーク管理システム１６０１は、
外乱を迂回するようトラフィックを再ルーティングするように１つ又は複数の導波路シス
テム１６０２に指示することができる。外乱が電力網１６５３の永久的なトポロジー変更
に起因して永久的である場合、ネットワーク管理システム１６０１はステップ１７７０に
進み、ステップ１７６２、１７６４、１７６６、及び１７７２をスキップすることができ
る。ステップ１７７０において、ネットワーク管理システム１６０１は、新しいトポロジ
ーに適合する新しいルーティング構成を用いるように１つ又は複数の導波路システム１６
０２に指示することができる。しかし、外乱が１つ又は複数の導波路システム１６０２に
より供給されるテレメトリ情報から検出された場合、ネットワーク管理システム１６０１
は、ユーティリティ企業１６５６又は通信サービスプロバイダ１６５８の保守人員に外乱
の位置、既知である場合には外乱のタイプ、及びそのような人員が外乱を軽減するのに有
用である可能性がある関連情報を通知することができる。外乱が保守活動に起因すると予
期される場合、ネットワーク管理システム１６０１は、保守計画中の保守活動により生じ
る外乱を回避するよう所与の計画（保守計画と一貫する）でトラフィックルートを再構成
するように１つ又は複数の導波路システム１６０２に指示することができる。
【０１５０】
　再びステップ１７６０に戻り、ステップ１７６０が完了すると、プロセスはステップ１
７６２に続くことができる。ステップ１７６２において、ネットワーク管理システム１６
０１は、外乱が現場の人員により軽減されたときをモニタリングすることができる。外乱
の軽減は、現場の機器（例えば、ラップトップコンピューター又はハンドヘルドコンピュ
ーター／デバイス）を利用して通信ネットワーク（例えば、セルラー通信システム）を介
して、現場の人員によりネットワーク管理システム１６０１に提出された現場の報告を分
析することにより、ステップ１７６２において検出することができる。外乱が軽減された
ことを現場の人員が報告した場合、ネットワーク管理システム１６０１はステップ１７６
４に進み、現場の報告から、外乱の軽減にトポロジー変更が必要であったか否かを判断す
ることができる。トポロジー変更は、電力線１６１０の再ルーティング、異なる電力線１
６１０を利用するような導波路システム１６０２の再構成、他に代替のリンクを利用して
外乱を迂回すること等を含むことができる。トポロジー変更が行われた場合、ネットワー
ク管理システム１６０１は、ステップ１７７０において、１つ又は複数の導波路システム
１６０２に、新しいトポロジーに適合した新しいルーティング構成を用いるように指示す
ることができる。
【０１５１】
　しかし、トポロジー変更が現場の人員により報告されなかった場合、ネットワーク管理
システム１６０１はステップ１７６６に進むことができ、ネットワーク管理システム１６
０１は、テスト信号を送信して、外乱検出前に用いられていたルーティング構成をテスト
するように１つ又は複数の導波路システム１６０２に指示することができる。テスト信号
は、外乱近傍の影響を受けた導波路システム１６０２に送信することができる。テスト信
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号を用いて、信号外乱（例えば、電磁波反射）が任意の導波路システム１６０２により検
出されるか否かを判断することができる。テスト信号により、前のルーティング構成がも
はや前に検出された外乱を受けていないことが確認される場合、ネットワーク管理システ
ム１６０１は、ステップ１７７２において、影響を受けた導波路システム１６０２に前の
ルーティング構成を復元するように指示することができる。しかし、１つ又は複数の導波
路結合デバイス１４０２により分析され、ネットワーク管理システム１６０１に報告され
たテスト信号により、その外乱又は新しい外乱が存在することが示される場合、ネットワ
ーク管理システム１６０１はステップ１７６８に進み、この情報を現場の人員に報告して
、現場の問題に更に対処する。ネットワーク管理システム１６０１は、この状況において
、ステップ１７６２における外乱の軽減のモニタリングを続けることができる。
【０１５２】
　上記実施形態において、導波路システム１６０２は、電力網１６５３の変更及び／又は
外乱の軽減に自己適合するように構成することができる。すなわち、１つ又は複数の影響
を受けた導波路システム１６０２は、外乱の軽減を自己モニタリングし、ネットワーク管
理システム１６０１による指示の送信を必要とせずにトラフィックルートを再構成するよ
うに構成することができる。この実施形態において、自己構成可能な１つ又は複数の導波
路システム１６０２は、ネットワーク管理システム１６０１に導波路システム１６０２の
ルーティングの選択を通知することができ、それにより、ネットワーク管理システム１６
０１は、通信システム１６５５の通信トポロジーのマクロレベルビューを維持することが
できる。
【０１５３】
　説明を簡単にするために、各プロセスは図１７Ａ及び図１７Ｂの一連のブロックとして
それぞれ示され説明されるが、請求項に記載される趣旨がブロックの順序により限定され
ず、幾つかのブロックが、本明細書において示され説明されるものと異なる順序で、及び
／又は他のブロックと同様に行われ得ることが理解及び認識される。更に、示される全て
のブロックが、本明細書において説明される方法の実施に必要とされないことがあり得る
。
【０１５４】
　ここで、図１８Ａを参照すると、本開示の種々の態様による通信システム１８００の一
例の非限定的な実施形態を示すブロック図が示されている。通信システム１８００は、１
つ又は複数のセクタ（例えば、６つ以上のセクタ）をカバーするアンテナを有する基地局
又はアクセスポイント等のマクロ基地局１８０２を含むことができる。マクロ基地局１８
０２は、マクロ基地局１８０２のカバレッジエリア内部又はカバレッジエリアを越えた様
々な地理的場所に分散した他の通信ノード１８０４Ｂ～Ｅのマスタノード又は分散ノード
として機能する通信ノード１８０４Ａに通信可能に結合することができる。通信ノード１
８０４は、モバイルデバイス（例えば、携帯電話）及び／又は任意の通信ノード１８０４
に無線で結合された固定／静止デバイス（例えば、住宅又は商業施設内の通信デバイス）
等のクライアントデバイスに関連する通信トラフィックを処理するように構成された分散
アンテナシステムとして動作する。特に、マクロ基地局１８０２の無線リソースは、特定
のモバイルデバイス及び／又は静止デバイスがモバイルデバイス又は静止デバイスの通信
範囲内の通信ノード１８０４の無線リソースを利用できるようにし、且つ／又はそうする
ようにリダイレクトすることにより、モバイルデバイスに提供することができる。
【０１５５】
　通信ノード１８０４Ａ～Ｅは、インターフェース１８１０を介して互いに通信可能に結
合することができる。一実施形態では、インターフェース１８１０は、有線又はテザーイ
ンターフェース（例えば、光ファイバケーブル）を含むことができる。他の実施形態では
、インターフェース１８１０は、無線分散アンテナシステムを形成する無線ＲＦインター
フェースを含むことができる。様々な実施形態において、通信ノード１８０４Ａ～Ｅは、
マクロ基地局１８０２により提供される命令に従ってモバイルデバイス及び静止デバイス
に通信サービスを提供するように構成することができる。しかし、他の動作例では、通信
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ノード１８０４Ａ～Ｅは、単に、個々の通信ノード１８０４Ａ～Ｅの全体範囲を通してマ
クロ基地局１８０２のカバレッジを広げるアナログリピーターとして動作する。
【０１５６】
　マイクロ基地局（通信ノード１８０４として示される）は、幾つかの点でマクロ基地局
と異なり得る。例えば、マイクロ基地局の通信範囲は、マクロ基地局の通信範囲よりも小
さい範囲であり得る。したがって、マイクロ基地局による消費電力は、マクロ基地局によ
る消費電力よりも小さい電力であり得る。マイクロ基地局は、任意選択的に、通信するモ
バイルデバイス及び／又は静止デバイス及び特定のモバイルデバイス又は静止デバイスと
通信する際、マイクロ基地局が使用すべき搬送周波数、スペクトルセグメント、及び／又
はそのようなスペクトルセグメントのタイムスロットスケジュールについてマイクロ基地
局に指示する。これらの場合、マクロ基地局によるマイクロ基地局の制御は、マスタ－ス
レーブ構成又は他の適する制御構成で実行することができる。独立して動作するか又はマ
クロ基地局１８０２の制御下で動作するかに関係なく、マイクロ基地局のリソースは、マ
クロ基地局１８０２が利用するリソースよりも単純で低コストであり得る。
【０１５７】
　ここで、図１８Ｂを参照すると、図１８Ａの通信システム１８００の通信ノード１８０
４Ｂ～Ｅの一例の非限定的な実施形態を示すブロック図が示されている。この説明では、
通信ノード１８０４Ｂ～Ｅは、灯柱等のユーティリティ器具に配置される。他の実施形態
では、通信ノード１８０４Ｂ～Ｅの幾つかは、建物、電柱、又は配電及び／若しくは通信
回線に使用される柱に配置することができる。これらの例示では、通信ノード１８０４Ｂ
～Ｅは、この説明では無線インターフェースとして示されているインターフェース１８１
０を介して互いに通信するように構成することができる。通信ノード１８０４Ｂ～Ｅは、
１つ又は複数の通信プロトコル（例えば、ＬＴＥ信号又は他の４Ｇ信号等の第四世代（４
Ｇ）無線信号、第五世代（５Ｇ）無線信号、ＷｉＭＡＸ、８０２．１１信号、超広帯域信
号等）に準拠する無線インターフェース１８１１を介してモバイルデバイス又は静止デバ
イス１８０６Ａ～Ｃと通信するように構成することもできる。通信ノード１８０４は、イ
ンターフェース１８１１を介してモバイルデバイス又は静止デバイスと通信するために使
用される動作周波数（例えば、１．９ＧＨｚ）よりも高い（例えば、２８ＧＨｚ、３８Ｇ
Ｈｚ、６０ＧＨｚ、８０ＧＨｚ、又は８０ＧＨ超）値であり得る動作周波数において、イ
ンターフェース１８１０を介して信号を交換するように構成することができる。高搬送周
波数及び広帯域幅を通信ノード１８０４間の通信に使用することができ、それにより、通
信ノード１８０４は、後述する図１９Ａのスペクトルダウンリンク及びアップリンク図に
示されるように、１つ又は複数の異なる周波数帯域（例えば、９００ＭＨｚ帯域、１．９
ＧＨｚ帯域、２．４ＧＨｚ帯域、及び／又は５．８ＧＨｚ帯域等）及び／又は１つ又は複
数の異なるプロトコルを介して通信サービスを複数のモバイルデバイス又は静止デバイス
に提供することができる。特にインターフェース１８１０がワイヤ上の導波される波動通
信システムを介して実施される他の実施形態では、より低周波数範囲（例えば、２～６Ｇ
Ｈｚ、４～１０ＧＨｚ等の範囲内）における広帯域スペクトルを利用することができる。
【０１５８】
　ここで、図１８Ｃ及び図１８Ｄを参照すると、図１８Ａの通信システム１８００の通信
ノード１８０４の一例の非限定的な実施形態を示すブロック図が示されている。通信ノー
ド１８０４は、図１８Ｃに示される電気柱又は電柱等のユーティリティ器具の支持構造１
８１８に取り付けることができる。通信ノード１８０４は、通信ノード１８０４の一端部
に取り付けられるプラスチック又は他の適する材料で構築されたアーム１８２０を用いて
支持構造１８１８に固定することができる。通信ノード１８０４は、通信ノード１８０４
の構成要素を覆うプラスチック筐体組立体１８１６を更に含むことができる。通信ノード
１８０４は、電力線１８２１（例えば、１１０／２２０ＶＡＣ）を介して給電することが
できる。電力線１８２１は、灯柱からのものであり得、又は電柱の電力線に結合され得る
。
【０１５９】



(39) JP 2019-535172 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

　通信ノード１８０４が、図１８Ｂに示されるように、他の通信ノード１８０４と無線で
通信する実施形態では、通信ノード１８０４の上面１８１２（図１８Ｄにも示されている
）は、例えば、図１４に示される送受信機１４００等の１つ又は複数の送受信機に全体的
又は部分的に結合される複数のアンテナ１８２２（例えば、金属面のない１６の誘電体ア
ンテナ）を含み得る。上面１８１２の複数のアンテナ１８２２のそれぞれは、通信ノード
１８０４のセクタとして動作することができ、各セクタは、セクタの通信範囲内の少なく
とも１つの通信ノード１８０４と通信するように構成される。代替的に又は組み合わせて
、通信ノード１８０４間のインターフェース１８１０は、テザーインターフェース（例え
ば、光ファイバケーブル又は上述したように導波される電磁波の輸送に使用される電力線
）であり得る。他の実施形態では、インターフェース１８１０は、通信ノード１８０４間
で異なり得る。すなわち、通信ノード１８０４によっては、無線インターフェースを介し
て通信するものもあれば、テザーインターフェースを介して通信するものもある。更に他
の実施形態では、幾つかの通信ノード１８０４は、無線インターフェースとテザーインタ
ーフェースとの組み合わせを利用し得る。
【０１６０】
　通信ノード１８０４の下面１８１４も、モバイルデバイス又は静止デバイス１８０６に
適した搬送周波数において１つ又は複数のモバイルデバイス又は静止デバイス１８０６と
無線で通信するための複数のアンテナ１８２４を含み得る。上述したように、図１８Ｂに
示される無線インターフェース１８１１を介してモバイルデバイス又は静止デバイスと通
信するために通信ノード１８０４によって使用される搬送周波数は、インターフェース１
８１０を介して通信ノード１８０４間で通信するために使用される搬送周波数と異なり得
る。通信ノード１８０４の下部１８１４の複数のアンテナ１８２４は、例えば、図１４に
示される送受信機１４００等の送受信機を全体的又は部分的に利用することもできる。
【０１６１】
　ここで、図１９Ａを参照すると、基地局が図１８Ａの通信ノード１８０４と通信できる
ようにするダウンリンク及びアップリンク通信技法の一例の非限定的な実施形態を示すブ
ロック図が示されている。図１９Ａの例示では、ダウンリンク信号（すなわちマクロ基地
局１８０２から通信ノード１８０４に向けられる信号）は、スペクトル的に、制御チャネ
ル１９０２、通信ノード１８０４が１つ又は複数のモバイルデバイス又は静止デバイス１
９０６と通信できるようにするために元／ネイティブの周波数帯域に周波数変換すること
ができる変調信号をそれぞれ含むダウンリンクスペクトルセグメント１９０６、及び通信
ノード１９０４間に生まれる歪みを軽減するためにスペクトルセグメント１９０６の幾つ
か又は全てに供給することができるパイロット信号１９０４に分けることができる。パイ
ロット信号１９０４は、下流通信ノード１８０４の上面１８１６の（テザー又は無線）送
受信機によって処理されて、受信信号からの歪み（例えば、位相歪み）を除去することが
できる。各ダウンリンクスペクトルセグメント１９０６には、対応するパイロット信号１
９０４及びスペクトルセグメント１９０６内の周波数チャネル（又は周波数スロット）に
配置された１つ又は複数のダウンリンク変調信号を含むのに十分に広い帯域幅１９０５（
例えば、５０ＭＨｚ）を割り振ることができる。変調信号は、セルラーチャネル、ＷＬＡ
Ｎチャネル、又は１つ若しくは複数のモバイルデバイス若しくは静止デバイス１８０６と
通信するために通信ノード１８０４によって使用することができる他の変調通信信号（例
えば、１０～２０ＭＨｚ）を表すことができる。
【０１６２】
　ネイティブ／元の周波数帯域において、モバイル通信デバイス又は静止通信デバイスに
より生成されるアップリンク変調信号は、周波数変換することができ、それによりアップ
リンクスペクトルセグメント１９１０における周波数チャネル（又は周波数スロット）に
あり得る。アップリンク変調信号は、セルラーチャネル、ＷＬＡＮチャネル、又は他の変
調通信信号を表すことができる。各アップリンクスペクトルセグメント１９１０には、同
様又は同じ帯域幅１９０５を割り振り、上流通信ノード１８０４及び／又はマクロ基地局
１８０２が歪み（例えば、位相歪み）を除去できるようにするために幾つかの又は各スペ
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クトルセグメント１９１０に提供することができるパイロット信号１９０８を含むことが
できる。
【０１６３】
　示される実施形態では、ダウンリンクスペクトルセグメント１９０６及びアップリンク
スペクトルセグメント１９１０のそれぞれは、任意の数のネイティブ／元の周波数帯域（
例えば、９００ＭＨｚ帯域、１．９ＧＨｚ帯域、２．４ＧＨｚ帯域、及び／又は５．８Ｇ
Ｈｚ帯域等）から周波数変換された変調信号で占めることができる複数の周波数チャネル
（又は周波数スロット）を含む。変調信号は、ダウンリンクスペクトルセグメント１９０
６及びアップリンクスペクトルセグメント１９１０内の隣接する周波数チャネルにアップ
コンバートすることができる。このようにして、ダウンリンクスペクトルセグメント１９
０６内の幾つかの隣接する周波数チャネルは、元々、同じネイティブ／元の周波数帯域内
にあった変調信号を含むこともできる一方、ダウンリンクスペクトルセグメント１９０６
内の他の隣接する周波数チャネルは、元々、異なるネイティブ／元の周波数帯域にあった
が、ダウンリンクスペクトルセグメント１９０６の隣接する周波数チャネルに配置される
ように周波数変化された変調信号を含むこともできる。例えば、１．９ＧＨｚ帯域内の第
１の変調信号及び同じ周波数帯域（すなわち１．９ＧＨｚ）内の第２の変調信号は、周波
数変換することができ、それによりダウンリンクスペクトルセグメント１９０６の隣接す
る周波数チャネルに位置決めすることができる。別の例示では、１．９ＧＨｚ帯域内の第
１の変調信号及び異なる周波数帯域（すなわち２．４ＧＨｚ）内の第２の通信信号は、周
波数変換することができ、それによりダウンリンクスペクトルセグメント１９０６の隣接
する周波数チャネルに位置決めすることができる。したがって、ダウンリンクスペクトル
セグメント１９０６の周波数チャネルは、同じ又は異なるシグナリングプロトコル及び同
じ又は異なるネイティブ／元の周波数帯域の変調信号の任意の組み合わせで占めることが
できる。
【０１６４】
　同様に、アップリンクスペクトルセグメント１９１０内の幾つかの隣接する周波数チャ
ネルは、元々、同じ周波数帯域にあった変調信号を含むこともできる一方、アップリンク
スペクトルセグメント１９１０内の隣接する周波数チャネルは、元々、異なるネイティブ
／元の周波数帯域にあったが、アップリンクセグメント１９１０の隣接する周波数チャネ
ルに配置されるように周波数変化された変調信号を含むこともできる。例えば、２．４Ｇ
Ｈｚ帯域内の第１の通信信号及び同じ周波数帯域（すなわち２．４ＧＨｚ）内の第２の通
信信号は、周波数変換することができ、それによりアップリンクスペクトルセグメント１
９１０の隣接する周波数チャネルに位置決めすることができる。別の例示では、１．９Ｇ
Ｈｚ帯域内の第１の通信信号及び異なる周波数帯域（すなわち２．４ＧＨｚ）内の第２の
通信信号は、周波数変換することができ、それによりアップリンクスペクトルセグメント
１９０６の隣接する周波数チャネルに位置決めすることができる。したがって、アップリ
ンクスペクトルセグメント１９１０の周波数チャネルは、同じ又は異なるシグナリングプ
ロトコル及び同じ又は異なるネイティブ／元の周波数帯域の変調信号の任意の組み合わせ
で占めることができる。ダウンリンクスペクトルセグメント１９０６及びアップリンクス
ペクトルセグメント１９１０は、それら自体、互いに隣接することができ、そこへのスペ
クトル割り振りに応じて保護帯域のみによって分離され得、又は他により大きい周波数間
隔によって分離され得ることに留意されたい。
【０１６５】
　ここで、図１９Ｂを参照すると、通信ノードの一例の非限定的な実施形態を示すブロッ
ク図１９２０が示されている。特に、無線分散アンテナシステムの通信ノード１８０４Ａ
等の通信ノードデバイスは、基地局インターフェース１９２２、デュプレクサ／ダイプレ
クサ組立体１９２４、並びに２つの送受信機１９３０及び１９３２を含む。しかしながら
、通信ノード１８０４Ａがマクロ基地局１８０２等の基地局と同じ場所にある場合、デュ
プレクサ／ダイプレクサ組立体１９２４及び送受信機１９３０を省くことができ、送受信
機１９３２は、基地局インターフェース１９２２に直接結合され得ることに留意されたい
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。
【０１６６】
　様々な実施形態では、基地局インターフェース１９２２は、１つ又は複数のモバイル通
信デバイス等のクライアントデバイスに送信するために、第１のスペクトルセグメントに
１つ又は複数のダウンリンクチャネルを有する第１の変調信号を受信する。第１のスペク
トルセグメントは、第１の変調信号の元／ネイティブの周波数帯域を表す。第１の変調信
号は、ＬＴＥ又は他の４Ｇ無線プロトコル、５Ｇ無線通信プロトコル、超広帯域プロトコ
ル、ＷｉＭＡＸプロトコル、８０２．１１又は他の無線ローカルエリアネットワークプロ
トコル、及び／又は他の通信プロトコル等のシグナリングプロトコルに準拠する１つ又は
複数のダウンリンク通信チャネルを含むことができる。デュプレクサ／ダイプレクサ組立
体１９２４は、自由空間無線信号として、通信ノード１８０４Ａの範囲内の１つ又は複数
のモバイル通信デバイスと直接通信するために、第１のスペクトルセグメント内の第１の
変調信号を送受信機１９３０に転送する。様々な実施形態では、送受信機１９３０は、帯
域外信号を減衰させながら、元／ネイティブの周波数帯域内の変調信号のダウンリンクチ
ャネル及びアップリンクチャネルのスペクトルを透過するフィルタリング、電力増幅、送
信／受信切り替え、二重化、ダイプレックス、及びインピーダンス整合を単に提供して、
インターフェース１８１０の無線信号を送受信する１つ又は複数のアンテナを駆動するア
ナログ回路を介して実施される。
【０１６７】
　他の実施形態では、送受信機１９３２は、様々な実施形態では、第１の変調信号のシグ
ナリングプロトコルを変更せずに、第１の変調信号のアナログ信号処理に基づいて、第１
のスペクトルセグメントにおける第１の変調信号から第１の搬送周波数における第１の変
調信号への周波数変換を実行するように構成される。第１の搬送周波数における第１の変
調信号は、ダウンリンクスペクトルセグメント１９０６の１つ又は複数の周波数チャネル
を占めることができる。第１の搬送周波数は、ミリメートル波又はマイクロ波周波数帯域
にあり得る。本明細書で使用される場合、アナログ信号処理は、フィルタリング、切り替
え、二重化、ダイプレックス、増幅、周波数アップ又はダウン変換、及び限定ではなく、
アナログ／デジタル変換、デジタル／アナログ変換、又はデジタル周波数変換のいずれか
を含むなど、デジタル信号処理を必要としない他のアナログ信号処理を含む。他の実施形
態では、送受信機１９３２は、いかなる形態のアナログ信号処理も利用せずに、且つ第１
の変調信号のシグナリングプロトコルを変更せずに、デジタル信号処理を第１の変調信号
に適用することにより、第１のスペクトルセグメントにおける第１の変調信号から第１の
搬送周波数への周波数変換を実行するように構成することができる。更に他の実施形態で
は、送受信機１９３２は、第１の変調信号のシグナリングプロトコルを変更せずに、デジ
タル信号処理とアナログ処理との組み合わせを第１の変調信号に適用することにより、第
１のスペクトルセグメントにおける第１の変調信号から第１の搬送周波数への周波数変換
を実行するように構成することができる。
【０１６８】
　送受信機１９３２は、ネットワーク要素により第１のスペクトルセグメントに周波数変
換された後、第１の変調信号を１つ又は複数の他の通信デバイスに無線配信するために、
１つ又は複数の制御チャネル、パイロット信号又は他の基準信号等の１つ又は複数の対応
する基準信号、及び／又は１つ又は複数のクロック信号を第１の搬送周波数において第１
の変調信号と一緒に、１つ又は複数の下流通信ノード１９０４Ｂ～Ｅ等の分散アンテナシ
ステムのネットワーク要素に送信するように更に構成することができる。特に、基準信号
は、ネットワーク要素が第１の搬送周波数から第１のスペクトルセグメントへの第１の変
調信号の処理中に位相誤差（及び／又は他の形態の信号歪み）を低減できるようにする。
制御チャネルは、分散アンテナシステムの通信ノードに、第１の搬送周波数における第１
の変調信号を第１のスペクトルセグメントにおける第１の変調信号に変換し、周波数選択
及び再使用パターン、ハンドオフ、及び／又は他の制御シグナリングを制御するように指
示する命令を含むことができる。制御チャネルを介して送受信される命令がデジタル信号
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である実施形態では、送受信機１９３２は、アナログ／デジタル変換、デジタル／アナロ
グ変換を提供し、制御チャネルを介して送信及び／又は受信されたデジタルデータを処理
するデジタル信号処理構成要素を含むことができる。ダウンリンクスペクトルセグメント
１９０６に供給されるクロック信号は、下流通信ノード１９０４Ｂ～Ｅによるデジタル制
御チャネルのタイミングを同期させて、制御チャネルから命令を回復し、及び／又は他の
タイミング信号を提供するのに利用することができる。
【０１６９】
　様々な実施形態では、送受信機１９３２は、通信ノード１８０４Ｂ～Ｅ等のネットワー
ク要素から第２の搬送周波数における第２の変調信号を受信することができる。第２の変
調信号は、ＬＴＥ又は他の４Ｇ無線プロトコル、５Ｇ無線通信プロトコル、超広帯域プロ
トコル、８０２．１１又は他の無線ローカルエリアネットワークプロトコル、及び／又は
他の通信プロトコル等のシグナリングプロトコルに準拠する１つ又は複数の変調信号が占
める１つ又は複数のアップリンク周波数チャネルを含むことができる。特に、モバイル又
は静止通信デバイスは、元／ネイティブの周波数帯域等の第２のスペクトルセグメントに
おける第２の変調信号を生成し、ネットワーク要素は、第２のスペクトルセグメントにお
ける第２の変調信号を第２の搬送周波数における第２の変調信号に周波数変換し、通信ノ
ード１８０４Ａにより受信される第２の搬送周波数における第２の変調信号を送信する。
送受信機１９３２は、第２の搬送周波数における第２の変調信号を第２のスペクトルセグ
メントにおける第２の変調信号に変換するように動作し、デュプレクサ／ダイプレクサ組
立体１９２４及び基地局インターフェース１９２２を介してマクロ基地局１８０２等の基
地局に対し、処理のために第２のスペクトルセグメントにおける第２の変調信号を送信す
る。
【０１７０】
　通信ノード１８０４Ａが分散アンテナシステムにおいて実施される以下の例を考える。
アップリンクスペクトルセグメント１９１０におけるアップリンク周波数チャネル及びダ
ウンリンクスペクトルセグメント１９０６におけるダウンリンク周波数チャネルは、ＤＯ
ＣＳＩＳ２．０又はより高水準の標準プロトコル、ＷｉＭＡＸ標準プロトコル、超広帯域
プロトコル、８０２．１１標準プロトコル、ＬＴＥプロトコル及び／又は他の標準通信プ
ロトコル等の４Ｇ又は５Ｇ音声及びデータプロトコルに従って変調及び他にフォーマット
された信号が占めることができる。現在の標準に準拠するプロトコルに加えて、任意のこ
れらのプロトコルは、図１８Ａのシステムと併せて動作するように変更することができる
。例えば、８０２．１１プロトコル又は他のプロトコルは、追加のガイドライン及び／又
は別個のデータチャネルを含み、より広いエリアにわたり衝突検出／多元アクセスを提供
する（例えば、ネットワーク要素又は通信デバイスがダウンリンクスペクトルセグメント
１９０６又はアップリンクスペクトルセグメント１９１０の特定の周波数チャネルを介し
て通信中のネットワーク要素に通信可能に結合されて、互いにリッスンすることを可能に
する）ように変更することができる。様々な実施形態では、アップリンクスペクトルセグ
メント１９１０のアップリンク周波数チャネル及びダウンリンクスペクトルセグメント１
９０６のダウンリンク周波数チャネルの全ては、同じ通信プロトコルに従ってフォーマッ
トすることができる。しかし、代替では、２つ以上の異なるプロトコルがアップリンクス
ペクトルセグメント１９１０及びダウンリンクスペクトルセグメント１９０６の両方で利
用することができ、それにより、例えば、より広範囲のクライアントデバイスと互換性を
有し、且つ／又は異なる周波数帯域で動作することができる。
【０１７１】
　２つ以上の異なるプロトコルが利用される場合、ダウンリンクスペクトルセグメント１
９０６のダウンリンク周波数チャネルの第１のサブセットは、第１の標準プロトコルに従
って変調することができ、ダウンリンクスペクトルセグメント１９０６のダウンリンク周
波数チャネルの第２のサブセットは、第１の標準プロトコルと異なる第２の標準プロトコ
ルに従って変調することができる。同様に、アップリンクスペクトルセグメント１９１０
のアップリンク周波数チャネルの第１のサブセットは、第１の標準プロトコルに従った復
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調のためにシステムによって受信することができ、アップリンクスペクトルセグメント１
９１０のアップリンク周波数チャネルの第２のサブセットは、第１の標準プロトコルと異
なる第２の標準プロトコルに従った復調のために、第２の標準プロトコルに従って受信す
ることができる。
【０１７２】
　これらの例によれば、基地局インターフェース１９２２は、マクロ基地局１８０２又は
他の通信ネットワーク要素等の基地局から、元／ネイティブの周波数帯域において１つ又
は複数のダウンリンクチャネル等の変調信号を受信するように構成することができる。同
様に、基地局インターフェース１９２２は、元／ネイティブの周波数帯域における１つ又
は複数のアップリンクチャネルを有する変調信号に周波数変換された、別のネットワーク
要素から受信した変調信号を基地局に供給するように構成することができる。基地局イン
ターフェース１９２２は、元／ネイティブの周波数帯域におけるアップリンク及びダウン
リンクチャネル等の通信信号、通信制御信号、及び他のネットワークシグナリングをマク
ロ基地局又は他のネットワーク要素と双方向通信する有線又は無線インターフェースを介
して実施することができる。デュプレクサ／ダイプレクサ組立体１９２４は、元／ネイテ
ィブの周波数帯域におけるダウンリンクチャネルを送受信機１９３２に転送するように構
成され、送受信機１９３２は、ダウンリンクチャネルの周波数を元／ネイティブの周波数
帯域からインターフェース１８１０　－　この場合、通信信号を下流の、通信デバイス１
８０４Ａの範囲内の分散アンテナシステムの１つ又は複数の他の通信ノード１８０４Ｂ～
Ｅに輸送するのに使用される無線通信リンク　－　の周波数スペクトルに周波数変換する
。
【０１７３】
　様々な実施形態では、送受信機１９３２は、ミキシング又は他のヘテロダイン動作を介
して元／ネイティブの周波数帯域におけるダウンリンクチャネル信号を周波数変換し、ダ
ウンリンクスペクトルセグメント１９０６のダウンリンク周波数チャネルを占める周波数
変換ダウンリンクチャネル信号を生成するアナログ無線機を含む。この説明では、ダウン
リンクスペクトルセグメント１９０６は、インターフェース１８１０のダウンリンク周波
数帯域内にある。実施形態では、ダウンリンクチャネル信号は、元／ネイティブの周波数
帯域から、１つ又は複数の他の通信ノード１８０４Ｂ～Ｅへの視線無線通信のためにダウ
ンリンクスペクトルセグメント１９０６の２８ＧＨｚ、３８ＧＨｚ、６０ＧＨｚ、７０Ｇ
Ｈｚ、又は８０ＧＨｚ帯域にアップコンバートされる。しかし、他の周波数帯域も同様に
ダウンリンクスペクトルセグメント１９０６に利用することができる（例えば、３ＧＨＺ
から５ＧＨｚ）ことに留意されたい。例えば、送受信機１９３２は、インターフェース１
８１０の周波数帯域が１つ又は複数のダウンリンクチャネル信号の元／ネイティブのスペ
クトル帯域を下回る場合、元／ネイティブのスペクトル帯域内の１つ又は複数のダウンリ
ンクチャネル信号をダウンコンバートするように構成することができる。
【０１７４】
　送受信機１９３２は、通信ノード１８０４Ｂと通信するために図１８Ｄと併せて提示さ
れたアンテナ１８２２等の複数の個々のアンテナ、異なる場所にある複数のデバイスと通
信するためにフェーズドアンテナアレイ又は操縦可能ビーム若しくはマルチビームアンテ
ナシステムに結合することができる。デュプレクサ／ダイプレクサ組立体１９２４は、「
チャネルデュプレクサ」として動作して、複数の通信経路を経由してアップリンク及びダ
ウンリンクチャネルの１つ又は複数の元／ネイティブのスペクトルセグメントを介して双
方向通信を提供するデュプレクサ、トリプレクサ、スプリッタ、スイッチ、ルーター、及
び／又は他の組立体を含むことができる。
【０１７５】
　周波数変換変調信号を元／ネイティブのスペクトル帯域と異なる搬送周波数において下
流の他の通信ノード１８０４Ｂ～Ｅに転送することに加えて、通信ノード１８０４Ａは、
元／ネイティブのスペクトル帯域から変更されない変調信号の全て又は選択された部分を
、無線インターフェース１８１１を介して通信ノード１８０４Ａの無線通信範囲内のクラ
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イアントデバイスに通信することもできる。デュプレクサ／ダイプレクサ組立体１９２４
は、元／ネイティブのスペクトル帯域内の変調信号を送受信機１９３０に転送する。送受
信機１９３０は、１つ又は複数のダウンリンクチャネルを選択するチャネル選択フィルタ
と、無線インターフェース１８１１を介してモバイル又は固定無線デバイスにダウンリン
クチャネルを送信するために、図１８Ｄと併せて提示されたアンテナ１８２４等の１つ又
は複数のアンテナに結合された電力増幅器とを含むことができる。
【０１７６】
　クライアントデバイスを宛先としたダウンリンク通信に加えて、通信ノード１８０４Ａ
は、反復的に動作して、クライアントデバイスから発せられたアップリンク通信も同様に
処理することができる。動作に当たり、送受信機１９３２は、通信ノード１８０４Ｂ～Ｅ
からインターフェース１８１０のアップリンクスペクトルを介してアップリンクスペクト
ルセグメント１９１０におけるアップリンクチャネルを受信する。アップリンクスペクト
ルセグメント１９１０内のアップリンク周波数チャネルは、通信ノード１８０４Ｂ～Ｅに
より元／ネイティブのスペクトル帯域からアップリンクスペクトルセグメント１９１０の
アップリンク周波数チャネルに周波数変換された変調信号を含む。インターフェース１８
１０が、クライアントデバイスにより供給される変調信号のネイティブ／元のスペクトル
セグメントよりも高い周波数帯域で動作する状況では、送受信機１９３２は、アップコン
バートされた変調信号を元の周波数帯域にダウンコンバートする。しかし、インターフェ
ース１８１０が、クライアントデバイスにより供給される変調信号のネイティブ／元のス
ペクトルセグメントよりも低い周波数帯域で動作する状況では、送受信機１９３２は、ダ
ウンコンバートされた変調信号を元の周波数帯域にアップコンバートする。更に、送受信
機１９３０は、クライアントデバイスから無線インターフェース１８１１を介して、元／
ネイティブの周波数帯域にある変調信号の全て又は選択されたものを受信するように動作
する。デュプレクサ／ダイプレクサ組立体１９２４は、送受信機１９３０を介して基地局
インターフェース１９２２に元／ネイティブの周波数帯域内の変調信号を転送し、変調信
号はマクロ基地局１８０２又は通信ネットワークの他のネットワーク要素に送信される。
同様に、送受信機１９３２により元／ネイティブの周波数帯域に周波数変換されたアップ
リンクスペクトルセグメント１９１０内のアップリンク周波数チャネルを占める変調信号
は、デュプレクサ／ダイプレクサ組立体１９２４に供給され、基地局インターフェース１
９２２に転送されて、マクロ基地局１８０２又は通信ネットワークの他のネットワーク要
素に送信される。
【０１７７】
　ここで、図１９Ｃを参照すると、通信ノードの一例の非限定的な実施形態を示すブロッ
ク図１９３５が示されている。特に、無線分散アンテナシステムの通信ノード１８０４Ｂ
、１８０４Ｃ、１８０４Ｄ、又は１８０４Ｅ等の通信ノードデバイスは、送受信機１９３
３、デュプレクサ／ダイプレクサ組立体１９２４、増幅器１９３８、並びに２つの送受信
機１９３６Ａ及び１９３６Ｂを含む。
【０１７８】
　様々な実施形態では、送受信機１９３６Ａは、通信ノード１８０４Ａ又は上流通信ノー
ド１８０４Ｂ～Ｅから、分散アンテナシステムの変換スペクトル内の第１の変調信号のチ
ャネル（例えば、１つ又は複数のダウンリンクスペクトルセグメント１９０６の周波数チ
ャネル）の配置に対応する第１の搬送周波数における第１の変調信号を受信する。第１の
変調信号は、基地局により提供され、モバイル通信デバイスに向けられた第１の通信デー
タを含む。送受信機１９３６Ａは、通信ノード１８０４Ａから、第１の搬送周波数におけ
る第１の変調信号に関連するパイロット信号又は他の基準信号及び／又は１つ又は複数の
クロック信号等の１つ又は複数の制御チャネル及び１つ又は複数の対応する基準信号を受
信するように更に構成される。第１の変調信号は、ＬＴＥ又は他の４Ｇ無線プロトコル、
５Ｇ無線通信プロトコル、超広帯域プロトコル、ＷｉＭＡＸプロトコル、８０２．１１又
は他の無線ローカルエリアネットワークプロトコル、及び／又は他の通信プロトコル等の
シグナリングプロトコルに準拠する１つ又は複数のダウンリンク通信チャネルを含むこと
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ができる。
【０１７９】
　上述したように、基準信号は、ネットワーク要素が第１の搬送周波数から第１のスペク
トルセグメント（すなわち元／ネイティブのスペクトル）への第１の変調信号の処理中に
位相誤差（及び／又は他の形態の信号歪み）を低減できるようにする。制御チャネルは、
第１の搬送周波数における第１の変調信号を第１のスペクトルセグメントにおける第１の
変調信号に変換して、周波数選択を制御し、パターン、ハンドオフ及び／又は他の制御シ
グナリングを再使用するように分散アンテナシステムの通信ノードに指示する命令を含む
ことができる。クロック信号は、下流通信ノード１８０４Ｂ～Ｅによるデジタル制御チャ
ネル処理のタイミングを同期させて、制御チャネルから命令を復元し、及び／又は他のタ
イミング信号を提供することができる。
【０１８０】
　増幅器１９３８は、デュプレックス／ダイプレックス組立体１９２４を介して送受信機
１９３６Ｂに結合するために、基準信号、制御チャネル、及び／又はクロック信号と一緒
に第１の搬送周波数における第１の変調信号を増幅する双方向増幅器であり得、送受信機
１９３６Ｂは、この説明では、基準信号、制御チャネル、及び／又はクロック信号と一緒
に、第１の搬送周波数における増幅された第１の変調信号を、示され且つ同様に動作する
通信ノード１８０４Ｂ～Ｅから下流にある通信ノード１８０４Ｂ～Ｅの１つ又は複数の他
の通信ノードに再送信するリピーターとして機能する。
【０１８１】
　第１の搬送周波数における増幅された第１の変調信号は、基準信号、制御信号、及び／
又はクロック信号と一緒に、デュプレクサ／ダイプレクサ組立体１９２４を介して送受信
機１９３３にも結合される。送受信機１９３３は、制御チャネルにデジタル信号処理を実
行して、制御チャネルからデジタルデータの形態等の命令を復元する。クロック信号を使
用してデジタル制御チャネル処理のタイミングを同期させる。次に、送受信機１９３３は
、命令に従って、第１の変調信号のアナログ（及び／又はデジタル）信号処理に基づいて
、第１の搬送周波数における第１の変調信号の第１のスペクトルセグメントにおける第１
の変調信号への周波数変換を実行し、基準信号を使用して変換プロセス中の歪みを低減す
る。送受信機１９３３は、自由空間無線信号として通信ノード１８０４Ｂ～Ｅの範囲内の
１つ又は複数のモバイル通信デバイスとの直接通信のために、第１のスペクトルセグメン
トにおける第１の変調信号を無線送信する。
【０１８２】
　様々な実施形態では、送受信機１９３６Ｂは、示される通信ノード１８０４Ｂ～Ｅから
下流にある１つ又は複数の他の通信ノード１８０４Ｂ～Ｅ等の他のネットワーク要素から
、アップリンクスペクトルセグメント１９１０における第２の搬送周波数の第２の変調信
号を受信する。第２の変調信号は、ＬＴＥ又は他の４Ｇ無線プロトコル、５Ｇ無線通信プ
ロトコル、超広帯域プロトコル、８０２．１１又は他の無線ローカルエリアネットワーク
プロトコル、及び／又は他の通信プロトコル等のシグナリングプロトコルに準拠する１つ
又は複数のアップリンク通信チャネルを含むことができる。特に、１つ又は複数のモバイ
ル通信デバイスは、元／ネイティブの周波数帯域等の第２のスペクトルセグメントにおけ
る第２の変調信号を生成し、下流のネットワーク要素は、第２のスペクトルセグメントに
おける第２の変調信号に対して周波数変換を実行して、第２の搬送周波数における第２の
変調信号に対し、アップリンクスペクトルセグメント１９１０内の第２の搬送周波数にお
ける第２の変調信号を送信し、この信号は、示される通信ノード１８０４Ｂ～Ｅにより受
信される。送受信機１９３６Ｂは、増幅及び送受信機１９３６Ａを介した通信ノード１８
０４Ａへの再送信のためにデュプレクサ／ダイプレクサ組立体１９２４を介して増幅器１
９３８に、又は更なる処理のためにマクロ基地局１８０２等の基地局への更なる再送信の
ために上流の通信ノード１８０４Ｂ～Ｅに、第２の搬送周波数における第２の変調信号を
送信するように動作する。
【０１８３】
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　送受信機１９３３は、通信ノード１８０４Ｂ～Ｅの範囲内の１つ又は複数のモバイル通
信デバイスから、第２のスペクトルセグメントにおける第２の変調信号を受信することも
できる。送受信機１９３３は、例えば、制御チャネルを介して受信される命令の制御下に
おいて、第２のスペクトルセグメント内の第２の変調信号に対して周波数変換を実行して
、第２の搬送周波数における第２の変調信号にするように動作し、第２の変調信号を元／
ネイティブのスペクトルセグメントに復元するに当たり通信ノード１８０４Ａによる使用
のために基準信号、制御チャネル、及び／又はクロック信号を挿入し、デュプレクサ／ダ
イプレクサ組立体１９２４及び増幅器１９３８を介して、増幅及び通信ノード１８０４Ａ
への再送信のために送受信機１９３６Ａに、又は処理のためにマクロ基地局１８０２等の
基地局への更なる再送信のために上流の通信ノード１８０４Ｂ～Ｅに、第２の搬送周波数
における第２の変調信号を送信する。
【０１８４】
　ここで、図１９Ｄを参照すると、周波数スペクトルの一例の非限定的な実施形態を示す
グラフ図１９４０が示されている。特に、スペクトル１９４２は、１つ又は複数の元／ネ
イティブのスペクトルセグメントからスペクトル１９４２に周波数変換された（例えば、
アップコンバート又はダウンコンバートを介して）後のダウンリンクセグメント１９０６
又はアップリンクセグメント１９１０の周波数チャネルを占める変調信号を搬送する分散
アンテナシステムのものが示されている。
【０１８５】
　提示される例では、下流（ダウンリンク）チャネル帯域１９４４は、別個のダウンリン
クスペクトルセグメント１９０６で表される複数の下流周波数チャネルを含む。同様に、
上流（アップリンク）チャネル帯域１９４６も、別個のアップリンクスペクトルセグメン
ト１９１０で表される複数の上流周波数チャネルを含む。別個のスペクトルセグメントの
スペクトル形状は、関連する基準信号、制御チャネル、及びクロック信号と共に各変調信
号の周波数割り振りのプレースホルダであることが意図される。ダウンリンクスペクトル
セグメント１９０６又はアップリンクスペクトルセグメント１９１０における各周波数チ
ャネルの実際のスペクトル応答は、利用されるプロトコル及び変調に基づいて、更には時
間の関数として様々である。
【０１８６】
　アップリンクスペクトルセグメント１９１０の数は、非対称通信システムに従ってダウ
ンリンクスペクトルセグメント１９０６の数よりも多数又は少数であり得る。この場合、
上流チャネル帯域１９４６は、下流チャネル帯域１９４４よりも狭い又は広い帯域であり
得る。代替では、対称通信システムが実施される場合、アップリンクスペクトルセグメン
ト１９１０の数は、ダウンリンクスペクトルセグメント１９０６の数に等しい数であり得
る。この場合、上流チャネル帯域１９４６の幅は、下流チャネル帯域１９４４の幅に等し
い幅であり得、ビットスタッフィング又は他のデータ充填技法を利用して、上流トラフィ
ックの変動を補償することができる。下流チャネル帯域１９４４は、上流チャネル帯域１
９４６よりも低い周波数に示されているが、他の実施形態では、下流チャネル帯域１８４
４は、上流チャネル帯域１９４６よりも高い周波数にあり得る。加えて、スペクトル１９
４２内のスペクトルセグメント数及び各周波数位置は、動的に経時変化することができる
。例えば、一般制御チャネルをスペクトル１９４２内に提供することができ（図示せず）
、一般制御チャネルは、通信ノード１８０４に、各ダウンリンクスペクトルセグメント１
９０６及び各アップリンクスペクトルセグメント１９１０の周波数位置を示すことができ
る。トラフィックの状況又は帯域幅の割り振りが必要なネットワーク要件に応じて、ダウ
ンリンクスペクトルセグメント１９０６及びアップリンクスペクトルセグメント１９１０
の数は、一般制御チャネルにより変更することができる。更に、ダウンリンクスペクトル
セグメント１９０６及びアップリンクスペクトルセグメント１９１０は、別個にグループ
化される必要はない。例えば、一般制御チャネルは、交互に、又は対称であっても若しく
は対称でなくてもよい任意の他の組み合わせで、アップリンクスペクトルセグメント１９
１０が続くダウンリンクスペクトルセグメント１９０６を識別することができる。一般制
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御チャネルを利用する代わりに、複数の制御チャネルを使用することができ、それぞれが
１つ又は複数のスペクトルセグメントの周波数位置及びスペクトルセグメントのタイプ（
すなわちアップリンク又はダウンリンク）を識別することに更に留意されたい。
【０１８７】
　更に、下流チャネル帯域１９４４及び上流チャネル帯域１９４６は、１つの連続した周
波数帯域を占めるものとして示されているが、他の実施形態では、利用可能なスペクトル
及び／又は利用される通信規格に応じて２つ以上の上流及び／又は２つ以上の下流チャネ
ル帯域が利用可能である。アップリンクスペクトルセグメント１９１０及びダウンリンク
スペクトルセグメント１９０６の周波数チャネルは、ＤＯＣＳＩＳ２．０又はより高水準
の標準プロトコル、ＷｉＭＡＸ標準プロトコル、超広帯域プロトコル、８０２．１１標準
プロトコル、ＬＴＥプロトコル等の４Ｇ又は５Ｇ音声及びデータプロトコル、及び／又は
他の標準通信プロトコルに従って変調されフォーマットされた周波数変換信号により占め
ることができる。現在の標準に準拠するプロトコルに加えて、これらの任意のプロトコル
は、示されるシステムと併せて動作するように変更することができる。例えば、８０２．
１１プロトコル又は他のプロトコルは、追加のガイドライン及び／又は別個のデータチャ
ネルを含んで、より広いエリアにわたり衝突検出／多元アクセスを提供する（例えば、特
定の周波数チャネルを介して通信しているデバイスが互いにリッスンできるようにする）
ように変更することができる。様々な実施形態では、アップリンクスペクトルセグメント
１９１０のアップリンク周波数チャネル及びダウンリンクスペクトルセグメント１９０６
のダウンリンク周波数チャネルの全ては、同じ通信プロトコルに従って全てフォーマット
することができる。しかし、代替では、１つ又は複数のアップリンクスペクトルセグメン
ト１９１０のアップリンク周波数チャネル及び１つ又は複数のダウンリンクスペクトルセ
グメント１９０６のダウンリンク周波数チャネルの両方で２つ以上の異なるプロトコルを
利用して、例えば、より広範囲のクライアントデバイスと互換性を有し、且つ／又は異な
る周波数帯域で動作することができる。
【０１８８】
　スペクトル１９４２へのアグリゲーションのために、変調信号が異なる元／ネイティブ
のスペクトルセグメントから収集され得ることに留意されたい。このようにして、アップ
リンクスペクトルセグメント１９１０のアップリンク周波数チャネルの第１の部分は、１
つ又は複数の異なる元／ネイティブのスペクトルセグメントから周波数変換されたアップ
リンクスペクトルセグメント１９１０のアップリンク周波数チャネルの第２の部分に隣接
し得る。同様に、ダウンリンクスペクトルセグメント１９０６のダウンリンク周波数チャ
ネルの第１の部分は、１つ又は複数の異なる元／ネイティブのスペクトルセグメントから
周波数変換されたダウンリンクスペクトルセグメント１９０６のダウンリンク周波数チャ
ネルの第２の部分に隣接し得る。例えば、周波数変換された１つ又は複数の２．４ＧＨｚ
８０２．１１チャネルは、８０ＧＨｚを中心としたスペクトル１９４２に周波数変換され
た１つ又は複数の５．８ＧＨｚ８０２．１１チャネルに隣接し得る。各スペクトルセグメ
ントは、スペクトル１９４２内のその配置からその元／ネイティブのスペクトルセグメン
トへのそのスペクトルセグメントの１つ又は複数の周波数チャネルの周波数変換を提供す
る周波数及び位相の局部発信器信号を生成するに当たり使用することができるパイロット
信号等の関連する基準信号を有し得ることに留意されたい。
【０１８９】
　ここで、図１９Ｅを参照すると、周波数スペクトルの一例の非限定的な実施形態を示す
グラフ図１９５０が示されている。特に、スペクトルセグメント選択は、通信ノード１８
４０Ａの送受信機１９３０又は通信ノード１８０４Ｂ～Ｅの送受信機１９３２により選択
されたスペクトルセグメントに対して実行された信号処理と併せて考察したように提示さ
れる。示されるように、アップリンク周波数チャネル帯域１９４６のアップリンクスペク
トルセグメント１９１０に１つを含む特定のアップリンク周波数部分１９５８及びダウン
リンクチャネル周波数帯域１９４４のダウンリンクスペクトルセグメント１９０６の１つ
を含む特定のダウンリンク周波数部分１９５６は、チャネル選択フィルタリングにより渡
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されるものとして選択され、アップリンク周波数チャネル帯域１９４６及びダウンリンク
チャネル周波数帯域１９４４の残りの部分は、フィルタリングされて除外　－　すなわち
減衰　－　されて、送受信機により渡される所望の周波数チャネルの処理の悪影響を軽減
する。１つの特定のアップリンクスペクトルセグメント１９１０及び特定のダウンリンク
スペクトルセグメント１９０６が選択されるものとして示されているが、他の実施形態で
は、２つ以上のアップリンク及び／又はダウンリンクスペクトルセグメントを渡し得るこ
とに留意されたい。
【０１９０】
　送受信機１９３０及び１９３２は、アップリンク及びダウンリンク周波数部分１９５８
及び１９５６が固定された静的チャネルフィルタに基づいて動作することができるが、上
述したように、制御チャネルを介して送受信機１９３０及び１９３２に送信される命令を
使用して、特定の周波数選択に向けて送受信機１９３０及び１９３２を動的に構成するこ
とができる。このようにして、対応するスペクトルセグメントの上流及び下流周波数チャ
ネルは、分散アンテナシステムによる性能を最適化するように、マクロ基地局１８０２又
は通信ネットワークの他のネットワーク要素により様々な通信ノードに動的に割り振るこ
とができる。
【０１９１】
　ここで、図１９Ｆを参照すると、周波数スペクトルの一例の非限定的な実施形態を示す
グラフ図１９６０が示されている。特に、スペクトル１９６２は、１つ又は複数の元／ネ
イティブのスペクトルセグメントからスペクトル１９６２に周波数変換された（例えば、
アップコンバート又はダウンコンバートを介して）後のアップリンク又はダウンリンクス
ペクトルセグメントの周波数チャネルを占める変調信号を搬送する分散アンテナシステム
のものが示されている。
【０１９２】
　上述したように、２つ以上の異なる通信プロトコルを利用して上流データ及び下流デー
タを通信することができる。２つ以上の異なるプロトコルが利用される場合、ダウンリン
クスペクトルセグメント１９０６のダウンリンク周波数チャネルの第１のサブセットは、
第１の標準プロトコルに従って周波数変換された変調信号により占めることができ、同じ
又は異なるダウンリンクスペクトルセグメント１９１０のダウンリンク周波数チャネルの
第２のサブセットは、第１の標準プロトコルと異なる第２の標準プロトコルに従って周波
数変換された変調信号により占めることができる。同様に、アップリンクスペクトルセグ
メント１９１０のアップリンク周波数チャネルの第１のサブセットは、第１の標準プロト
コルに従って復調のためにシステムにより受信することができ、同じ又は異なるアップリ
ンクスペクトルセグメント１９１０のアップリンク周波数チャネルの第２のサブセットは
、第１の標準プロトコルと異なる第２の標準プロトコルに従って復調されるように第２の
標準プロトコルに従って受信することができる。
【０１９３】
　示される例では、下流チャネル帯域１９４４は、第１の通信プロトコルの使用を表す第
１のタイプの別個のスペクトル形状により表される第１の複数の下流スペクトルセグメン
トを含む。下流チャネル帯域１９４４’は、第２の通信プロトコルの使用を表す第２のタ
イプの別個のスペクトル形状により表される第２の複数の下流スペクトルセグメントを含
む。同様に、上流チャネル帯域１９４６は、第１の通信プロトコルの使用を表す第１のタ
イプの別個のスペクトル形状により表される第１の複数の上流スペクトルセグメントを含
む。上流チャネル帯域１９４６’は、第２の通信プロトコルの使用を表す第２のタイプの
別個のスペクトル形状により表される第２の複数の上流スペクトルセグメントを含む。こ
れらの別個のスペクトル形状は、関連する基準信号、制御チャネル、及び／又はクロック
信号と共に個々のスペクトルセグメントのそれぞれの周波数割り振りのプレースホルダで
あることが意図される。個々のチャネル帯域幅は、第１のタイプ及び第２のタイプのチャ
ネルで概ね同じであるものとして示されているが、上流及び下流チャネル帯域１９４４、
１９４４’、１９４６及び１９４６’が異なる帯域幅であり得ることに留意されたい。更
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に、第１のタイプ及び第２のタイプのこれらのチャネル帯域内のスペクトルセグメントは
、利用可能なスペクトル及び／又は利用される通信規格に応じて異なる帯域幅であり得る
。
【０１９４】
　ここで、図１９Ｇを参照すると、周波数スペクトルの一例の非限定的な実施形態を示す
グラフ図１９７０が示されている。特に、図１９Ｄ～図１９Ｆのスペクトル１９４２又は
１９６２の部分は、１つ又は複数の元／ネイティブのスペクトルセグメントから周波数変
換された（例えば、アップコンバート又はダウンコンバートを介して）チャネル信号の形
態の変調信号を搬送する分散アンテナシステムのものが示されている。
【０１９５】
　部分１９７２は、スペクトル形状で表され、制御チャネル、基準信号、及び／又はクロ
ック信号のために確保された帯域幅の部分を表すダウンリンク又はアップリンクスペクト
ルセグメント１９０６及び１９１０の部分を含む。例えば、スペクトル形状１９７４は、
基準信号１９７９及びクロック信号１９７８とは別個の制御チャネルを表す。クロック信
号１９７８は、より従来的なクロック信号の形態への調整を必要とし得る正弦波信号を表
すスペクトル形状を有して示されていることに留意されたい。しかし、他の実施形態では
、振幅変調又は位相基準として使用するための搬送波の位相を保持する他の変調技法を介
して基準信号１９７９を変調することにより、変調搬送波として送信することができる。
他の実施形態では、クロック信号は、別の搬送波を変調することにより又は別の信号とし
て送信することができる。更に、クロック信号１９７８及び基準信号１９７９の両方が制
御チャネル１９７４の周波数帯域外にあるものとして示されていることに留意されたい。
【０１９６】
　別の例では、部分１９７５は、制御チャネル、基準信号、及び／又はクロック信号のた
めに確保された帯域幅の部分を表すスペクトル形状の部分により表されるダウンリンク又
はアップリンクスペクトルセグメント１９０６及び１９１０の部分を含む。スペクトル形
状１９７６は、振幅変調、振幅シフトキーイング、又は位相基準としての使用のために搬
送波の位相を保持する他の変調技法を介して基準信号を変調するデジタルデータを含む命
令を有する制御チャネルを表す。クロック信号１９７８は、スペクトル形状１９７６の周
波数帯域外にあるものとして示されている。基準信号は、制御チャネル命令により変調さ
れ、実際には、制御チャネルの副搬送波であり、制御チャネルの帯域内にある。ここでも
、クロック信号１９７８は、正弦波信号を表すスペクトル形状を有して示されているが、
他の実施形態では、従来のクロック信号を変調搬送波又は他の信号として送信することが
できる。この場合、基準信号の代わりに制御チャネルの命令を使用してクロック信号１９
７８を変調することができる。
【０１９７】
　制御チャネル１９７６が、元／ネイティブのスペクトルセグメントへのダウンリンク又
はアップリンクスペクトルセグメント１９０６及び１９１０の周波数変換中に受信機の位
相歪みが補正される連続波（ＣＷ）の形態の基準信号の変調を介して搬送される以下の例
を考える。制御チャネル１９７６は、位相振幅変調、二値位相シフトキーイング、振幅シ
フトキーイング、又は他の変調方式等のロバストな変調を用いて変調されて、ネットワー
ク動作、監視及び管理トラフィック、及び他の制御データ等の分散アンテナシステムのネ
ットワーク要素間で命令を搬送することができる。様々な実施形態では、制御データは、
限定ではなく、
　・各ネットワーク要素のオンラインステータス、オフラインステータス、及びネットワ
ーク性能パラメータを示すステータス情報、
　・モジュール名及びアドレス、ハードウェア及びソフトウェアバージョン、デバイス容
量等のネットワークデバイス情報、
　・周波数変換係数、チャネル間隔、保護帯域、アップリンク／ダウンリンク割り振り、
アップリンク及びダウンリンクチャネル選択等のスペクトル情報、
　・天候状況、画像データ、停電情報、視線遮断等の環境測定値
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を含むことができる。
【０１９８】
　更なる例では、制御チャネルデータは、超広帯域（ＵＷＢ）シグナリングを介して送信
することができる。制御チャネルデータは、特定の時間間隔で無線エネルギーを生成し、
パルス位置又は時間変調を介してより大きい帯域幅を占めることにより、ＵＷＢパルスの
極性又は振幅を符号化することにより、及び／又は直交パルスを使用することにより送信
することができる。特に、ＵＷＢパルスは、比較的低いパルスレートで単発的に送信して
、時間変調又は位置変調をサポートすることができるが、最高でＵＷＢパルス帯域幅の逆
数までのレートで送信することができる。このようにして、制御チャネルは、比較的低電
力で、制御チャネルのＵＷＢスペクトルの対域内部分を占め得る基準信号及び／又はクロ
ック信号のＣＷ送信を妨げずに、ＵＷＢスペクトルにわたり拡散することができる。
【０１９９】
　ここで、図１９Ｈを参照すると、送信機の一例の非限定的な実施形態を示すブロック図
１９８０が示されている。特に、送信機１９８２は、例えば、図１９Ｃと併せて提示され
た送受信機１９３３等の送受信機内の受信機１９８１及びデジタル制御チャネルプロセッ
サ１９９５と併用されて示される。示されるように、送信機１９８２は、アナログフロン
トエンド１９８６、クロック信号生成器１９８９、局部発信器１９９２、ミキサ１９９６
、及び送信機フロントエンド１９８４を含む。
【０２００】
　第１の搬送周波数における、増幅された第１の変調信号は、基準信号、制御チャネル、
及び／又はクロック信号と一緒に、増幅器１９３８からアナログフロントエンド１９８６
に結合される。アナログフロントエンド１９８６は、１つ又は複数のフィルタ又は他の周
波数選択を含み、制御チャネル信号１９８７、クロック基準信号１９７８、パイロット信
号１９９１、及び１つ又は複数の選択されたチャネル信号１９９４を分離する。
【０２０１】
　デジタル制御チャネルプロセッサ１９９５は、デジタル信号処理を制御チャネルに対し
て実行して、制御チャネル信号１９８７からデジタル制御チャネルデータの復調等を介し
て命令を復元する。クロック信号生成器１９８９は、クロック基準信号１９７８からクロ
ック信号１９９０を生成して、デジタル制御チャネルプロセッサ１９９５によるデジタル
制御チャネル処理のタイミングを同期させる。クロック基準信号１９７８が正弦波である
実施形態では、クロック信号生成器１９８９は、増幅及び制限を提供して、正弦波から従
来のクロック信号又は他のタイミング信号を生成することができる。クロック基準信号１
９７８が、パイロット信号又は他の搬送波の基準の変調等の変調された搬送波信号である
実施形態では、クロック信号生成器１９８９は、従来のクロック信号又は他のタイミング
信号を生成する復調を提供することができる。
【０２０２】
　様々な実施形態では、制御チャネル信号１９８７は、パイロット信号１９９１及びクロ
ック基準１９８８とは別個の周波数範囲内のデジタル変調信号であるか、又はパイロット
信号１９９１の変調としてのものであり得る。動作に当たり、デジタル制御チャネルプロ
セッサ１９９５は、制御チャネル信号１９８７の復調を提供して、そこに含まれる命令を
抽出し、制御信号１９９３を生成する。特に、制御チャネルを介して受信した命令に応答
してデジタル制御チャネルプロセッサ１９９５により生成される制御信号１９９３は、特
定のチャネル信号１９９４の選択に使用することができ、対応するパイロット信号１９９
１及び／又はクロック基準１９８８は、無線インターフェース１８１１を介して送信する
ためにチャネル信号１９９４の周波数を変換するのに使用される。制御チャネル信号１９
８７がパイロット信号１９９１の変調を介して命令を搬送する状況では、示されるように
アナログフロントエンド１９８６ではなく、デジタル制御チャネルプロセッサ１９９５を
介してパイロット信号１９９１を抽出し得ることに留意されたい。
【０２０３】
　デジタル制御チャネルプロセッサ１９９５は、マイクロプロセッサ、マイクロコントロ
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ーラ、デジタル信号プロセッサ、マイクロコンピューター、中央演算処理装置、フィール
ドプログラマブルゲートアレイ、プログラマブル論理デバイス、状態機械、論理回路、デ
ジタル回路、アナログ／デジタル変換器、デジタル／アナログ変換器、及び／又は回路及
び／又は動作命令のハードコーディングに基づいて信号（アナログ及び／又はデジタル）
を操作する任意のデバイス等の処理モジュールを介して実施し得る。処理モジュールは、
メモリ及び／若しくは集積メモリ素子であり得、又はメモリ及び／若しくは集積メモリ素
子を更に含み得、メモリ及び／又は集積メモリ素子は、単一のメモリデバイス、複数のメ
モリデバイス、並びに／又は別の処理モジュール、モジュール、処理回路、及び／若しく
は処理ユニットの組み込み回路であり得る。そのようなメモリデバイスは、読み取り専用
メモリ、ランダムアクセスメモリ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、スタティックメモリ
、ダイナミックメモリ、フラッシュメモリ、キャッシュメモリ、及び／又はデジタル情報
を記憶する任意のデバイスであり得る。なお、処理モジュールが２つ以上の処理デバイス
を含む場合、処理デバイスは、集中して配置され得（例えば、有線及び／又は無線バス構
造を介して一緒に直接結合される）、又は分散して配置され得る（例えば、ローカルエリ
アネットワーク及び／又は広域ネットワークを介した間接的な結合を介したクラウド計算
）ことに留意されたい。更に、対応する動作命令を記憶したメモリ及び／又はメモリ素子
がマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、マイクロコン
ピューター、中央演算処理装置、フィールドプログラマブルゲートアレイ、プログラマブ
ル論理デバイス、状態機械、論理回路、デジタル回路、アナログ／デジタル変換器、デジ
タル／アナログ変換器、又は他のデバイス内に組み込まれ得、又は外部にあり得ることに
留意されたい。更に、本明細書に記載されるステップ及び／又は機能の少なくとも幾つか
に対応するハードコードされた命令及び／又は動作命令をメモリ素子が記憶し得、処理モ
ジュールが実行し、そのようなメモリデバイス又はメモリ素子が製品として実施され得る
ことに留意されたい。
【０２０４】
　局部発信器１９９２は、パイロット信号１９９１を利用して局部発信器信号１９９７を
生成して、周波数変換プロセス中の歪みを低減する。様々な実施形態では、パイロット信
号１９９１は、局部発信器信号１９９７の正確な周波数及び位相にあり、分散アンテナシ
ステムのスペクトル内の配置に関連する搬送周波数におけるチャネル信号１９９４を、固
定又はモバイル通信デバイスに送信するために、元／ネイティブのスペクトルセグメント
に変換するのに適切な周波数及び位相における局部発信器信号１９９７を生成する。この
場合、局部発信器１９９２は、バンドパスフィルタリング及び／又は他の信号調整を利用
して、パイロット信号１９９１の周波数及び位相を保持する正弦波局部発信器信号１９９
７を生成することができる。他の実施形態では、パイロット信号１９９１は、局部発信器
信号１９９７の導出に使用することができる周波数及び位相を有する。この場合、局部発
信器１９９２は、パイロット信号１９９１に基づいて周波数分割、周波数多重化、又は他
の周波数合成を利用して、固定又はモバイル通信デバイスへの送信のために、分散アンテ
ナシステムのスペクトル内の配置に関連する搬送周波数におけるチャネル信号１９９４を
元／ネイティブのスペクトルセグメントに変換するのに適切な周波数及び位相の局部発信
器信号１９９７を生成する。
【０２０５】
　ミキサ１９９６は、局部発信器信号１９９７に基づいて動作して、チャネル信号１９９
４の周波数をシフトして、対応する元／ネイティブのスペクトルセグメントの周波数変換
チャネル信号１９９８を生成する。１つのミキシング段階が示されるが、複数のミキシン
グ段階を利用して、チャネル信号をベースバンド及び／又は全周波数変換の一環として１
つ又は複数の中間周波数にシフトすることができる。送信機（Ｘｍｔｒ）フロントエンド
１９８４は、電力増幅器及びインピーダンス整合を含み、アンテナ１８２４等の１つ又は
複数のアンテナを介して自由空間無線信号として周波数変換チャネル信号１９９８を通信
ノード１８０４Ｂ～Ｅの範囲内の１つ又は複数のモバイル又は固定通信デバイスに無線送
信する。
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【０２０６】
　ここで、図１９Ｉを参照すると、受信機の一例の非限定的な実施形態を示すブロック図
１９８５が示されている。特に、受信機１９８１は、例えば、図１９Ｃと併せて提示され
た送受信機１９３３等の送受信機内の送信機１９８２及びデジタル制御チャネルプロセッ
サ１９９５と併用されて示されている。示されるように、受信機１９８１は、アナログ受
信機（ＲＣＶＲ）フロントエンド１９８３、局部発信器１９９２、及びミキサ１９９６を
含む。デジタル制御チャネルプロセッサ１９９５は、制御チャネルからの命令の制御下で
動作して、パイロット信号１９９１、制御チャネル信号１９８７、及びクロック基準信号
１９７８を生成する。
【０２０７】
　制御チャネルを介して受信した命令に応答してデジタル制御チャネルプロセッサ１９９
５により生成される制御信号１９９３は、特定のチャネル信号１９９４の選択に使用する
ことができ、対応するパイロット信号１９９１及び／又はクロック基準１９８８は、無線
インターフェース１８１１を介して受信するためにチャネル信号１９９４の周波数を変換
するのに使用される。アナログ受信機フロントエンド１９８３は、低ノイズ増幅器及び１
つ又は複数のフィルタ又は他の周波数選択を含み、制御信号１９９３の制御下で１つ又は
複数の選択されたチャネル信号１９９４を受信する。
【０２０８】
　局部発信器１９９２は、パイロット信号１９９１を利用して局部発信器信号１９９７を
生成し、周波数変換プロセス中の歪みを低減する。様々な実施形態では、局部発信器は、
パイロット信号１９９１に基づいて、バンドパスフィルタリング及び／又は他の信号調整
、周波数分割、周波数多重化、又は他の周波数合成を利用して、他の通信ノード１８０４
Ａ～Ｅに送信するために、チャネル信号１９９４、パイロット信号１９９１、制御チャネ
ル信号１９８７、及びクロック基準信号１９７８を分散アンテナシステムのスペクトルに
周波数変換するのに適切な周波数及び位相の局部発信器信号１９９７を生成する。特に、
ミキサ１９９６は、局部発信器信号１９９７に基づいて動作して、チャネル信号１９９４
の周波数をシフトさせ、増幅して送受信機１９３６Ａを介した通信ノード１８０４Ａに再
送信するために増幅器１９３８、送受信機１９３６Ａに結合し、又は処理のためにマイク
ロ基地局１８０２等の基地局に更に再送信するために上流通信ノード１８０４Ｂ～Ｅに結
合するのに望ましい、分散アンテナシステムのスペクトルスペクトルセグメント内の配置
の周波数変換チャネル信号１９９８を生成する。ここでも、１つのミキシング段階が示さ
れるが、複数のミキシング段階を利用して、チャネル信号をベースバンド及び／又は全周
波数変換の一環として１つ又は複数の中間周波数にシフトすることができる。
【０２０９】
　ここで、図２０Ａを参照すると、本明細書において説明される種々の態様による結合デ
バイスの一例の非限定的な実施形態のブロック図２０００が示されている。特に、送信デ
バイスから第１のデータを搬送するＲＦ信号２０１２を受信する受信部２０１０を含む結
合デバイスが示される。磁気カプラ２００２は、伝送媒体２００６の外面により結合され
て、伝送媒体２００６に沿って長手方向に伝搬する導波される電磁波２００８としてＲＦ
信号２０１２を伝送媒体２００６に磁気的に結合する。伝送媒体２００６は、磁気カプラ
２００２の片側でのみ示されているが、伝送媒体２００６が磁気カプラ２００２の２面を
横切り得ることに留意されたい。特に示されていないが、この場合、導波される電磁波２
００８と同様に、導波は、磁気カプラ２００２の逆側から伝送媒体２００６において逆方
向において送出することができる。
【０２１０】
　実施形態では、伝送媒体２００６は、絶縁ワイヤ、ケーブル、又は非絶縁ワイヤ等のワ
イヤである。しかし、伝送媒体２００６は、上述した任意の伝送媒体１２５を含むことが
できる。
【０２１１】
　示される実施形態では、磁気カプラ２００２は、ＨＥ１１モード、ＴＭ００モード若し
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くは他のＴＭ０ｍモード、及び／又は１つ若しくは複数の他のモードを介して伝送媒体に
沿って伝搬する導波される電磁波２００８を送出する矩形キャビティ共振器を含む。キャ
ビティ共振器は、異なる周波数で共振し、例えばＴＥ１０モードに従って電場及び電場を
生成することができるが、キャビティ共振器の特定の構成及びＲＦ信号２０１２の周波数
に基づいて異なるモードを生成することもできる。特に、受信部２０１０は、同軸コネク
タと、キャビティ共振器内でＲＦ信号２０１２を放射するキャビティ共振器（特に示され
ず）内のアンテナとを含むことができる。代替では、受信部は、キャビティ共振器の内部
に導波される電磁波としてＲＦ信号２０１２を導波する中空導波路等の導波路又は誘電体
スタブ等の誘電体導波路を含むことができる。受信部は、円柱形を有するものとして示さ
れているが、特に受信部２０１０が導波路として実施される状況では、他の形状も同様に
可能である。
【０２１２】
　上記に提示された例と共に、キャビティ共振器は、例えば、導波される電磁波２００８
を、磁気結合を介して伝送媒体２００６上に誘導する共振周波数又はその近くの定在波を
介してＨ場（磁場）を生成することにより、ＲＦ信号２０１２に応答する。特定の実施形
態では、キャビティ共振器は、ＲＦ信号２０１２の搬送周波数のわずかに上又はＲＦ信号
２０１２に存在する様々な周波数の幾つか若しくは全ての上である遮断周波数を有する方
形導波路の一部から構築される。ＲＦ信号２０１２の搬送周波数が３ＧＨｚである例を考
える。ＴＥ１０モード又はキャビティ共振器の他のモードに対応する遮断周波数は、３．
０１ＧＨｚ～３．５ＧＨｚの範囲内であり得る　－　キャビティ共振器を共振器の電磁モ
ードの遮断のわずかに下で動作させる。他の実施形態では、遮断周波数の上の周波数を利
用することもできることに留意されたい。
【０２１３】
　上記の本開示は、導波２００８を伝送媒体２００６に送出する送信機としての電磁結合
デバイスの動作に焦点を当てたが、同じカプラ設計は、例えば、リモート送信デバイスに
よって送信された導波を伝送媒体２００６から抽出した受信機として使用することができ
る。この動作モードでは、磁気カプラ２００２は、導波される電磁波２００８の一部を磁
気的に分離し、伝送媒体２００６の外面によって結合され、伝送媒体２００６に沿って長
手方向に伝搬する第１のデータを送信デバイスから電磁波に搬送する。受信部２０１０は
、電磁波を受信し、それを受信機又は送信機等のデバイスに提供する。
【０２１４】
　更に、上記説明は、ＲＦ信号２０１２の搬送周波数の上である遮断周波数を有するもの
としての磁気カプラの動作に焦点を当てたが、他の設計では、磁気カプラは、使用される
１つ又は複数の導波モード、磁気カプラ２００２及び伝送媒体２００６の特性、結合デバ
イスが送信、受信、又は両方に使用されるかどうか及び／又は他の要因に応じて、ＲＦ信
号２０１２の搬送周波数以下の遮断周波数で動作することができる。
【０２１５】
　磁気カプラは、矩形キャビティ共振器として説明され示されたが、円筒形キャビティ共
振器又は別の形状のキャビティ共振器等の他の構成のキャビティ共振器を利用することも
できる。加えて又は代替として、磁気カプラは、螺旋コイル共振器又は他の誘導共振器等
の誘導共振器、容量共振器、又は他の磁気結合デバイスを含むことができる。
【０２１６】
　示される実施形態では、結合デバイスは、磁気カプラ２００２を覆い、伝送媒体２００
６の一部を磁気カプラ２００２に固定する蓋、カバー、又は他の筐体等のキャップを含む
。加えて、キャップは、単独で又は誘電部２００４と組み合わせて動作して、磁気カプラ
２００２からの放射を低減する反射板２０１４を更に含む。反射板２０１４は、金属若し
くは他の電導材料で構築することができ、又は金属面若しくは電導面を有することができ
る。反射板２０１４は矩形を有するものとして示されているが、特に磁気カプラ２００２
が異なる形状であるか、又は異なる形状の搭載フランジを含み、且つ／又は誘電部２００
４が異なる形状である状況において、他の形状も可能である。
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【０２１７】
　示されるように、誘電部２００４は、伝送媒体２００６を磁気カプラ２００２に固定す
るスロットを含む。誘電部２００４は、示されている向きにおいて磁気カプラ２００２か
ら誘電部２００４を通して上方への場の伝送を促進するように位置合わせされたセルラー
構造を有するセルラー誘電体等の誘電体材料で構築することができる　－　反射板２０１
４によって下方に反射し、誘電部２００４を通って磁気結合２００２に向ける。示される
実施形態では、反射板２０１４は、誘電部２００４を移動する際、ＲＦ信号２０１２の波
長の略半分に対応する距離だけ磁気カプラ２００２から離間される。本明細書で使用され
る場合、波長の略半分は、λ／２の＋／－１０％の範囲内の値に対応する。このようにし
て、反射板２０１４によって磁気結合２００２の上面に反射された磁場の位相は、この時
点で磁気結合により生成された磁場の位相から略１波長である。このようにして、生成さ
れた磁場及び反射された磁場は、建設的に加算して、所望のモードを介して導波される電
磁波としてＲＦ信号を伝送媒体２００６に更に結合させる。
【０２１８】
　Ｔｅｆｌｏｎ又は他の誘電体等の他の誘電体材料が誘電部２００４の構築に同様に使用
可能であることに留意されたい。しかし、所与の共振周波数において、異なる材料での伝
搬速度の違いを所与として、誘電体材料の選択がカプラの寸法、特に誘電部２００４の厚
さに影響し得ることに留意されたい。キャップは、矩形を有するものとして示されている
が、特に、磁気カプラ２００２が異なる形状であるか又は異なる形状の搭載フランジを含
む状況では、他の形状も可能である。
【０２１９】
　更に、特定のカプラ構成が示されているが、他の構成も同様に可能である。例えば、磁
気カプラ２００２と反射板２０１４との間の距離が全波長であり、誘電部２００４が、ワ
イヤの中心から反射板２０１４及び磁気カプラ２００２の両方への距離が波長の略半分で
あるような中間点において伝送媒体２００６を支持する実施形態を考える。この設計では
、エネルギー「ヌル」は、ワイヤの長手軸に沿って誘電体の中央に配置される。この効果
により、より多くのエネルギーが、放散する導体の中心ではなく、伝搬するワイヤ及び／
又は絶縁外被（存在する場合）の表面に配置される。ワイヤの上部のエネルギーは、ワイ
ヤの下部のエネルギーと位相外である　－　伝送媒体２００６に沿ったＨＥ１１モード、
ＴＭ００モード若しくは他のＴＭ０ｍモード、及び／又は１つ若しくは複数の他のモード
の導波される波動伝搬を支持する。この場合、ワイヤの直径は、カプラの動作周波数にお
いて有利なエネルギー分布を生成するのに十分な　－　例えば、十分なエネルギーがワイ
ヤの上部領域及び下部領域に生成されて、所望の伝搬モードをサポートするような　－　
サイズのものでなければならない。１ｃｍ以上の直径の絶縁ワイヤ等のワイヤと併用され
るそのような設計により、５ＧＨｚ以下の周波数をサポートすることができるが、他の周
波数及び／又はワイヤサイズ及び構成も同様に可能であることに留意されたい。
【０２２０】
　ここで、図２０Ｂを参照すると、本明細書において説明される種々の態様による電磁場
分布の一例の非限定的な実施形態のグラフ図２０２０が示されている。特に、磁気カプラ
２００２又は他の磁気結合デバイスを含む結合デバイス２０２２を含む送信デバイスの電
磁分布が二次元で提示されている。結合デバイス２０２２は、伝送媒体２００６の外面に
沿った導波として伝搬するように電磁波を伝送媒体２００６に結合する。
【０２２１】
　結合デバイス２０２２は、伝送媒体２００６の表面に結合し、且つ／又は他に導波され
る対称モード及び／又は少なくとも１つの非対称モードを介して伝搬する導波される電磁
波を形成する。導波の図表現は、単に導波の結合及び伝搬の例を示すために提示されるこ
とに留意されたい。そのような波動伝搬の結果として生成される実際の電場及び磁場は、
利用される周波数、結合デバイス２０２２の設計及び／又は構成、伝送媒体２００６の寸
法及び組成、並びに伝送媒体２００６の表面特性及び周囲環境の電磁特性等に応じて様々
であり得る。
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【０２２２】
　ここで、図２０Ｃ、図２０Ｄ、図２０Ｅ、及び図２０Ｆを参照すると、本明細書におい
て説明される種々の態様による結合デバイス構成要素の一例の非限定的な実施形態に対応
する絵図２０３０、２０４０、２０５０、及び２０６０が示されている。
【０２２３】
　図２０Ｃを考慮すると、電磁場をキャビティ内で放射するスタブアンテナ２０３６を含
む矩形キャビティ共振器２０３２が示される。キャビティ共振器は、誘電部及び反射板を
含むキャップを取り付けるための１０個の搭載穴を含む矩形搭載フランジ２０３４も含む
。
【０２２４】
　図２０Ｄを考慮すると、矩形キャビティ共振器２０４２と、絶縁ワイヤ又は裸のワイヤ
等の伝送媒体１２５を保持するためにキャップ誘電部２０４４の全長に延びるスロットを
含むＴｅｆｌｏｎキャップ誘電部２０４４とを含む結合デバイスが示される。示されるよ
うに、キャップは、反射板を取り外されている。誘電部２０４４及び反射板は、搭載ボル
トを介して矩形キャビティ共振器２０４２に固定可能である。
【０２２５】
　図２０Ｅを考慮すると、例えば、矩形キャビティ共振器２０４２及び誘電部２０４４と
併せて使用される反射板２０５２が示される。反射板２０５２は、アルミニウム合金又は
他の導電金属等の金属で構築されて、磁気カプラからの不要な放射を低減し、伝送媒体１
８０６への結合を改善する。示されるように、反射板２０５２は、矩形キャビティ共振器
１９２２及びＴｅｆｌｏｎキャップ１９２４の同様の搭載穴と嵌合する１０個の搭載穴を
含む。
【０２２６】
　図２０Ｆを考慮すると、送受信用の同軸インターフェースポートを有する矩形キャビテ
ィ共振器２０６２と、円筒形誘電部２０６４及び上部反射板２０６６に結合するための円
形搭載フランジとを含む結合デバイスが示される。円筒形誘電部２０６４は、絶縁ワイヤ
又は裸のワイヤ等の伝送媒体１２５を保持するための円筒形誘電部２０６４の全長を通っ
て延びるスロットを含む。示されるように、円筒形誘電部２０６４は、搭載ボルトを介し
て矩形キャビティ共振器２０６２に固定される。
【０２２７】
　ここで、図２０Ｇを参照すると、方法の一例の非限定的な実施形態の流れ図を示す。特
に、図１～図１９及び図２０Ａ～図２０Ｆと併せて提示される１つ又は複数の機能及び特
徴と併用される方法が提示されている。ステップ２０７２は、第１のデータを搬送する第
１の電磁波を受信することを含む。ステップ２０７４は、キャビティ共振器を介して、ワ
イヤの外面によって結合される導波される電磁波として第１の電磁波をワイヤに送出する
ことを含み、誘電部は、キャビティ共振器に隣接してワイヤを固定し、反射板は、キャビ
ティ共振器からの電磁放射を低減する。
【０２２８】
　様々な実施形態では、キャビティ共振器は、キャビティ共振器の遮断周波数未満で動作
し、導波される電磁波を、磁気結合を介して伝送媒体上に誘導する磁場を生成することに
より、無線周波数信号に更に応答する。信号は、キャビティ共振器内で信号を磁気的に放
射して、伝送媒体の外面上に導波される電磁波を誘導するキャビティ共振器のアンテナに
供給される電気信号を含むことができる。
【０２２９】
　説明を簡単にするために、各プロセスは、図２０Ｇにおいて一連のブロックとして示さ
れ説明されるが、請求項に記載される趣旨がブロックの順序に限定されず、幾つかのブロ
ックは、本明細書において示され説明されるものと異なる順序及び／又は他のブロックと
同時に行い得ることが理解及び認識される。更に、示される全てのブロックが、本明細書
において説明される方法の実装に必要とされないことがあり得る。
【０２３０】
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　ここで、図２１を参照すると、本明細書において説明される種々の態様による、コンピ
ューティング環境のブロック図が示されている。本明細書において説明される種々の実施
形態に関して更なる状況を与えるために、図２１及び以下の検討は、本開示の実施形態の
種々の実施形態を実施することができる適切なコンピューティング環境２１００の簡潔で
全般的な説明を提供することを意図している。実施形態が１つ又は複数のコンピューター
上で実行することができるコンピューター実行可能命令の一般的状況においてこれまで説
明されてきたが、それらの実施形態を他のプログラムモジュールと組み合わせて、及び／
又はハードウェア及びソフトウェアの組み合わせとして実施し得ることが当業者に認識さ
れよう。
【０２３１】
　一般的に、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行するか、又は特定の抽象デー
タ型を実施するルーチン、プログラム、コンポーネント、データ構造等を含む。更に、本
発明の方法をそれぞれ１つ又は複数の関連するデバイスに動作可能に結合することができ
る、シングルプロセッサ若しくはマルチプロセッサコンピューターシステム、ミニコンピ
ューター、メインフレームコンピューター及びパーソナルコンピューター、ハンドヘルド
コンピューティングデバイス、マイクロプロセッサに基づくか、若しくはプログラム可能
な家庭用電化製品等を含む、他のコンピューターシステム構成と共に実施できることが当
業者に理解されよう。
【０２３２】
　本明細書において用いられるとき、処理回路は、プロセッサ並びに特定用途向け集積回
路、デジタル論理回路、状態機械、プログラマブルゲートアレイ等の他の特定用途向け回
路又は入力信号若しくはデータを処理し、それに応答して出力信号若しくはデータを生成
する他の回路を含む。プロセッサの動作に関連して本明細書において説明されるいかなる
機能及び特徴も、処理回路により同様に実行可能であることに留意されたい。
【０２３３】
　「第１の」、「第２の」、「第３の」等の用語は、特許請求の範囲において用いられる
とき、文脈によって他に明記される場合を除いて、明確にすることのみを目的としており
、他の点では時間に関するいかなる順序も示さず、暗示もしない。例えば、「第１の判断
」、「第２の判断」及び「第３の判断」は、第１の判断が第２の判断の前に行われること
を示すものでも暗示するものでもなく、その逆も同様である。
【０２３４】
　本明細書における実施形態の例示される実施形態は、特定のタスクが通信ネットワーク
を通してリンクされる遠隔処理デバイスによって実行される分散コンピューティング環境
において実施することもできる。分散コンピューティング環境では、プログラムモジュー
ルをローカルメモリ記憶デバイス及びリモートメモリ記憶デバイス内の両方に配置するこ
とができる。
【０２３５】
　コンピューティングデバイスは、通常、種々の媒体を含み、それらの媒体はコンピュー
ター可読記憶媒体及び／又は通信媒体を含むことができ、その２つの用語は、以下のよう
に本明細書において互いに異なるように使用される。コンピューター可読記憶媒体は、コ
ンピューターによってアクセスすることができる任意の入手可能な記憶媒体であり得、揮
発性及び不揮発性媒体、リムーバブル及び非リムーバブル媒体の両方を含む。例であって
限定はしないが、コンピューター可読記憶媒体は、コンピューター可読命令、プログラム
モジュール、構造化データ又は非構造化データ等の情報を記憶するための任意の方法又は
技術に関連して実現することができる。
【０２３６】
　コンピューター可読記憶媒体は、限定はしないが、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブルリードオンリーメモ
リ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ若しくは他のメモリ技術、コンパクトディスクリ
ードオンリーメモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）若しくは他の
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光ディスク記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置若しくは他の磁
気記憶デバイス、又は所望の情報を記憶するために用いることができる他の有形及び／又
は非一時的媒体を含むことができる。この関連で、記憶装置、メモリ又はコンピューター
可読媒体に適用されるような、本明細書における「有形」又は「非一時的」という用語は
、修飾語として、一時的な伝搬信号自体のみを除外するものと理解されるべきであり、一
時的な伝搬信号自体のみでない全ての標準的な記憶装置、メモリ又はコンピューター可読
媒体に対する権利を放棄しない。
【０２３７】
　コンピューター可読記憶媒体は、媒体によって記憶される情報に関する種々の動作のた
めに、例えば、アクセス要求、問い合わせ又は他のデータ検索プロトコルを介して１つ又
は複数のローカル若しくはリモートコンピューティングデバイスによってアクセスするこ
とができる。
【０２３８】
　通信媒体は、通常、被変調データ信号、例えば、搬送波又は他の搬送機構等のデータ信
号において、コンピューター可読命令、データ構造、プログラムモジュール又は他の構造
化若しくは非構造化データを具現し、任意の情報送達又は搬送媒体を含む。「被変調デー
タ信号」又は信号という用語は、１つ又は複数の信号内に情報を符号化するように設定又
は変更される特性のうちの１つ又は複数を有する信号を指している。例であって限定はし
ないが、通信媒体は、有線ネットワーク又は直結される接続等の有線媒体、及び音響、Ｒ
Ｆ、赤外線及び他のワイヤレス媒体等のワイヤレス媒体を含む。
【０２３９】
　図２１を再び参照すると、基地局（例えば、基地局デバイス１５０４、マクロセルサイ
ト１５０２、若しくは基地局１６１４）若しくは中央オフィス（例えば、中央オフィス１
５０１若しくは１６１１）の少なくとも一部を介して信号を送受信するか、又は基地局若
しくは中央オフィスの少なくとも一部をなす環境例２１００である。環境例２１００の少
なくとも一部は、送信デバイス１０１又は１０２に用いることもできる。環境例は、コン
ピューター２１０２を含むことができ、コンピューター２１０２は、処理ユニット２１０
４、システムメモリ２１０６、及びシステムバス２１０８を含む。システムバス２１０８
は、システムメモリ２１０６を含むが、これに限定されないシステムコンポーネントを処
理ユニット２１０４に結合する。処理ユニット２１０４は、任意の種々の市販のプロセッ
サであり得る。デュアルマイクロプロセッサ及び他のマルチプロセッサアーキテクチャも
、処理ユニット２１０４として利用することができる。
【０２４０】
　システムバス２１０８は、種々の市販のバスアーキテクチャのいずれかを用いて、メモ
リバス（メモリコントローラーを含むか又は含まない）、周辺機器用バス及びローカルバ
スに更に相互接続することができる幾つかのタイプのバス構造のいずれかであり得る。シ
ステムメモリ２１０６は、ＲＯＭ２１１０及びＲＡＭ２１１２を含む。ＲＯＭ、消去可能
プログラマブルリードオンリーメモリ（ＥＰＲＯＭ）、ＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性メモリ
内に基本入出力システム（ＢＩＯＳ）を記憶することができ、ＢＩＯＳは、起動中等にコ
ンピューター２１０２内の要素間で情報を転送することを促進する基本ルーチンを含む。
ＲＡＭ２１１２は、データをキャッシュするためのスタティックＲＡＭ等の高速ＲＡＭも
含むことができる。
【０２４１】
　コンピューター２１０２は、適切なシャーシ（図示せず）において外部で使用するよう
に構成することもできる内部ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）２１１４（例えば、ＥＩ
ＤＥ、ＳＡＴＡ）と、磁気フロッピーディスクドライブ（ＦＤＤ）２１１６（例えば、リ
ムーバブルディスケット２１１８に対する読出し又は書込み用）と、光ディスクドライブ
２１２０（例えば、ＣＤ－ＲＯＭディスク２１２２の読出し、又はＤＶＤのような他の大
容量光学媒体に対する読出し若しくは書込み用）とを更に含む。ハードディスクドライブ
２１１４、磁気ディスクドライブ２１１６及び光ディスクドライブ２１２０は、それぞれ
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ハードディスクドライブインターフェース２１２４、磁気ディスクドライブインターフェ
ース２１２６及び光ドライブインターフェース２１２８により、システムバス２１０８に
接続することができる。外部ドライブを実現するためのインターフェース２１２４は、ユ
ニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）及び米国電気技術者協会（ＩＥＥＥ）１３９４インタ
ーフェース技術のうちの少なくとも一方又は両方を含む。他の外部ドライブ接続技術も本
明細書において説明される実施形態の考慮の範囲内にある。
【０２４２】
　ドライブ及びその関連するコンピューター可読記憶媒体は、データ、データ構造、コン
ピューター実行可能命令等の不揮発性記憶を提供する。コンピューター２１０２の場合、
ドライブ及び記憶媒体は、適切なデジタルフォーマットにおいて任意のデータの記憶に対
応する。上記のコンピューター可読記憶媒体の説明はハードディスクドライブ（ＨＤＤ）
、リムーバブル磁気ディスケット、及びＣＤ又はＤＶＤ等のリムーバブル光媒体を参照す
るが、ジップドライブ、磁気カセット、フラッシュメモリカード、カートリッジ等、コン
ピューターによって読出し可能である他のタイプの記憶媒体も例示的な動作環境において
使用できること、更に任意のそのような記憶媒体が、本明細書において説明される方法を
実行するためのコンピューター実行可能命令を含み得ることが当業者に理解されよう。
【０２４３】
　ドライブ及びＲＡＭ２１１２内に、オペレーティングシステム２１３０、１つ又は複数
のアプリケーションプログラム２１３２、他のプログラムモジュール２１３４及びプログ
ラムデータ２１３６を含む複数のプログラムモジュールを記憶することができる。オペレ
ーティングシステム、アプリケーション、モジュール及び／又はデータの全て又は一部を
ＲＡＭ２１１２にキャッシュすることもできる。本明細書において説明されるシステム及
び方法は、種々の市販のオペレーティングシステム又はオペレーティングシステムの組み
合わせを利用して実施することができる。処理ユニット２１０４によって実施することが
できるか、又は他に実行することができるアプリケーションプログラム２１３２の例は、
送信デバイス１０１又は１０２によって実行されるダイバーシティ選択決定を含む。
【０２４４】
　ユーザは、１つ又は複数の有線／ワイヤレス入力デバイス、例えば、キーボード２１３
８及びマウス２１４０等のポインティングデバイスを通してコンピューター２１０２にコ
マンド及び情報を入力することができる。他の入力デバイス（図示せず）は、マイクロフ
ォン、赤外線（ＩＲ）遠隔制御、ジョイスティック、ゲームパッド、スタイラスペン、タ
ッチスクリーン等を含むことができる。これらの入力デバイス及び他の入力デバイスは、
多くの場合、システムバス２１０８に結合することができる入力デバイスインターフェー
ス２１４２を通して処理ユニット２１０４に接続されるが、パラレルポート、ＩＥＥＥ１
３９４シリアルポート、ゲームポート、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、Ｉ
Ｒインターフェース等の他のインターフェースによって接続することもできる。
【０２４５】
　モニター２１４４又は他のタイプのディスプレイデバイスもビデオアダプター２１４６
等のインターフェースを介してシステムバス２１０８に接続することができる。また、代
替の実施形態において、モニター２１４４は、インターネット及びクラウドベースネット
ワーク経由を含む、任意の通信手段を経由してコンピューター２１０２に関連付けられる
表示情報を受信するための任意のディスプレイデバイス（例えば、ディスプレイを有する
別のコンピューター、スマートフォン、タブレットコンピューター等）であり得ることは
理解されよう。モニター２１４４に加えて、コンピューターは、通常、スピーカー、プリ
ンター等の他の周辺出力デバイス（図示せず）を含む。
【０２４６】
　コンピューター２１０２は、リモートコンピューター２１４８等の１つ又は複数のリモ
ートコンピューターとの有線及び／又はワイヤレス通信を介しての論理接続を用いてネッ
トワーク化された環境において動作することができる。リモートコンピューター２１４８
は、ワークステーション、サーバーコンピューター、ルーター、パーソナルコンピュータ
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ー、ポータブルコンピューター、マイクロプロセッサ内蔵娯楽機器、ピアデバイス又は他
の共通ネットワークノードであり得、通常、コンピューター２１０２に関して説明される
要素の多く又は全てを含むが、簡潔にするために１つのメモリ／記憶デバイス２１５０の
みが示される。図示される論理接続は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）２１５２
及び／又はより大きいネットワーク、例えば、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）２１
５４への有線／ワイヤレス接続を含む。そのようなＬＡＮ及びＷＡＮネットワーク化環境
はオフィス及び企業では一般的であり、その全てがグローバル通信ネットワーク、例えば
、インターネットに接続することができるイントラネット等の企業規模のコンピューター
ネットワークを容易にする。
【０２４７】
　ＬＡＮネットワーク化環境において用いられるとき、コンピューター２１０２は、有線
及び／又はワイヤレス通信ネットワークインターフェース又はアダプタ２１５６を通して
、ローカルネットワーク２１５２に接続することができる。アダプタ２１５６は、ＬＡＮ
２１５２との有線又はワイヤレス通信を容易にすることができ、ＬＡＮは、そこに配置さ
れ、無線アダプタ２１５６と通信するためのワイヤレスＡＰも含むことができる。
【０２４８】
　ＷＡＮネットワーク化環境において用いられるとき、コンピューター２１０２は、モデ
ム２１５８を含むことができるか、ＷＡＮ２１５４上の通信サーバーに接続することがで
きるか、又は例えばインターネットにより、ＷＡＮ２１５４を介して通信を確立するため
の他の手段を有する。モデム２１５８は、内部又は外部、及び有線又はワイヤレスデバイ
スであり得、入力デバイスインターフェース２１４２を介して、システムバス２１０８に
接続することができる。ネットワーク化された環境では、コンピューター２１０２に関し
て図示されるプログラムモジュール又はその一部は、リモートメモリ／記憶デバイス２１
５０に記憶することができる。図示されるネットワーク接続は例であり、コンピューター
間に通信リンクを確立する他の手段を用い得ることは理解されよう。
【０２４９】
　コンピューター２１０２は、ワイヤレス通信において動作可能に配置される任意のワイ
ヤレスデバイス又はエンティティ、例えば、プリンター、スキャナー、デスクトップ及び
／又はポータブルコンピューター、ポータブルデータアシスタント、通信衛星、ワイヤレ
スで検出可能なタグに関連付けられる機器又は場所（例えば、キオスク、ニューススタン
ド、化粧室）の任意の部分、及び電話と通信するように動作可能にすることができる。こ
れは、ワイヤレスフィデリティ（Ｗｉ－Ｆｉ）及びＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）ワイ
ヤレス技術を含むことができる。このようにして、通信は、従来のネットワーク、又は単
に少なくとも２つのデバイス間のアドホック通信の場合のような規定された構造であり得
る。
【０２５０】
　Ｗｉ－Ｆｉにより、自宅の長椅子から、ホテルの部屋のベッドから、又は仕事中に会議
室からワイヤレスでインターネットに接続できるようになる。Ｗｉ－Ｆｉは携帯電話にお
いて使用されるのに類似のワイヤレス技術であり、それにより、そのようなデバイス、例
えば、コンピューターが基地局の範囲内の屋内外いずれの場所にもデータを送信及び受信
できるようになる。Ｗｉ－Ｆｉネットワークは、安全で、信頼性があり、高速のワイヤレ
ス接続性を提供するために、ＩＥＥＥ８０２．１１（ａ、ｂ、ｇ、ｎ、ａｃ、ａｇ等）と
呼ばれる無線技術を使用する。Ｗｉ－Ｆｉネットワークを用いて、コンピューターを互い
に、インターネットに、且つ有線ネットワーク（ＩＥＥＥ８０２．３又はイーサネット（
登録商標）を使用することができる）に接続することができる。Ｗｉ－Ｆｉネットワーク
は、例えば、免許不要２．４ＧＨｚ及び５ＧＨｚ無線帯域において動作するか、又は両方
の帯域（デュアルバンド）を含む製品を用いて動作するため、ネットワークは、多くのオ
フィスにおいて使用される基本１０ＢａｓｅＴ有線イーサネットネットワークに類似の実
世界性能を提供することができる。
【０２５１】
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　図２２は、本明細書において説明される開示される主題の１つ又は複数の態様を実施し
、利用することができるモバイルネットワークプラットフォーム２２１０の例示的な実施
形態２２００を提示する。１つ又は複数の実施形態において、モバイルネットワークプラ
ットフォーム２２１０は、基地局（例えば、基地局デバイス１５０４、マクロセルサイト
１５０２、若しくは基地局１６１４）、中央オフィス（例えば、中央オフィス１５０１若
しくは１６１１）、又は開示される趣旨に関連付けられた送信デバイス１０１若しくは１
０２により送受信される信号を生成し、受信することができる。一般に、ワイヤレスネッ
トワークプラットフォーム２２１０は、パケット交換（ＰＳ）トラフィック（例えば、イ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）、フレームリレー、非同期転送モード（ＡＴＭ））及び
回線交換（ＣＳ）トラフィック（例えば、音声及びデータ）の両方、並びにネットワーク
化されたワイヤレス電気通信のための制御生成を容易にするコンポーネント、例えば、ノ
ード、ゲートウェイ、インターフェース、サーバー又は異種プラットフォームを含むこと
ができる。非限定的な例として、ワイヤレスネットワークプラットフォーム２２１０は、
電気通信キャリアネットワーク内に含めることが可能であり、本明細書の他の場所で論じ
られたように、キャリア側コンポーネントと見なすことができる。モバイルネットワーク
プラットフォーム２２１０は、電話網２２４０（例えば、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、
又は公衆陸上移動ネットワーク（ＰＬＭＮ））、又はシグナリングシステム＃７（ＳＳ７
）ネットワーク２２７０のような、レガシーネットワークから受信されるＣＳトラフィッ
クとのインターフェースを有することができるＣＳゲートウェイノード２２２２を含む。
回線交換ゲートウェイノード２２２２は、そのようなネットワークから生じるトラフィッ
ク（例えば、音声）を許可し、認証することができる。更に、ＣＳゲートウェイノード２
２２２は、ＳＳ７ネットワーク２２７０を通して生成されるモビリティデータ又はローミ
ングデータ、例えば、メモリ２２３０内に存在することができるビジターロケーションレ
ジスタ（ＶＬＲ）に記憶されるモビリティデータにアクセスすることができる。更に、Ｃ
Ｓゲートウェイノード２２２２は、ＣＳベーストラフィック及びシグナリング並びにＰＳ
ゲートウェイノード２２１８とのインターフェースを有する。一例として、３ＧＰＰ　Ｕ
ＭＴＳネットワークにおいて、ＣＳゲートウェイノード２２２２は、ゲートウェイＧＰＲ
Ｓサポートノード（ＧＧＳＮ）において少なくとも部分的に実現することができる。ＣＳ
ゲートウェイノード２２２２、ＰＳゲートウェイノード２２１８及びサービングノード２
２１６の機能及び特定の動作は、電気通信のためにモバイルネットワークプラットフォー
ム２２１０によって利用される無線技術によって提供され、決定されることは理解された
い。
【０２５２】
　ＣＳ交換トラフィック及びシグナリングを受信及び処理することに加えて、ＰＳゲート
ウェイノード２２１８は、サービングされるモバイルデバイスとのＰＳベースデータセッ
ションを許可し、認証することができる。データセッションは、ワイドエリアネットワー
ク（ＷＡＮ）２２５０、企業ネットワーク２２７０及びサービスネットワーク２２８０の
ようなワイヤレスネットワークプラットフォーム２２１０の外部にあるネットワークと交
換されるトラフィック又はコンテンツを含むことができ、それらはローカルエリアネット
ワーク（ＬＡＮ）において具現することができ、ＰＳゲートウェイノード２２１８を通し
てモバイルネットワークプラットフォーム２２１０とインターフェース接続することもで
きる。ＷＡＮ２２５０及び企業ネットワーク２２６０は、ＩＰマルチメディアサブシステ
ム（ＩＭＳ）のようなサービスネットワークを少なくとも部分的に具現できることに留意
されたい。技術リソース２２１７において利用可能な無線技術レイヤに基づいて、パケッ
ト交換ゲートウェイノード２２１８は、データセッションが確立されるときにパケットデ
ータプロトコルコンテキストを生成することができ、パケット化されたデータをルーティ
ングするのを容易にする他のデータ構造も生成することができる。そのために、一態様に
おいて、ＰＳゲートウェイノード２２１８は、Ｗｉ－Ｆｉネットワークのような異種ワイ
ヤレスネットワークとのパケット化された通信を容易にすることができるトンネルインタ
ーフェース（例えば、３ＧＰＰ　ＵＭＴＳネットワーク（図示せず）におけるトンネル終
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端ゲートウェイ（ＴＴＧ））を含むことができる。
【０２５３】
　実施形態２２００において、ワイヤレスネットワークプラットフォーム２２１０は、サ
ービングノード２２１６も含み、サービングノードは、技術リソース２２１７内の利用可
能な無線技術レイヤに基づいて、ＰＳゲートウェイノード２２１８を通して受信されたデ
ータストリームの種々のパケット化されたフローを搬送する。主にＣＳ通信に依存する技
術リソース２２１７の場合、サーバーノードが、ＰＳゲートウェイノード２２１８に依存
することなく、トラフィックを送達できることに留意されたい。例えば、サーバーノード
は、モバイル交換センターを少なくとも部分的に具現することができる。一例として、３
ＧＰＰ　ＵＭＴＳネットワークにおいて、サービングノード２２１６は、サービングＧＰ
ＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）において具現することができる。
【０２５４】
　パケット化された通信を利用する無線技術の場合、ワイヤレスネットワークプラットフ
ォーム２２１０内のサーバー２２１４が、複数の異種のパケット化されたデータストリー
ム又はフローを生成し、そのようなフローを管理する（例えば、スケジューリングする、
待ち行列に入れる、フォーマットする．．．）ことができる多くのアプリケーションを実
行することができる。そのようなアプリケーションは、ワイヤレスネットワークプラット
フォーム２２１０によって提供される標準的なサービス（例えば、プロビジョニング、課
金、顧客サポート．．．）に対するアドオン機構を含むことができる。データストリーム
（例えば、音声通話又はデータセッションの一部であるコンテンツ）をデータセッション
の許可／認証及び開始のためにＰＳゲートウェイノード２２１８に搬送することができ、
その後、通信のためにサービングノード２２１６に搬送することができる。アプリケーシ
ョンサーバーに加えて、サーバー２２１４は、ユーティリティサーバーを含むことができ
、ユーティリティサーバーは、プロビジョニングサーバー、運用及びメンテナンスサーバ
ー、認証局及びファイヤウォール並びに他のセキュリティ機構を少なくとも部分的に実現
することができるセキュリティサーバー等を含むことができる。一態様において、セキュ
リティサーバーは、ワイヤレスネットワークプラットフォーム２２１０を通してサービン
グされる通信を保護し、ＣＳゲートウェイノード２２２２及びＰＳゲートウェイノード２
２１８が規定することができる許可及び認証手順に加えて、ネットワークの運用及びデー
タインテグリティを確保する。更に、プロビジョニングサーバーが、異種サービスプロバ
イダによって運用されるネットワークのような外部ネットワークからのサービス、例えば
、ＷＡＮ２２５０又はグローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）ネットワーク（図示
せず）からのサービスをプロビジョニングすることができる。また、プロビジョニングサ
ーバーは、更なるネットワークカバレッジを提供することによりワイヤレスサービスカバ
レッジを向上させる、図１に示される分散アンテナネットワーク等のワイヤレスネットワ
ークプラットフォーム２２１０に関連付けられる（例えば、同じサービスプロバイダによ
って展開され、運用される）ネットワークを通して、カバレッジをプロビジョニングする
こともできる。図７、図８及び図９に示されるようなリピーターデバイスも、ＵＥ２２７
５による加入者サービス体感を向上させるためにネットワークカバレッジを改善する。
【０２５５】
　サーバー２２１４は、マクロネットワークプラットフォーム２２１０の機能を少なくと
も部分的に与えるように構成される１つ又は複数のプロセッサを含み得ることに留意され
たい。そのために、１つ又は複数のプロセッサは、例えば、メモリ２２３０に記憶された
コード命令を実行することができる。サーバー２２１４は、上記で説明されたのと実質的
に同様に動作する、コンテンツマネージャ２２１５を含み得ることは理解されたい。
【０２５６】
　例示的な実施形態２２００において、メモリ２２３０は、ワイヤレスネットワークプラ
ットフォーム２２１０の運用に関連する情報を記憶することができる。他の運用情報は、
ワイヤレスプラットフォームネットワーク２２１０を通してサービングされるモバイルデ
バイスのプロビジョニング情報、加入者データベース；アプリケーションインテリジェン
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ス、プライシングスキーム、例えば、販売促進料、定額プログラム、クーポン配布キャン
ペーン；異種無線、又はワイヤレス、技術レイヤの運用のための電気通信プロトコルと一
致する技術仕様等を含むことができる。また、メモリ２２３０は、電話網２２４０、ＷＡ
Ｎ２２５０、企業ネットワーク２２７０又はＳＳ７ネットワーク２２６０のうちの少なく
とも１つからの情報を記憶することができる。一態様において、例えば、データストアコ
ンポーネントの一部として、又は遠隔接続されるメモリストアとして、メモリ２２３０に
アクセスすることができる。
【０２５７】
　開示される主題の種々の態様に関する状況を提供するために、図２２及び以下の検討は
、開示される主題の種々の態様を実現することができる適切な環境の簡潔で一般的な説明
を提供することを意図している。主題は、単数及び／又は複数のコンピューター上で実行
されるコンピュータープログラムのコンピューター実行可能命令の一般的な状況において
これまで説明されてきたが、開示される主題を他のプログラムモジュールとの組み合わせ
において実現し得ることが当業者に認識されよう。一般的に、プログラムモジュールは、
特定のタスクを実行し、及び／又は特定の抽象データ型を実現するルーチン、プログラム
、コンポーネント、データ構造等を含む。
【０２５８】
　図２３は、通信デバイス２３００の例示的な実施形態を示す。通信デバイス２３００は
、本開示により参照される（例えば、図１５、図１６Ａ、及び図１６Ｂにおいて）モバイ
ルデバイス及び建物内デバイス等のデバイスの例示的な実施形態として機能することがで
きる。
【０２５９】
　通信デバイス２３００は、有線及び／又は無線送受信機２３０２（本明細書では、送受
信機２３０２）、ユーザインターフェース（ＵＩ）２３０４、電源２３１４、ロケーショ
ン受信機２３１６、運動センサー２３１８、向きセンサー２３２０、及びその動作を管理
するコントローラ２３０６を含むことができる。送受信機２３０２は、少数を挙げれば、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、ＷｉＦｉ、ＤＥＣＴ、又
はセルラー通信技術等の近距離又は長距離ワイヤレスアクセス技術をサポートすることが
できる（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）及びＺｉｇＢｅｅ（登録商標）は、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｇｒｏｕｐ及びＺｉｇＢｅｅ
（登録商標）Ａｌｌｉａｎｃｅによりそれぞれ登録された商標である）。セルラー技術は
、例えば、ＣＤＭＡ－１Ｘ、ＵＭＴＳ／ＨＳＤＰＡ、ＧＳＭ（登録商標）／ＧＰＲＳ、Ｔ
ＤＭＡ／ＥＤＧＥ、ＥＶ／ＤＯ、ＷｉＭＡＸ、ＳＤＲ、ＬＴＥ、及び開発される他の次世
代ワイヤレス通信技術を含むことができる。送受信機２３０２は、回線交換有線アクセス
技術（ＰＳＴＮ等）、パケット交換有線アクセス技術（ＴＣＰ／ＩＰ、ＶｏＩＰ等）、及
びそれらの組み合わせをサポートするように構成することもできる。
【０２６０】
　ＵＩ２３０４は、通信デバイス２３００の動作を操作するローラーボール、ジョイステ
ィック、マウス、又はナビゲーションディスク等のナビゲーション機構を有する押下可能
又はタッチセンシティブキーパッド２３０８を含むことができる。キーパッド２３０８は
、通信デバイス２３００の筐体組立体の一体部分であり得、又は繋がれた有線インターフ
ェース（ＵＳＢケーブル等）若しくは例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）をサポート
するワイヤレスインターフェースによりそれに動作可能に結合される独立デバイスであり
得る。キーパッド２３０８は、電話で一般に用いられる数字キーパッド及び／又は英数字
キーを有するＱＷＥＲＴＹキーパッドを表すことができる。ＵＩ２３０４は、モノクロ若
しくはカラーＬＣＤ（液晶ディスプレイ）、ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）、又は通信
デバイス２３００のエンドユーザに画像を伝達する他の適するディスプレイ技術等のディ
スプレイ２３１０を更に含むことができる。ディスプレイ２３１０がタッチセンシティブ
である一実施形態において、キーパッド２３０８の一部又は全ては、ナビゲーション機能
を有するディスプレイ２３１０により提示することができる。
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【０２６１】
　ディスプレイ２３１０は、タッチスクリーン技術を用いてユーザ入力を検出するユーザ
インターフェースとして機能することもできる。タッチスクリーンディスプレイとして、
通信デバイス２３００は、指のタッチでユーザにより選択することができるグラフィカル
ユーザインターフェース（ＧＵＩ）要素を有するユーザインターフェースを提示するよう
に構成することができる。タッチスクリーンディスプレイ２３１０は、ユーザの指がタッ
チスクリーンディスプレイの一部に配置された表面積の大きさを検出する容量性、抵抗性
、又は他の形態の検知技術を備えることができる。この検知情報を用いて、ユーザインタ
ーフェースのＧＵＩ要素又は他の機能の操作を制御することができる。ディスプレイ２３
１０は、通信デバイス２３００の筐体組立体の一体部分であり得、又は繋がれた有線イン
ターフェース（ケーブル等）若しくはワイヤレスインターフェースによりそれに通信可能
に結合される独立デバイスであり得る。
【０２６２】
　ＵＩ２３０４は、オーディオ技術を利用して、低音量オーディオ（人間の耳の近くで聞
こえるオーディオ等）及び高音量オーディオ（ハンズフリー操作でのスピーカーフォン等
）を伝達するオーディオシステム２３１２を含むこともできる。オーディオシステム２３
１２は、エンドユーザの可聴信号を受信するマイクロフォンを更に含むことができる。オ
ーディオシステム２３１２は、音声認識用途に用いることもできる。ＵＩ２３０４は、静
止画像又は動画を捕捉する電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラ等のイメージセンサー２３１３
を更に含むことができる。
【０２６３】
　電源２３１４は、交換式電池及び充電式電池、供給規制技法、及び／又は充電システム
技術等の一般的な電力管理技法を利用して、通信デバイス２３００のコンポーネントにエ
ネルギーを供給し、長距離又は近距離ポータブル通信を容易にすることができる。代替的
に又は組み合わせにおいて、充電システムは、ＵＳＢポート等の物理的インターフェース
又は他の適するテザリング技術を介して供給されるＤＣ電力等の外部電源を利用すること
ができる。
【０２６４】
　ロケーション受信機２３１６は、補助ＧＰＳ対応の全地球測位システム（ＧＰＳ）受信
機等の位置特定技術を利用し、ＧＰＳ衛星の群により生成される信号に基づいて通信デバ
イス２３００のロケーションを識別することができ、ロケーションは、ナビゲーション等
のロケーションサービスの促進に用いることができる。運動センサー２３１８は、加速度
計、ジャイロスコープ、又は他の適する運動検知技術等の運動検知技術を利用して三次元
空間内で通信デバイス２３００の運動を検出することができる。向きセンサー２３２０は
、磁力計等の向き検知技術を利用して、通信デバイス２３００の向き（北、南、西、及び
東、並びに度、分、若しくは他の適する向き尺度を組み合わせた向き）を検出することが
できる。
【０２６５】
　通信デバイス２３００は、送受信機２３０２を用いて、受信信号強度インジケータ（Ｒ
ＳＳＩ）及び／又は信号到着時間（ＴＯＡ）又は飛行時間（ＴＯＦ）測定の利用等の検知
技法により、セルラー、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又は他のワイヤレ
スアクセスポイントへの近接性を特定することもできる。コントローラ２３０６は、フラ
ッシュ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＤＲＡＭ、又は他の記憶技術等の関連する記憶メモ
リと共に、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、プログラマブルゲ
ートアレイ、特定用途向け集積回路、及び／又はビデオプロセッサ等の計算技法を利用し
て、コンピューター命令を実行し、通信デバイス２３００の上記コンポーネントを制御し
、通信デバイス２３００の上記コンポーネントにより供給されるデータを処理することが
できる。
【０２６６】
　本開示の１つ又は複数の実施形態において、図２３に示されていない他のコンポーネン
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トを用いることができる。例えば、通信デバイス２３００は、加入者識別モジュール（Ｓ
ＩＭ）カード又は汎用集積回路カード（ＵＩＣＣ）等の識別モジュールを追加又は削除す
るためのスロットを含むことができる。ＳＩＭ又はＵＩＣＣカードは、加入者サービスの
識別、プログラムの実行、加入者データの記憶等に用いることができる。
【０２６７】
　本明細書において、「ストア」、「ストレージ」、「データストア」、「データ記憶装
置」、「データベース」という用語、並びにコンポーネントの動作及び機能に関連する任
意の他の情報記憶コンポーネントは、「メモリコンポーネント」、「メモリ」において具
現されるエンティティ又はメモリを含むコンポーネントを指している。本明細書において
説明されるメモリコンポーネントは、揮発性メモリ若しくは不揮発性メモリのいずれかで
あり得るか、又は揮発性及び不揮発性両方のメモリを含むことができ、例示であって限定
はしないが、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、ディスクストレージ及びメモリストレージ
を含み得ることは理解されよう。更に、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、プログラマブ
ルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能Ｒ
ＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）又はフラッシュメモリにおいて不揮発性メモリを含むことができる
。揮発性メモリは、外部キャッシュメモリとしての役割を果たすランダムアクセスメモリ
（ＲＡＭ）を含めることができる。例示であって限定はしないが、ＲＡＭは、同期ＲＡＭ
（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブル
データレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、エンハンストＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡ
Ｍ）、ＳｙｎｃｈｌｉｎｋＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）及びｄｉｒｅｃｔ　ＲａｍｂｕｓＲ
ＡＭ（ＤＲＲＡＭ）等の多くの形態で入手することができる。更に、本明細書におけるシ
ステム又は方法の開示されるメモリコンポーネントは、限定されないが、これら及び任意
の他の適切なタイプのメモリを含むことを意図している。
【０２６８】
　更に、開示される主題は、シングルプロセッサ若しくはマルチプロセッサコンピュータ
ーシステム、ミニコンピューティングデバイス、メインフレームコンピューター、並びに
パーソナルコンピューター、ハンドヘルドコンピューティングデバイス（例えば、ＰＤＡ
、電話、スマートフォン、腕時計、タブレットコンピューター、ネットブックコンピュー
ター等）、マイクロプロセッサベース又はプログラマブル家電製品又は産業用電子機器等
を含む他のコンピューターシステム構成で実践できることに留意されたい。例示される態
様は、通信ネットワークを通してリンクされる遠隔処理デバイスによってタスクが実行さ
れる分散コンピューティング環境において実践することもできる。しかし、本開示の、全
てではないが幾つかの態様は、スタンドアローンコンピューター上で実践することができ
る。分散コンピューティング環境において、プログラムモジュールは、ローカルメモリ記
憶装置及びリモートメモリ記憶装置の双方の中に位置することができる。
【０２６９】
　本明細書において説明される実施形態の幾つかは、本明細書において説明される１つ又
は複数の特徴を自動化するのを容易にするために人工知能（ＡＩ）を利用することもでき
る。例えば、任意選択的なトレーニングコントローラ２３０に人工知能を用いて、転送効
率を最大化するように候補周波数、変調方式、ＭＩＭＯモード、及び／又は導波モードを
評価し選択ことができる。複数の実施形態（例えば、既存の通信ネットワークに追加した
後に最大の価値／利益を提供する取得セルサイトを自動的に識別することに関連する）は
、種々の実施形態を実行するために、ＡＩに基づく種々の方式を利用することができる。
更に、分類器を用いて、取得ネットワークの各セルサイトのランク付け又は優先順位を決
定することができる。分類器は、入力属性ベクトルｘ＝（ｘ１，ｘ２，ｘ３，ｘ４，．．
．，ｘｎ）を、入力が１つのクラスに属する信頼度にマッピングする関数であり、すなわ
ちｆ（ｘ）＝信頼度（クラス）である。そのような分類は、ユーザが自動的に実施される
ことを望む動作を予測又は推論するために、（例えば、分析の有用性及びコストを計算に
入れる）確率的解析及び／又は統計に基づく解析を利用することができる。サポートベク
トルマシン（ＳＶＭ）は、利用できる分類器の一例である。ＳＶＭは、取り得る入力の空
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間内で超曲面を見つけることによって動作し、超曲面は非トリガーイベントからトリガー
基準を分離しようとする。直観的には、これは、トレーニングデータに近いが、同一では
ないデータをテストするために分類を正確にする。他の有向及び無向モデル分類手法は、
例えば、ナイーブベイズ、ベイジアンネットワーク、決定木、ニューラルネットワーク、
ファジー論理モデルを含み、独立した異なるパターンを提供する確率的分類モデルを利用
することができる。本明細書において用いられるとき、分類は、優先順位のモデルを開発
するために利用される統計的回帰も包含する。
【０２７０】
　容易に理解されるように、実施形態のうちの１つ又は複数は、暗黙的にトレーニングさ
れる（例えば、ＵＥ挙動を観察すること、運用者の好み、履歴情報、外部情報を受信する
ことによる）だけでなく、明確にトレーニングされる（例えば、汎用トレーニングデータ
による）分類器を利用することができる。例えば、ＳＶＭは、分類器コンストラクター及
び特徴選択モジュール内の学習又はトレーニング段階を介して構成することができる。し
たがって、分類器を用いて、限定はしないが、所定の基準に従って、取得セルサイトのう
ちのいずれの取得セルサイトが最大数の加入者に利益を与えることになり、及び／又は取
得セルサイトのうちのいずれの取得セルサイトが既存の通信ネットワークカバレッジに最
小値を追加することになるか等を判断することを含む、複数の機能を自動的に学習し、実
行することができる。
【０２７１】
　本願における幾つかの状況において使用されるように、幾つかの実施形態において、「
コンポーネント」、「システム」等の用語は、コンピューター関連エンティティ、又は１
つ若しくは複数の特定の機能を有する使用可能な装置に関連するエンティティを指すか、
又は含むことを意図しており、そのエンティティは、ハードウェア、ハードウェア及びソ
フトウェアの組み合わせ、ソフトウェア又は実行中ソフトウェアのいずれかであり得る。
一例として、コンポーネントは、限定はしないが、プロセッサ上で実行されるプロセス、
プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行のスレッド、コンピューター実行可能命
令、プログラム及び／又はコンピューターであり得る。例示であって限定はしないが、サ
ーバー上で実行されるアプリケーション及びサーバーの両方をコンポーネントであり得る
。１つ又は複数のコンポーネントは、プロセス及び／又は実行のスレッド内に存在する場
合があり、コンポーネントは、１つのコンピューター上に局在し、及び／又は２つ以上の
コンピューター間に分散される場合がある。更に、これらのコンポーネントは、それに記
憶された種々のデータ構造を有する種々のコンピューター可読媒体から実行することがで
きる。コンポーネントは、例えば、１つ又は複数のデータパケット（ローカルシステム内
、分散システム内の別のコンポーネントとインタラクトするコンポーネントからのデータ
、及び／又はインターネット等のネットワークにわたって、信号を介して他のシステムと
インタラクトするコンポーネントからのデータ）を有する信号に従って、ローカル及び／
又はリモートプロセスを介して通信することができる。別の例として、コンポーネントは
、プロセッサによって実行されるソフトウェア又はファームウェアアプリケーションによ
って運用される電気回路又は電子回路によって操作される機械部品によって提供される特
定の機能を有する装置であり得、プロセッサはその装置の内部又は外部に存在することが
でき、ソフトウェア又はファームウェアアプリケーションの少なくとも一部を実行する。
更に別の例として、コンポーネントは、機械部品を用いることなく、電子コンポーネント
を通して特定の機能を提供する装置であり得、電子コンポーネントは、電子コンポーネン
トの機能を少なくとも部分的に与えるソフトウェア又はファームウェアを実行するために
、その中にプロセッサを含むことができる。種々のコンポーネントが別々のコンポーネン
トとして例示されてきたが、例示的な実施形態から逸脱することなく、複数のコンポーネ
ントを単一のコンポーネントとして実現できるか、単一のコンポーネントを複数のコンポ
ーネントとして実現できることは理解されよう。
【０２７２】
　更に、種々の実施形態は、開示される主題を実現するために、コンピューターを制御す
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るソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア又は任意のその組み合わせを作製するた
めの標準的なプログラミング及び／又はエンジニアリング技法を用いて、方法、装置又は
製品として実現することができる。本明細書において使用されるとき、「製品」という用
語は、任意のコンピューター可読デバイス、又はコンピューター可読記憶／通信媒体から
アクセス可能なコンピュータープログラムを含むことを意図している。例えば、コンピュ
ーター可読記憶媒体は、限定はしないが、磁気記憶デバイス（例えば、ハードディスク、
フロッピーディスク、磁気ストリップ）、光ディスク（例えば、コンパクトディスク（Ｃ
Ｄ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ））、スマートカード及びフラッシュメモリデバ
イス（例えば、カード、スティック、キードライブ）を含むことができる。当然のことな
がら、種々の実施形態の範囲又は趣旨から逸脱することなく、この構成に対する多くの変
更形態がなされ得ることが当業者に認識されよう。
【０２７３】
　更に、「例」及び「例示的」という言葉は、事例又は例示としての役割を果たすことを
意味するために本明細書において使用される。本明細書において「例」又は「例示的」と
して説明されたいかなる実施形態又は設計も、必ずしも他の実施形態又は設計より好まし
いか、又は有利であると解釈されるべきではない。むしろ、例又は例示的という言葉を使
用することは、概念を具体的に提示することを意図している。本願において使用されると
き、「又は」という用語は、排他的な「又は」ではなく、包含的な「又は」を意味するこ
とを意図している。すなわち、別段の指示がない限り、又は文脈において明らかでない限
り、「ＸがＡ又はＢを利用する」は、自然な包含的置換のいずれかを意味することを意図
している。すなわち、ＸがＡを利用する、ＸがＢを利用する、又はＸがＡ及びＢの両方を
利用する場合、上記の事例のうちのいずれのもとにおいても、「ＸがＡ又はＢを利用する
」が満たされる。更に、本願及び添付の特許請求の範囲において用いられる冠詞「１つの
（ａ）」及び「１つの（ａｎ）」は、一般に、別段の指示がない限り又は単数形を対象と
することが文脈から明らかでない限り、「１つ又は複数」を意味すると解釈されるべきで
ある。
【０２７４】
　更に、「ユーザ機器」、「移動局」、「モバイル加入者局」、「アクセス端末」、「端
末」、「ハンドセット」、「モバイルデバイス」のような用語（及び／又は類似の専門用
語を表す用語）は、データ、制御、音声、ビデオ、サウンド、ゲーム又は実質的に任意の
データストリーム若しくはシグナリングストリームを受信又は搬送するために、ワイヤレ
ス通信サービスの加入者又はユーザによって利用されるワイヤレスデバイスを指すことが
できる。上記の用語は、本明細書において、及び関連する図面を参照しながら、交換可能
に利用される。
【０２７５】
　更に、「ユーザ」、「加入者」、「顧客」、「消費者」等の用語は、その用語間の特定
の差異が文脈において正当化されない限り、全体を通して交換可能に利用される。そのよ
うな用語は、実在する人間、又はシミュレートされた視覚、音声認識等を提供することが
できる、人工知能（例えば、複雑な数学的な形式に少なくとも基づいて推論する能力）を
通してサポートされる自動化されたコンポーネントを指し得ることは理解されたい。
【０２７６】
　本明細書において用いられるとき、「プロセッサ」という用語は、限定はしないが、シ
ングルコアプロセッサ、ソフトウェアマルチスレッド実行能力を有するシングルプロセッ
サ、マルチコアプロセッサ、ソフトウェアマルチスレッド実行能力を有するマルチコアプ
ロセッサ、ハードウェアマルチスレッド技術を用いるマルチコアプロセッサ、並列プラッ
トフォーム、分散共有メモリを有する並列プラットフォームを含む、実質的に任意のコン
ピューティング処理ユニット又はデバイスを指すことができる。更に、プロセッサは、集
積回路、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、
フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブルロジックコントロ
ーラー（ＰＬＣ）、コンプレックスプログラマブルロジックデバイス（ＣＰＬＤ）、ディ
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スクリートゲート若しくはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポー
ネント、又は本明細書において説明される機能を実行するように設計されたそれらの任意
の組み合わせを指すことができる。プロセッサは、ユーザ機器の空間利用を最適化するか
、又は性能を向上させるために、限定はしないが、分子又は量子ドットに基づくトランジ
スタ、スイッチ及びゲート等のナノスケールアーキテクチャを利用することができる。ま
た、プロセッサは、コンピューティング処理ユニットの組み合わせとして実現することも
できる。
【０２７７】
　本明細書において用いられるとき、「データ記憶装置」、データ記憶装置」、「データ
ベース」、並びにコンポーネントの動作及び機能に関連する実質的に任意の他の情報記憶
コンポーネントのような用語は、「メモリコンポーネント」、又は「メモリ」において具
現されるエンティティ、又はメモリを含むコンポーネントを指している。本明細書におい
て説明される、メモリコンポーネント又はコンピューター可読記憶媒体は、揮発性メモリ
若しくは不揮発性メモリのいずれかであり得るか、又は揮発性及び不揮発性両方のメモリ
を含み得ることは理解されよう。
【０２７８】
　これまでに説明されてきたことは、種々の実施形態の単なる例を含む。当然のことなが
ら、これらの例を説明するために、コンポーネント又は方法の考えられるあらゆる組み合
わせを説明することはできず、当業者は、本実施形態の多くの更なる組み合わせ及び置換
形態が可能であることを認識することができる。したがって、本明細書において開示され
、及び／又は特許請求される実施形態は、添付の特許請求の範囲の趣旨及び範囲に入る全
てのそのような改変形態、変更形態及び変形形態を含むことを意図している。更に、「包
含する」という用語が詳細な説明又は特許請求の範囲のいずれかにおいて使用される限り
において、そのような用語は、「含む」という用語が特許請求の範囲において移行語とし
て利用されるときに解釈されるのと同様に包括的であることを意図している。
【０２７９】
　更に、流れ図が、「開始」及び／又は「継続」表示を含む場合がある。「開始」及び「
継続」表示は、提示されたステップを、任意選択で、他のルーチンに組み込むことができ
るか、又は他に他のルーチンと共に使用できることを表す。この関連において、「開始」
は、提示される最初のステップの先頭を示し、具体的に図示されない他の活動が先行する
場合がある。更に、「継続」表示は、提示されたステップが複数回実行される場合があり
、及び／又は具体的に図示されない活動によって引き継がれる場合があることを表す。更
に、流れ図がステップの特定の順序を示すが、因果関係の原則が維持される場合、他の順
序も同様に可能である。
【０２８０】
　また、本明細書において使用される場合があるとき、「～に動作可能に結合される」、
「～に結合される」、及び／又は「結合する」という用語は、アイテム間の直接の結合、
及び／又は１つ又は複数の介在するアイテムを介してのアイテム間の間接的な結合を含む
。そのようなアイテム及び介在するアイテムは、限定はしないが、接合部、通信パス、構
成要素、回路要素、回路、機能ブロック及び／又はデバイスを含む。間接的な結合の一例
として、第１のアイテムから第２のアイテムに搬送されるデータは、１つ又は複数の介在
するアイテムにより、信号内の情報の形態、性質又はフォーマットを変更することによっ
て変更される場合があるが、それにもかかわらず、信号内の１つ又は複数の情報要素は、
第２のアイテムが認識することができるように搬送される。間接的な結合の更なる例にお
いて、１つ又は複数の介在するアイテム内の作用及び／又は反応の結果として、第１のア
イテムにおける作用が第２のアイテムにおける反応を引き起こす可能性がある。
【０２８１】
　特定の実施形態が本明細書において示され説明されたが、同じ又は同様の目的を達成す
る任意の構成が、本開示により説明又は示される実施形態に取って代わり得ることを理解
されたい。本開示は、種々の実施形態のあらゆる適合形態又は変形形態の包含を意図する
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。上記実施形態の組み合わせ及び本明細書において特に説明されない他の実施形態が本開
示において使用可能である。例えば、１つ又は複数の実施形態からの１つ又は複数の特徴
は、１つ又は複数の他の実施形態の１つ又は複数の特徴と組み合わせることができる。１
つ又は複数の実施形態において肯定的に記載される特徴は、別の構造的特徴及び／又は機
能的特徴での置換の有無にかかわらず、実施形態において否定的に記載され、実施形態か
ら除外されることもある。本開示の実施形態に関して説明されたステップ又は機能は、任
意の順序で実行することができる。本開示の実施形態に関して説明されたステップ又は機
能は、単独で実行され得るか又は本開示の他のステップ若しくは機能と組み合わせて実行
され得、また本開示に説明されなかった他の実施形態若しくは他のステップから実行され
得る。更に、一実施形態に関して説明された特徴の全てよりも多数又は少数を利用するこ
ともできる。
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